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○ 出席議員（７名） 

１ 番 甲斐 政國 議員    ２ 番 佐藤 成志 議員 

３ 番 綾  健一 議員    ４ 番 秋本 良一 議員 
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○ 地方自治法第１２１条の規定により、事件説明のため出席を求められたものは、次のとおり

である。 
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町 民 課 長  垣内 広好    教 育 次 長  甲斐津世志 

福 祉 課 長  武内 秀元    病院事務長  廣本 憲史 

○ 職務のため出席した議会事務局職員 

議会事務局長  奥村 和平
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午前９時58分開会 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいまから、平成３０年第３回五ヶ瀬町議会定例会を開会します。 

 本日の出席議員は７名です。６番、白瀧徹哉議員から会議規則第２条第１項に基づき、欠席届

が提出されました。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（小笠まゆみ君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議

員は、会議規則第１２０条の規定により、７番、甲斐松男議員、８番、甲斐啓裕議員を指名しま

す。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について

○議長（小笠まゆみ君）  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から２０日までの１７日間としたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって会期は、本日から２０日までの１７日

間と決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 まず、議会活動報告を行います。 

 諸般の報告、議会活動報告について。 

 平成３０年第２回定例会後の議会活動については、お手元に配布しております報告書のとお

りですが、主なものについて報告いたします。 

 ７月は各種団体との意見交換を集中的に行いました。まず、７月６日の公民館長会との意見交

換では、持続可能な地域組織のあり方について、高齢化と人口減少により、集落内の共同作業や

祭りの運営が困難になってきていることは、どの行政区でも課題としており、それぞれに負担軽

減策を図ってはいるものの、解決策は見出せていない現状が浮き彫りとなりました。８区が取り

組む集落支援員制度に注目し、今後の対策に活用できればとの意見が出されました。 

 議員のなり手不足、議員報酬のあり方については、現在の欠員の状況から、定数減の声も出て

いるとの意見が出されましたが、同時にむやみに減らすべきではないとの声もありました。議会

としては、定数と報酬の議論は、別ものと考えており、議会活動の見える化をさらに進めてまい

ります。 

 ７月１１日は、県内の市議会議員に五ヶ瀬においでいただき、本町の課題について意見交換を

行いました。普段接することのない市議会議員の活動についても学ぶ機会となり、有意義な意見

交換となりました。 

 ８月７日には、隣町であります熊本県山都町議会との意見交換を行いました。医療・福祉・歴

史・行政運営になどについて、双方に現状から課題の取り組み状況を情報交換し、今後も定期的
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に開催することを確認しました。特に国道２１８号線の県境の冬期の除雪対応については、両議

会協力して熊本県への要望活動をすることとなりました。 

 以上、議会活動報告といたします。 

 次に、６月から８月の例月現金出納検査の結果につきましては、お手元に配布しております報

告書の写しのとおりであります。 

 次に、平成３０年７月１７日付、受理番号第２号原尾野道ノ下線道路整備組合原尾野地区代表、

西田主税氏ほか２名から提出のあった、原尾野道ノ下線の町道編入について、及び平成３０年９

月３日付、受理番号第６号五ヶ瀬町商工会会長、秋本良一氏から提出のあった、商工業の振興及

び地域経済の活性化に関する要望は、お手元に配布しております写しのとおりであります。本２

件については、総務農林常任委員会に送付します。 

 次に、平成３０年８月２７日付、受理番号第４号宮崎県社会保障推進協議会会長、山田秀一氏

から提出のあった、後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継続を求める意見書

を国に提出することを求める陳情書、及び平成３０年８月３０日付、受理番号第５号五ヶ瀬おは

なしの会「つくしんぼ」、代表森田直美氏から提出のあった、五ヶ瀬町内の読書環境整備と、新

庁舎への図書館設置については、お手元に配布しております写しのとおりであります。本２件に

ついては、文教福祉常任委員会に送付します。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第４、行政報告を行います。町長より行政報告の申し出があ

りましたので、これを許します。町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。 

 平成３０年第３回五ヶ瀬町議会定例会開会に当たり、６月定例会以降の行政経過について御

報告を申し上げます。 

 まず１点目は、九州中央自動車道蘇陽高千穂間建設促進期成会の設立についてです。九州中央

自動車道の宮崎県側の整備促進につきましては、現在延岡市から五ヶ瀬町までの沿線自治体で

構成する建設促進期成会や沿線議会期成会、さらには民間団体で構成する延岡期成会や西臼杵

協議会、道づくりを考える女性の会などが一体となって、国や関係機関に積極的に整備促進の働

きかけを行っています。 

 その結果、ことし３月には蘇陽高千穂間約２０キロメートルのうち、五ヶ瀬高千穂間の９.２

キロメートルが新規事業箇所に決定し、４月には９,０００万円の調査費が計上されました。一

方、現在国のほうでは、高千穂町、五ヶ瀬町の関係者への説明会も終了し、今月２４日には本町

において中心くい打ち式が開催されるなど、事業着手に向けての準備が着々と進められており

ます。 

 そのような中、蘇陽高千穂間の早期完成、ひいては九州中央自動車道の全線開通のために、新

規事業化された五ヶ瀬高千穂間の早期開通はもとより、未事業課区間の蘇陽五ヶ瀬間の早期事

業化が大変重要であり、これまで以上に蘇陽高千穂間に関係する自治体との連携と、協力が必要

になると考えます。 
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 そこで今回、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町の３町に、熊本県山都町を加えた４町で、九州中

央自動車道蘇陽高千穂間建設促進期成会を立ち上げ、７月３０日に設立総会を開催したところ

です。なお、会長並びに事務局については、五ヶ瀬町で担うことになりました。 

 ２点目は、北海道新得町と五ヶ瀬町の姉妹町盟約を契機に行った、町有林同士の交換について

です。五ヶ瀬町と新得町では、平成元年１０月２１日に結んだ、記念林交換契約書に基づき、五

ヶ瀬町有林１.４４ヘクタールと新得町有林３.６０ヘクタールを交換林として、それぞれで森

林整備を実施してまいりました。 

 そのような中、それぞれの森林も林齢が５０年以上となり、伐期を迎えていることから、姉妹

町盟約３０周年を機に、これらの交換林を双方の町で有効活用することになりました。新得町に

ある交換林については、カラマツ約１,６００本で、今回新得町地元の森林組合との間で（オシ

ュウギ）価格にて売買契約を結ばれ、その売り上げ代金６９２万３,７７２円を、今回本町に入

金いただきました。この入金分につきましては、ふるさとづくり基金に積み立て、新得町との交

流事業を初め、人材育成事業等に活用させていただこうと考えております。 

 ３点目は、旧鞍岡中学校跡地活用に関する経緯についてです。旧鞍岡中学校跡地の利活用につ

きましては、平成２７年度から教育委員会が中心となって検討部会を立ち上げ、地元の皆さんと

も意見交換をする中で、複合施設としての利活用が好ましいという判断でとなり、私自身も一般

質問等において、自治公民館機能を備えた複合施設が好ましいと答弁させていただいた経緯が

ございます。 

 そのような中、平成２９年５月に鞍岡中学校跡地利用を考える会の方々から、小学校移転の要

望とともに、地区住民約６０％の署名簿が提出されました。このことを受け、再度教育委員会の

ほうで４回程度の跡地利用を考える会の代表の皆さんとの意見交換を重ね、私自身も意見交換

もさせていただきました。 

 その後、今年度になって跡地利用につきましては、所管する部署を企画課に移し、跡地利用を

考える会の皆さん以外にも、公民館長さんや町議会議員の皆さんにも入っていただき、意見交換

を進めてまいりました。そして７月の懇談会の中で、考える会からの要望に対して、町長の考え

方を明確にするべきではないかという意見もありましたので、８月９日の跡地利用を考える会

の代表の皆さんとの話し合いの中で、鞍岡小学校の移転については厳しいことと、今後は、この

施設を中心に小さな拠点づくり事業を展開していきたいという旨の話をさせていただきました。 

 さらに、翌日の行政事務連絡会において、同様の内容を鞍岡地区の公民館長さん方にもお話を

させていただいたところです。今後は、新たな検討委員会のもと、跡地利活用の取り組みを加速

させてまいります。 

 ４点目は、新庁舎建設及び防災行政情報伝達システム整備事業についてです。 

 まず、新庁舎建設について、現庁舎は建築後４６年経過しており、経年による各設備の老朽化

や生活弱者対策の不足など課題は多くあります。 

 また、平成２９年度に行った耐震診断では、耐震性が極めて低く、耐震化も非常に厳しいとい

う判定も出されたところです。 

 これらのことから、町としましては、市町村役場機能緊急保全事業を活用し、平成３２年度末

の完成を目指し、ことし３月には基本構想を策定し、その後庁舎内部でのプロジェクトチーム、
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町内の関係機関及び団体代表者により構成された検討委員会を設置し、協議を重ねているとこ

ろです。 

 そして、８月には基本計画、基本設計、実施設計を委託するための公募型プロポーザルを実施

し、参加表明をされた４社からの提案を、審査委員会で慎重に書類審査と技術提案の審査を行っ

た結果、株式会社石本建築設計事務所を選定し、委託契約を先日締結したところであります。 

 次に、防災行政情報伝達システム整備事業については、電波法改正に伴うアナログ波からデジ

タル波への移行と、財源となる緊急防災減災事業債の関係から、同じく平成３２年度末までの整

備を進めているところです。 

 先日、実績等のある２社からの提案で、プロポーザルを実施した結果、日米電子株式会社に基

本設計並びに実施設計を委託することになり、先日委託契約を提携したところです。今後は、防

災拠点施設としての役割を担う新庁舎建設とあわせて整備を進めてまいります。 

 そして５点目が、第３セクターの経営健全化に関する指針の策定についてです。本町における

２つの第３セクターについては、地域産業の振興、地域雇用の拡大など、地域活性化を目的に設

立され、これまで充用な役割を担ってまいりました。しかしながら、社会経済の情勢の急激な変

化により経営が深刻化するなど、第３セクターの取り巻く環境は、一段と厳しさを増してきてい

ます。 

 そのような中、会社内部の自助努力は当然として、本町としても第３セクターの経営検討会を

組織し、第３セクターの経営状況の評価並びに抜本的な経営改革策の検討を行っているところ

であります。 

 そして今回、総務省が定めました第３セクター等の経営健全化等に関する指針を受け、本町と

しても第３セクターに対する行政関与のあり方を明確にし、さまざまな課題や問題点を解決す

るために、五ヶ瀬町としての第３セクターの経営健全化に関する指針を定めたところです。今後

は、この指針を基本に経営検討委員会において、それぞれの検討を加えていく覚悟です。 

 最後に、本定例会に提案しました案件について申し上げます。 

 報告案件が２件、人事案件が２件、財産の処分が１件、平成２９年度一般会計及び特別会計の

歳入歳出決算認定が６件、条例の改正が１件、平成３０年度一般会計特別会計補正予算が６件、

物品購入契約並びに工事請負契約の締結が２件、合わせて２０件となります。慎重なる審議をい

ただき、議決を賜りますようお願いを申し上げまして、行政報告とさせていただきます。よろし

くお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  これで、行政報告は終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第１４号

日程第６．報告第１５号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第５、報告第１４号五ヶ瀬町の財政健全化判断比率について

及び日程第６、報告第１５号五ヶ瀬町公営企業の資金不足比率について、町長から報告を求めま

す。町長。 

○町長（原田 俊平君）  報告第１４号五ヶ瀬町の財政健全化判断比率について御報告を申し上

げます。 
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 このたびの報告は、地方公共団体の財政化の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、

平成２９年度の決算数値に基づき算定された実質赤字比率など４つの財政健全化判断比率につ

いて、監査委員の審査意見を付して報告するものであります。 

 以上で報告を終わります。 

 報告第１５号五ヶ瀬町公営企業の資金不足比率について御報告を申し上げます。 

 このたびの報告は、財政健全化判断比率の報告と同様、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律、第２２条第１項の規定により、平成２９年度の決算数値に基づき算定された、それぞれの

地方公営企業にかかわる資金不足比率について、監査委員の意見を付して報告するものであり

ます。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、町長より報告が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑がありましたら、どうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですので、これにて質疑を終結します。なお、本２件に

ついては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定

により、報告のみでありますので、御了承願います。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第３８号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第７、議案第３８号五ヶ瀬町教育長の任命同意についてを議

題とします。ここで、猪野貴一教育長の退場を求めます。 

〔教育長 猪野 貴一君 退場〕 

○議長（小笠まゆみ君）  本件について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第３８号五ヶ瀬町教育長の任命同意について提案理由の御説明を

申し上げます。 

 教育長の任命につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により、議会の同意を得ることとされています。 

 平成２９年４月１日から教育長として尽力いただいております猪野貴一氏の任期が前教育長

の在任期間であります平成３０年１０月１日までとなっていますことから、引き続き御尽力い

ただきたく要請いたしましたところ内諾を得ましたので、議会の同意をお願いするものであり

ます。なお、任期につきましては、平成３０年１０月２日から、平成３３年１０月１日までの３

年間となります。猪野貴一氏の略歴は、お手元の資料のとおりでありますが、人格、識見ともに

本町の教育行政に携わっていく者として適任者と考えております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。質

疑がありましたらどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですので、これにて質疑を終結します。 

 討論を省略し、これより起立によって採決します。議案第３８号五ヶ瀬町教育長の任命同意に
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ついては、原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって本案は、原案のとおり同意することに

決定しました。 

 ここで猪野貴一教育長の退場を解きます。 

〔教育長 猪野 貴一君 入場〕 

○議長（小笠まゆみ君）  本件については、原案のとおり同意することに決定しましたので、ここ

で猪野貴一教育長の発言を許します。教育長。 

○教育長（猪野 貴一君）  今、引き続き教育長として任命していただき感謝申し上げますととも

に、このような発言いただきましたことありがとうございます。 

 皆様方の御期待に添えられるよう、責任感を持ち、より五ヶ瀬のために尽力するという気概を

心と行動で示してまいりたいと存じます。 

 昨年、就任の際、時代を担う人づくり、まちづくりを念頭に、教育、芸術文化、スポーツの振

興に取り組むことを約束し、Ｇ教育ビジョンや文化スポーツの充実を図ってまいりました。そし

て新たに、早寝・早起き・朝大豆をキャッチフレーズとする五ヶ瀬家庭教育５カ条の制定、人材

育成、五ヶ瀬の地域づくりのための大人のＧ事業、地域おこし協力隊を配置した移動図書ごかせ

マルシェ、新たな大学入試制度を見据えた英語検定試験の導入、佐伯勝元教育基金による台湾交

流事業や奨学金の運用等に取り組ませていただきましたが、まだ十分とは考えておりません。 

 今後も教育委員会でアイデアを出し、実行し、これらを融合した新たなＧ教育ビジョンを模索

し、町内外から魅力ある教育のまち五ヶ瀬を確立することが私の指名と考えており、そのことが

人づくり、まちづくりとなり、ひいては定住、移住の促進につながると考えております。誠心誠

意、微力ではございますが、まちの発展のために、議員の皆様方のお力をお借りしながら尽力し

てまいりたいと思います。どうぞ引き続き、御指導、御支援、御協力賜りますよう、よろしくお

願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第３９号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第８、議案第３９号五ヶ瀬町教育委員会委員の任命同意につ

いてを議題とします。本件について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第３９号五ヶ瀬町教育委員会委員の任命同意について、提案理由の

御説明を申し上げます。 

 教育委員会委員の任命につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条の

規定に基づき、議会の同意を得て任命することとなっております。 

 これまで、御就任をいただいております寺本俊文氏の任期が１０月１６日をもって任期満了

となりますことから、任命を行うものであります。引き続き、就任を要請いたしましたところ、

内諾をいただきましたので、任命同意の提案を行うものであります。 

 なお、任期につきましては、平成３０年１０月２７日から平成３４年１０月２６日までとなっ

ております。寺本俊文氏の略歴につきましては、お手元の資料のとおりであります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 
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○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑がありましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですので、これにて質疑を終結します。 

 討論を省略し、これより起立によって採決します。議案第３９号五ヶ瀬町教育委員会委員の任

命同意については、原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって本案は、原案のとおり同意することに

決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第４０号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第９、議案第４０号財産の処分についてを議題とします。本

件について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第４０号財産の処分について提案理由の御説明を申し上げます。 

 地方自治法第９６条第１項第８号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得また

は処分に関する条例により、７００万円以上の不動産の売り払い並びに５,０００平方メートル

以上の土地の処分につきましては、議会の議決が必要であります。 

 今回、御提案いたします財産の処分は、公有財産の有効利用を推進するため、三ヶ所字飛渡５

３１番地の１ほか２筆の土地、２万１１９.５１平方メートルを払い下げる売買契約であります。

この売買につきましては、宮崎県森林組合連合会代表理事会長、長友幹雄と、去る８月１３日に

売買価格３,６８２万９,０００円で仮契約を行いました。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま提案理由の説明が終わりました。 

 これより、質疑に入ります。質疑がありましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですので、これにて質疑を終結します。 

 討論は省略し、起立によって採決します。議案第４０号財産の処分については、原案のとおり

同意することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって本案は、原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第４１号

日程第１１．議案第４２号

日程第１２．議案第４３号

日程第１３．議案第４４号

日程第１４．議案第４５号

日程第１５．議案第４６号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、お諮りします。日程第１０、議案第４１号平成２９年度五ヶ瀬町
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一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第１５、議案第４６号平成２９年度五ヶ瀬町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの６件は、これを一括議題としたいと

思っております。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって議案第４１号から議案第３６号までの

６件は、これを一括議題とすることに決定しました。本６件について、町長から提案理由の説明

を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第４１号平成２９年度五ヶ瀬町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、提案理由の御説明を申し上げます。 

 平成２９年度五ヶ瀬町一般会計は、歳入決算額４２億４,３５２万１,２８９円、歳出決算額４

０億９,０９１万１,９７７円で、歳入歳出差し引き１億５,２６０万９,３１２円となっており

ますが、このうち繰越明許費による翌年度に繰り越すべき財源を差し引きますと、実施収支は５,

１６５万９,３１２円となりました。 

 歳入の状況ですが、町税につきましては、固定資産税及び軽自動車税等の増収等により収入額

は対前年度比２,７１７万円、１０.６％の増、２億８,２９４万９,０００円となりました。 

 地方交付税は、普通交付税の減額により対前年度比３.４％減の２１億１,０５１万３,０００

円となりました。寄附金につきましては、佐伯勝元からの寄附及びふるさと納税寄附金の増収に

より、前年度比５１０.２％増の１億１,６７６万４,０００円となっております。 

 繰入金につきましては、ふるさとづくり基金及び五ヶ瀬町応援基金など特定目的のための基

金から、各特定事業へ充当するため１,４３９万２,０００円を繰り入れたことに加え、当年度の

財源不足を補充するために、財政調整基金から２,８００万円の繰り入れを行っております。 

 また、地方債につきましては、対前年度４,０５６万８,０００円、１１.８％減の３億４３６

万３,０００円としております。 

 次に、歳出について目的別に構成比の高い経費から見てみますと、民生費７億２万８,０００

円で、構成比１７.８％、総務費６億４,００９万円で１５.６％、農林水産業費６億２,２５１万

２,０００円で１５.２％、災害復旧費４億２,２５２万９,０００円で１０.３％、教育費４億１,

０６２万６,０００円で１０％、公債費３億３,４６１万１,０００円で８.２％、衛生費３億７３

２万６,０００円で７.５％、土木費２億６,６５２万９,０００円で６.５％となっております。 

 また、性質別の義務的経費につきましては、人件費は定期昇給を起因とする微増となったもの

の横ばい状況となり扶助費は臨時福祉給付金事業に伴い増、また公債費では過去に実施してき

ました大きな普通建設事業の償還が終了しつつあることにより減少しております。義務的経費

全体では、対前年度比０.６％増の１３億８４２万６,０００円となっております。投資的経費で

は、普通建設事業費は対前年度比８.７％増の７億３,２９３万円となりました。主な要因としま

しては、木質バイオマス利用促進施設いわゆるまきボイラーの導入に伴う事業費の増が起因し

ております。一般行政経費の維持補修費において、庁舎及び観光施設等の改修費用並びに道路維

持費における除雪費用の増により、対前年度比６５.６％増の２,０８３万２,０００円となって

おります。 

 以上が、一般会計決算の概要でございます。決算状況についてでありますが、財政の弾力推移
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をあらわす経常収支比率は、義務的経費及び一般行政経費は横ばいであるもの、交付税等計上の

一般財源等が大きく減額されたことにより８７.６％と、平成２８年度と比べ２.４ポイント悪

化する状況となっております。 

 また、平成２９年度の一般会計の地方債残高は、前年度末に比べまして２４０万５,０００円

減少し２９億３,２９９万８,０００円となりました。交付税の代がえ財源として発行が認めら

れており、その償還金の全額が後年度交付税とされます臨時財政対策債の残高１４億５,２５６

万９,０００円を除きますと、平成２９年度末の残高は、対前年度末比で２,４７６万１,０００

円増加し１４億８,０４２万９,０００円となっております。 

 平成２８年度末の基金残高においては、ふるさと納税による五ヶ瀬町応援基金及び佐伯勝元

氏からの寄附に佐伯勝元教育基金では、積み立てられたものの一般財源の不足により財政調整

基金を取り壊しております。基金全体では、対前年度末比で７,４３７万３,０００円増加し３２

億７,２７８万５,０００円となりました。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく各指標は、全て基準は全て基準を満

たし、健全性を維持いたしております。これらのことから、五ヶ瀬町の財政状況は、引き続き健

全な状態を維持しているものと考えておりますが、近年の交付税の減少から、経常収支比率が若

干悪化傾向にあり、決して楽観視はできない状況にあると同時に、主要な一般財源であります地

方税や地方交付税は、国の制度改正に大きく影響されることもあり、今後の五ヶ瀬町の財政見通

しには不透明な部分もございます。 

 したがいまして、今後とも引き続き事業の選択と集中を徹底するとともに、健全財政の維持に

努めてまいります。なお、決算内容の詳細につきましては、委員会におきまして、それぞれの担

当課長から詳しく説明をさせます。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 議案第４２号平成２９年度五ヶ瀬町簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定について、提案理

由の説明を申し上げます。 

 本会計の歳入総額は９,４９０万４,７１４円、歳出総額は９,４７０万９,０７２円で、差し引

き残額は１９万５,６４２円となっております。 

 まず、決算書２０６ページの歳入の主な項目について申し上げます。 

 使用料として、桑野内、室野、坂狩、鞍岡、廻渕簡易水道の水道使用料、手数料として組合負

担水質検査手数料、一般会計からの繰入金、町債となっております。 

 次に、決算書２０８ページの歳出について申し上げます。 

 簡易水道費は、事務費及び管理費で、主なものとして施設の保安管理と遠方管理システムの設

置に係る委託料、工事請負として室野地区簡易水道施設水源地場内整備工事費、五ヶ瀬中学校へ

の送水管工事費で、その他需要費、役務費となっております。 

 次に、公債費として、長期借入償還金の元金及び利子を支出しております。なお、決算内容の

詳細につきましては、委員会におきまして担当課長から説明をさせます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 議案第４３号平成２９年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、提案理由の

御説明を申し上げます。 
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 皆保険制度の中核として、住民の健康維持及び増進に努めております国民健康保険は、経費の

低迷による低所得者の増加、さらに高度な医療を伴う疾病の増加により医療費高騰など、年々厳

しい状況となっております。 

 保険者としましては、国のさらなる医療制度改正に向けての取り組みを十分に注視しつつ、安

定的な運営を確保するために、医療費適正化対策を実施するとともに、保険税納付への理解を求

めてまいりました。 

 その事業運営を決算書２２４ページの歳入から御説明をいたします。 

 歳入の要となります国民健康保険税は、前年度比３.１７％の減となりました。収納率につい

ては、全体で７９.３％の収納率であり、前年度より１.６％ふえたものの、依然厳しい状況であ

ります。 

 国庫支出金は、前年度比１６.０６％の増となっております。これは前年度実績による医療費

の増加に伴う医療給付費等負担金の増額が主なものであります。療養給付費交付金は、退職被保

険者の医療費に対する交付金であり、前年度比６９.８７％の減となっております。これは、平

成２６年度をもって退職者医療制度が廃止されたことに伴い、退職保険者の減少によるもので

す。 

 前期高齢者交付金は６５歳から７４歳の前期高齢者の医療費に対する交付金であり、前年度

比０.０８％の増であります。県支出金は、前年度比１７.１％の減となっております。特別調整

交付金及び高額医療費共同事業費負担金の減によるものが主なものであります。共同事業交付

金は、高額医療費に対する交付金であり、前年度比２.６９％の増となっております。 

 ２２６ページの繰入金につきましては、人件費、事務費、保険税軽減措置及び保険者支援とし

ての保険基盤安定負担金、出産一時金、財政安定化支援事業など、一般会計からの法定内繰り入

れであります。繰越金につきましては、平成２８年度からの繰り越しであります。諸収入は、２

８年度国保診療報酬審査支払い手数料及び特定検診等データ管理手数料の返還金が主なもので

あります。 

 続きまして、２２８ページの歳出を総務費から御説明いたします。 

 総務費は、国保特別会計事業にかかわる人件費及び事務費等の支出で、制度改正に伴いますシ

ステム改修委託費が増加したため、前年度比１２.４５％の増となっております。国保事業の６

０％の支出額を占めます保険給付費につきましては、被保険者の療養給付費、高額療養費、出産

一時金、葬祭費などの支出額で、前年度比１０.２２％の増であります。 

 後期高齢者支援金は、後期高齢者の医療費を賄うための拠出金であり、前年度比３.０３％の

減であります。前期高齢者納付金は、６５歳から７４歳の前期高齢者の医療費を賄うための拠出

金であり、前年度比４３１.６２％の増であります。老人保健拠出金につきましては、平成２０

年度に廃止されました老人保健制度への事務費繰出金であります。介護納付金は、支払基金への

介護２号被保険者の保険料の拠出金であり、前年度比６.８９％の減であります。 

 ２３０ページの共同事業拠出金につきましては、高額医療費や小規模保険者へ与える財政的

影響の減少を図るための国保連合会への拠出金で、前年度比１０.４３％の減であります。保険

事業費につきましては、主に特定健康診査及び特定保健指導を実施しており、前年度比０.７８％

の増であります。諸支出金につきましては、平成２８年度療養給付費等負担金、平成２８年度高
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額医療費共同事業費負担金の交付確定による返納金、平成２４年度から平成２７年度の高額医

療費共同事業負担金、平成２４年度から平成２６年度の財政調整交付金、平成２４年度から平成

２６年度の療養給付金等負担金の超過交付に係る返還金が主な支出であります。 

 決算額は歳入総額７億５,４３８万９,０４３円、歳出総額７億２,５３９万７,２４４円、差し

引き残額２,８９８万３,６９９円を翌年度へ繰り越します。 

 なお、決算内容の詳細につきましては、委員会におきまして担当課長から説明させます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 議案第４４号平成２９年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計決算の認定について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 平成２８年度に行われました診療報酬改定では、医療・介護ともニーズが高まると予想される

２０２５年に向けて医療制度改革が重要な位置を占めていることから、地域包括ケアシステム

の推進と医療機能の分化・強化、連携などなどが重点課題とされました。 

 そうした中において、県内の各自治体立病院においては、必要とされる医師の確保に大変苦慮

しており、そして経営の改善が求められております。 

 当院では、国保直診としての本来の役割である予防医療を全うする観点から、また経営改善の

一環として健診事業や予防接種事業等の公衆衛生活動にも福祉課や教育委員会と連携し、取り

組んでまいりました。 

 医師確保につきましては、平成２５年度に崔林承先生を病院長としてお迎えし、平成１８年度

から勤務の岡崎副院長と常勤医師２名の体制となっております。また、熊本大学の支援を受け、

消化器外科から週１回、循環器内科からは週２回の派遣医師が１名減となりましたが週１回医

師を招聘し、一方、高千穂国民健康保険病院より整形外科並びに耳鼻咽喉科からそれぞれ週１回、

医師を招集し、町民の皆様に対し診療を提供いたしました。 

 さらに当院は、地域医療を担う医師を養成するために、宮崎、熊本の両大学病院の協力病院と

して卒後研修医、クリニカル・クラークシップ、公衆衛生学教室などの医学生について受け入れ

を行っております。今後も関係機関とのさらなる連携を図り、医師確保に努め、町民が安心して

利用できる病院に努めてまいります。 

 それでは決算状況につきまして、ページを追って御説明をいたします。 

 １ページ、収益的収入は、病院事業収益５億４,６０３万１,８５９円、内訳は、医業収益４億

３,０３０万６,３５５円、医業外収益１億１,５７２万５,５０４円となっております。 

 ２ページ、支出は病院事業費用が５億５,５４９万８,５５２円で、内訳は、医業費用５億４,

６１６万８３１円、医業外費用９１４万３,２７２円、特別損失１９万４,４４９円となっており

ます。 

 ３ページ、資本的収入及び支出につきましては、資本的収入３００万円、内訳は、町出資金と

なっております。 

 ４ページ、資本的支出５,１７１万３,７３８円、内訳は、企業債償還金４,９６９万９,７９４

円、建設改良費２０１万３,９４４円となっております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額４,８７１万３,７３８円は、損益勘定留保資

金で補填を行いました。 
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 ５ページ、損益計算書は、医業収益に対する医業費用、医業外収益に対する医業外費用と対比

して記載し、当年度病院事業経常損失が１,２５２万５,２０１円、特別損失１９万４,４４９円

を差し引き、当年度純損失は１,２７１万９,６５０円となり、当年度未処分利益剰余金は８８５

万８,５７４円となります。 

 次に９ページ、貸借対照表について、御説明いたします。 

 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産合計額６億９,８７０万７,０２８円、流動資産は、

現金預金、未収金、貯蔵品合計５億４,７５２万８,８８６円となり、資産の部が合計１２億４,

６２３万５,９１４円となります。 

 負債の部は、固定負債４億９,６３５万２,０５６円、流動負債９,０８２万６,３０８円、繰り

延べ収益５,５２２万８３９円の合計で６億４,２３９万９,２０３円となります。 

 資本の部は資本金２億４,８７９万６,２１０円、剰余金３億５,５０４万５０１円で、合計６

億３８３万６,７１１円となります。 

 負債の部の合計額と資本の部の合計額は１２億４,６２３万５,９１４円となり、資産の部合

計額と一致するものです。 

 病院事業状況報告につきましては、１１ページから２２ページまでに記載しておりますが、詳

細につきましては、委員会におきまして事務長から説明をさせます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 議案第４５号平成２９年度五ヶ瀬町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 ２９年度は第６期介護保険事業計画の最終期であり、安定した保険運営と地域包括ケアシス

テムの構築に向けて取り組みを進めるとともに、次期計画策定に力を入れてまいりました。 

 それでは決算書２７２ページ、保険事業勘定からの歳入から御説明いたします。 

 保険料７,９７０万８,０８５円につきましては、６５歳以上の第１号被保険者の介護保険料

で、現年度分の収納率は９９.９％となっております。現年度分、滞納分合わせての前年度比は、

金額にして１２７万６,６５０円、率にして１.６％の増となっております。 

 使用料及び手数料は、介護保険料の未納者に対する督促手数料です。 

 国庫支出金１億３,８２９万８,３１６円につきましては、介護給付費に対する負担金と財政

調整交付金、事務費分及び地域支援事業費に対する交付金です。前年度比は、金額にして２６２

万６０７円、率にして１.９％の増となっております。 

 支払い基金交付金１億１,００６万２,０００円につきましては、４０歳から６４歳までの第

２号被保険者の保険料に当たり、介護給付費及び地域支援事業費の負担割合に応じ支払い基金

から交付されたもので、前年度比は、金額にして１,３０９万４６３円、率にして１０.６％の減

となっております。 

 県支出金６,９０９万５,００５円につきましては、介護給付費及び地域支援事業費に対する

負担金及び交付金です。前年度比は、金額にして４４４万２,８３５円、率にして６.０％の減と

なっております。 

 繰入金７,６３５万８,６２８円につきましては、介護給付費及び地域支援事業費に係る町負

担金、人件費及び事務費及び低所得者層の保険料軽減分について一般会計から繰り入れたもの
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であります。 

 前年度比は、金額にして２１６万９,０４４円、率にして２.８％の減となっております。 

 繰越金は、２８年度からの繰越額です。 

 諸収入につきましては、地域支援事業の利用者負担金が主なものです。 

 次に、２７６ページの歳出について御説明いたします。 

 総務費２,２２９万９,０５１円につきましては、総務管理費、介護認定審査会費が主なもので

あります。 

 前年度比は、金額にして３７０万７,９４２円、率にして１９.９％の増となっております。 

 歳出総額の８０％を占める保険給付費３億６,９７２万９,６６５円につきましては、要介護

者に対する介護サービス費、要支援者に対する介護予防サービス費、高額介護サービス費及び特

定入所者介護サービス費が主なものであります。 

 前年度比は、金額にして４,２４９万５,６４８円、率にして１０.３％の減となっております。 

 地域支援事業費４,７２０万８,０９７円につきましては、介護保険の被保険者に対する介護

予防事業の費用、地域包括支援センターの運営費、地域包括ケアシステム構築のための事業及び

介護予防・生活支援サービス費が計上されております。 

 前年度比は、金額にして１,２５４万２,１９０円、率にして３６.２％の増となっております。 

 諸支出金２,３４８万５,４２６円につきましては、２８年度の介護給付費負担金及び地域支

援事業交付金の精算による国及び県等への償還金及び介護給付費準備基金に積み立ていたしま

した基金積立金が主なものであります。 

 次に、３２６ページ、介護サービス事業勘定の歳入について御説明いたします。 

 サービス収入８８万９,６００円につきましては、要支援認定者への介護予防サービス計画作

成における収入であります。 

 繰入金につきましては、保険事業勘定からの繰入金です。 

 次に、３２８ページの歳出について御説明いたします。 

 総務費９２万１,８３７円につきましては、地域包括支援センターの事務費となります。 

 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定合わせての決算額は、歳入総額４億９,３８３万７８

０円、歳出総額４億６,３６４万４,０７６円、差引残額３,０１８万６,７０４円を翌年度に繰り

越しいたします。 

 なお、決算内容の詳細につきましては、委員会におきまして、担当課長から説明いたします。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 議案第４６号平成２９年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 ７５歳以上の後期高齢者の医療費は全国的に増加傾向にあり、それに伴い、保険者の負担も増

加しています。そのような中、医療費の抑制と保険料納付への理解を求め、安定的な会計運営を

目指してまいりました。その事業運営を決算書３４０ページの歳入から御説明いたします。 

 後期高齢者医療保険料につきましては、年金から徴収する特別徴収及び口座振替等による普

通徴収がありますが、特別徴収につきましては収納率が１００％、普通徴収につきましては収納

率９７.４４％となっております。 
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 繰入金につきましては、事務費及び保険基盤安定繰入金で一般会計からの繰り入れでありま

す。 

 繰越金につきましては、平成２８年度からの繰り越しであります。 

 続きまして３４２ページの歳出を総務費から御説明いたします。 

 総務費につきましては、事務費等の支出であります。 

 後期高齢者医療広域連合納付金の内訳につきましては、被保険者から徴収した保険料と、保険

基盤安定負担金であります。 

 保健事業費につきましては、後期高齢者健康診査に係る委託料等の費用であります。 

 諸支出金は、保険料の還付金であります。 

 決算額は歳入総額５,２８９万２,５７７円、歳出総額５,２２０万９,１４７円、差し引き残額

６８万３,４３０円を翌年度に繰り越します。 

 なお、決算内容の詳細につきましては、委員会におきまして担当課長から説明をさせます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの６件については、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ

ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第４７号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第１６、議案第４７号五ヶ瀬町後期高齢者医療に関する条例

の一部改正についてを議題とします。 

 本件について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第４７号五ヶ瀬町後期高齢者医療に関する条例の一部改正につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の改正につきましては、高齢者の医療の確保に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行

うために提案するものであります。 

 後期高齢者医療制度の適用は住所地で行うことを原則としておりましたが、法改正により、国

民健康保険加入者で町外の施設等に入所されている方が後期高齢者医療制度に加入する場合は、

引き続き住所地特例の対象となりました。それに伴い、新たに対象となる方につきまして保険料

を徴収するため、本条例の一部を改正します。また、平成２０年度における保険料の徴収に係る

特例について規定した附則第２条は、既に効力を有していないので削除いたします。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの件については、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ

ることに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第４８号

日程第１８．議案第４９号

日程第１９．議案第５０号

日程第２０．議案第５１号

日程第２１．議案第５２号

日程第２２．議案第５３号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、お諮りします。日程第１７、議案第４８号平成３０年度五ヶ瀬町

一般会計補正予算（第２号）についてから、日程第２２、議案第５３号平成３０年度五ヶ瀬町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてまでの６件を一括議題としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４８号から議案第５３号まで

の６件は、これを一括議題とします。 

 本６件について町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第４８号平成３０年度五ヶ瀬町一般会計補正予算（第２号）につい

て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の補正は病院事業会計、繰出金の増、農業振興費で産地パワーアップ事業の増、スキー場

関係整備工事の増、現年発生災害復旧事業費の増、公共施設等整備基金費の増が大きなものとな

っております。歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億１,９５０万円を追加し、歳入歳出の予算の

総額をそれぞれ４０億３,１００万円とするものです。 

 それでは、１ページ第１表歳入歳出予算補正の歳入の主なものから説明します。 

 徴税は、町民税を３８６万７,０００円増額、固定資産税を３９３万５,０００円増額しており

ます。地方交付税は普通交付税を８,７９８万７,０００円追加いたします。国庫支出金は現年発

生公共土木施設災害復旧事業負担金の増額が主なものです。 

 県支出金は農林水産業費、県補助金の産地パワーアップ事業補助金の追加、農林水産施設災害

復旧費補助金の増が主なものです。 

 財産収入は林業広場売り払い収入、姉妹町名や記念交換林伐採収入が主なものです。 

 次に、２ページの歳出の主なものについて説明します。 

 議会費は、タブレット導入にかかわる使用料及び賃借料が主なものです。 

 総務費は、無線管理費の防災無線デジタル化設計委託料の減、財産管理費の特産センター前用

地調査委託料の追加、コンピューター管理費のシステム及び機器保守委託料の増、選挙費の町長

及び町議会議員補欠選挙費の減が主なものです。 

 民生費では、児童福祉費の国庫負担金補助金返還金が主なものです。 

 衛生費では、病院事業会計費への繰出金を増額しました。 

 農林水産業費は、農業振興費で産地パワーアップ事業、農業振興祭りにかかわる補助金を増額
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し、農地費で用水路、農道整備、営農飲雑用水施設にかかわる事業費を増額、林業振興費で林地

台帳整備事業の追加、造林費で岩ノ迫分収林間伐、作業道整備を追加しています。 

 商工費は、森林公園事業費にスキーセンターのＷｉ─Ｆｉ環境整備、パーキングセンター屋根

塗装工事、スキー場屋根管理道路整備工事にかかわる予算を計上しました。 

 土木費は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金を追加しました。 

 消防費は、地域消防防災活動支援事業で購入予定のピンを補助金が減額となったため減額し

ました。 

 教育費は、教職員住宅、学校管理費の修繕料を増額しています。 

 災害復旧費は、現年発生のために増額しました。 

 次に、４ページの第２表債務負担行為について説明します。 

 今回の債務負担行為の追加は、五ヶ瀬町史編纂の執筆にかかわる委託事業について期間を３

３年度までとして債務負担の額を定めるものです。 

 次に、５ページの第３表地方債補正について説明します。これは、各種事業費の変更により、

地方債借り入れ予定額を調整したものです。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 議案第４９号平成３０年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、提案

理由の御説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に、それぞれ２７１万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ９,５４０万７,０００円とするものです。 

 まず、１ページの歳入につきましては、決算処理で確定した過年度分の水道使用料、前年度繰

越金の増額、また浄水器交換に伴い一般会計繰入金を増額するものです。 

 次に２ページの歳出ですが、主なものとして、浄水器交換に伴う浄水器本体購入費用と交換手

数料を増額するものです。 

 以上で、説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 議案第５０号平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計補正予算第１号について、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額に、それぞれ５７４万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億５

６８万８,０００円とするものです。 

 予算書１ページの歳入について御説明いたします。 

 国民健康保険税は、現年度課税分及び滞納繰越分の調定額に合わせて減額をしております。 

 繰入金は、歳出における人件費の増額にあわせて一般会計からの繰入金を増額しております。 

 繰越金は、前年度決算により繰越金を増額したものです。 

 次に、２ページの歳出について御説明いたします。 

 総務費は、人件費及びシステム改修に伴う増額です。 

 諸支出金は、平成２９年度退職者医療交付金の額の確定に伴う返納金の増額です。 

 予備費につきましては、繰越金を調整し増額計上しております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

議案第５１号平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号）について、提
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案理由の御説明を申し上げます。 

 今回の補正は、収益的収入及び支出の組みかえ並びに資本的支出の増額を行うものです。 

 １ページ、予算第３条に定めました収益的収入及び支出の病院事業収益のうち、医業収益を２,

０００万円減額、医業外収益の町負担金を２,０００万円増額補正し、支出は、２ページ、病院

事業費用のうち医業費用の材料費を６万５,０００円減額、経費を６万５,０００円増額し、組み

かえ補正を行うものです。 

 ３ページ、予算第４条に定めました資本的支出は２０６万円増額し８,２０４万１,０００円

とするもので、内訳は、建設改良費を２０６万円増額するものです。 

 なお、収支の不足分については、損益勘定留保資金で補填するものです。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 議案第５２号平成３０年度五ヶ瀬町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、提案理由

の説明を申し上げます。 

 このたびの補正は、国等への償還金が主なものです。保険事業勘定の歳入歳出予算の総額にそ

れぞれ２,１９６万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億２,６８９万７,

０００円とするものです。 

 １ページの歳入から御説明いたします。 

 保険料は、調定額にあわせ調整しております。 

 繰越金につきましては、前年度繰越金を財源の調整として計上しております。 

 次に、２ページの歳出について御説明いたします。 

 諸支出金は、国・県支払い基金からの介護給付費、負担金の償還金が主なものです。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

 議案第５３号平成３０年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、提

案理由の御説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額にそれぞれ３０万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

５,８３７万４,０００円とするものです。 

 １ページの歳入から御説明いたします。 

 後期高齢者医療保険料は、今年度の調定額にあわせ減額をしております。 

 繰越金は、前年度決算により繰越金を増額したものです。 

 次に、２ページの歳出について御説明いたします。 

 後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料の調定額にあわせて減額しております。 

 予備費につきましては、繰越金を調整し増額計上しております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま提案理由の説明が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの６件については、本日は提案理由の説明までにとどめたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、本日は提案理由の説明までにとどめ

ることに決定しました。 
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────────────・────・──────────── 

日程第２３．議案第５４号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第２３、議案第５４号物品購入契約の締結についてを議題と

します。 

 本件について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第５４号物品購入契約の締結について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 今回、契約を締結しますのは、自家用有償旅客運送事業にかかわるコミュニティーバスの購入

についてであります。 

 平成１９年１０月から五ヶ瀬町が運行しておりますコミュニティーバスは現在５台で運行し

ておりますが、車両の更新基準値を超過している車両が４台ある状況です。この状況を解消する

ため、一般財団法人自治総合センターのコミュニティー助成事業を活用し、バリアフリー対応車

両で２３人乗りのバスを１台購入し、改善を図ってまいりたいと考えております。 

 購入においては価格が１,２１０万９,４７０円となりますので、地方自治法第９６条第１項

第７号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、あとは処分に関する条例により

議会にお諮りするものです。納期は契約の日から平成３１年１月３１日までとなります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑がありましたら、どうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですので、これにて質疑を終結します。 

 討論は省略し、これより起立によって採決します。 

 議案第５４号物品購入契約の締結については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立

を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第５５号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第２４、議案第５５号工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

 本件について、町長から提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（原田 俊平君）  議案第５５号工事請負契約の締結について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 平成３０年度社会資本総合整備総合交付金事業による立壁高畑線貫原橋上部仮設工事は、去

る８月２０日指名競争入札の結果、株式会社矢野興業代表取締役矢野智久氏が落札しましたの

で、工事請負契約の締結について提案するものであります。 

 なお、本工事は債務負担行為として予算で定めた案件であり、完成予定を平成３１年１０月と

しております。 
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 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑がありましたら、どうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですので、これにて質疑を終結します。 

 討論は省略し、これより起立によって採決します。議案第５５号工事請負契約の締結について

は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小笠まゆみ君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 次回は９月６日、午前１０時から開会しますので、定刻までに御参集ください。御苦労さまで

した。 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。 

午前11時20分散会 

────────────────────────────── 



２日目 
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平成３０年第３回五ヶ瀬町議会定例会会議録 

（総括質疑） 

平成３０年 ９月 ６日 

○ 会議に付した事件 

日程第 １． 

日程第 ２． 

日程第 ３． 

日程第 ４． 

日程第 ５． 

日程第 ６． 

日程第 ７． 

会議録署名議員の指名 

議案第４１号 

平成２９年度五ヶ瀬町一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４２号 

平成２９年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第４３号 

平成２９年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

議案第４４号 

平成２９年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計決算の認定について 

議案第４５号 

平成２９年度五ヶ瀬町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第４６号 

平成２９年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 
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○ 出席議員（６名） 

１ 番 甲斐 政國 議員    ２ 番 佐藤 成志 議員 

３ 番 綾  健一 議員    ４ 番 秋本 良一 議員 

７ 番 甲斐 松男 議員    ９ 番 小笠まゆみ 議員 

○ 欠席議員（２名） 

６ 番 白瀧 徹哉       ８ 番 甲斐 啓裕 議員 

○ 地方自治法第１２１条の規定により、事件説明のため出席を求められたものは、次のとおり

である。 

五ヶ瀬町長  原田 俊平 

教 育 長  猪野 貴一 

監 査 委 員  菊池 孝男 

○ 町長の委任を受けて説明のために出席したものは、次のとおりである。 

副 町 長  宮崎 信雄    農 林 課 長  齊家  晃 

総 務 課 長  戸髙 勝洋    建 設 課 長  田原 昭生 

企 画 課 長  小迫 幸弘    会 計 室 長  北島 隆二 

町 民 課 長  垣内 広好    教 育 次 長  甲斐津世志 

福 祉 課 長  武内 秀元    病院事務長  廣本 憲史 

○ 職務のため出席した議会事務局職員 

議会事務局長  奥村 和平
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午前10時00分開議 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。御着席ください。 

○議長（小笠まゆみ君）  本日の出席議員は７名です。 

 ６番、白瀧徹哉議員、８番、甲斐啓裕議員から、会議規則第２条第１項に基づき欠席届が提出

されました。 

 失礼しました。本日の出席議員は６名でございます。定足数に達しておりますので、ただちに

本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（小笠まゆみ君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、１番、甲斐政國議員を指名

します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第４１号

日程第３．議案第４２号

日程第４．議案第４３号

日程第５．議案第４４号

日程第６．議案第４５号

日程第７．議案第４６号

○議長（小笠まゆみ君）  お諮りします。日程第２、議案第４１号平成２９年度五ヶ瀬町一般会計

歳入歳出決算の認定についてから、日程第７、議案第４６号平成２９年度五ヶ瀬町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの６件は、これを一括議題としたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４１号から議案第４６号まで

の６件は、これを一括議題とします。 

 本６件につきましては、去る９月４日、提案理由の説明が終わっておりますので、これから質

疑に入ります。 

 質疑をされる場合は、議案名、ページなどを示して発言して下さい。 

 質疑がありましたらどうぞ。４番、秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。一般会計のページ数７９ページであります

が、備考の欄に、地域づくり支援事業の補助金についてお尋ねをいたします。この３６１万３,

６５８円と明記してありますが、これは地域づくり支援事業というのは、私どもの理解では行政

区１４区に３０万ずつの４２０万ではなかったかというふうに思いますが、この減額になった

部分についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。地域づくり支援事業費の実績についてですが、上限
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が３０万という、基本的には２５万なんですが、町の３つの方針に沿うものについては３０万を

上限とするということでありまして、全ての区が３０万を上限に事業をやっているわけではな

いので、その実績がこのような金額になっているということでございます。 

 例えば、具体的に申し上げますと、１区におきまして３５万の事業で３０万ということでござ

いまして上限の３０万、２区につきましては２８万１,１６８円、それから３区については３０

万、４区につきましては２９万９,６４５円、５区が２４万１,２６２円、あ、２３万４,６６６

円ですね、という具合に、例えば７区につきましても２２万８,３００円ということで、そのよ

うな実績積み上げの金額になってございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ４番、秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本でございます。 

 ただいまの課長のほうから御説明をいただきました。地域づくりと言いますのは、その地域、

地域のもちろんアイデアの出し方次第だろうというふうに思いますが、これに対しての今のこ

の５８万ほどの減額ということで、地域としては費用対効果はあったというふうなお考えでよ

ろしいでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  はい、そうだと考えてございます。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。ほかにありませんか。ありませんか。１番、甲斐政國

議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。 

 まず、一般会計の決算書７８ページになります。ふるさとづくり事業費ということでまちづく

り支援事業補助金ということで１４６万１,０２８円。この内容とそれからその実績についてお

伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。人づくり支援事業についての御質問です。１つは、

３月１８日にマンドリンのコンサートをしてございます。その分の支出が８１万８,５５２円と

なってございます。こちらのほう、１８９人の参加でございまして、若干参加費と言いますか収

入もございまして、そちらのほうが２４万１,１００円ということで、事業実施をいたしたとこ

ろでございます。 

 それから、五ヶ瀬エネルギー研究所が実施しました１１月２６日の講演会がございます。それ

から団体でございますが、エコルという団体がございますが、そちらのほうが実施しました先進

地視察、９月の７日から８日、１３人出席して岡山県の先進地を視察している事業でございます。

そちらのほうが４３万６,８００円ということでございます。それぞれ視察で講演会、コンサー

トということで実施しておりまして、それぞれの目的に沿って実施されておりますので、効果が

あったのかなと、今後、効果が出てくるものだと考えてございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  事業の趣旨に従って適正に処理がされておるということ、そして
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その成果についても十分に上がっているということでございますので、御理解させていただき

ました。 

 次に、８２ページになります、地域振興費で、報償費の中に報奨金として４５７万８,０００

円というものがございますけれども、当然、予算計上されていたのかなというふうには思います

けれども、支払われた内容とその成果についてお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  課長です。こちらの報奨金ですけれども、ふるさと応援寄附に係る

返礼品の支出でございます。ということでありまして、昨年３９１件の申し込みがございまして、

その方々に対する返礼品の補助金となっています。 

 以上でございます。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  返礼品と言いますと、ふるさと納税ということで、わかりまし

た。 

 次に、１２６ページの農業振興費ということになります。この中で負担金補助及び交付金とい

うのがございまして、環境保全型農業直接支払い交付金１２６万というのがございますけれど

も、交付金等でございますので当然、その実績に基づいて交付金の支払いがされているというふ

うに思いますけれども、そのあたりで問題はなかったか。その交付金を支払ったことでの成果に

ついてお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。甲斐政國議員の質問にお答えします。 

 質問の環境保全型農業直接支払い交付金は、この名前のとおり有機農業に関する取り組みに

対しまして助成するものであります。昨年は有機農業者が４戸の１.５ヘクタールが有機ＪＡＳ

のほうに取り組みが行われまして１２６万の実績となっております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  当然、実績書に基づいて支払われたということで御理解してよろ

しいでしょうかね。わかりました。 

 次に、もう１点、１３４ページ地籍調査費でございます。この委託料で、測量委託料５,６９

４万４,８００円というのが上がってございますけれども、当初、計画された事業量に対してそ

れが十分に達成されたのかどうかというのをお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。地籍調査事業につきましては、県の配分額によりま

して、その年の調査範囲が決まりまして、昨年の配分をいただいた鞍岡丁字地区を中心とした地

区の調査となっております。この調査につきましては国の配分そのものによってちょっと範囲

が決まりますので、そういうことで御了解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  国とか県の事業配分ということでございますので、若干遅れた部
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分というのはあるんですかね、済いません。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  全て工程そのものは、測量等の工程そのものは全て予算どおり実施

されております。ただ、実際の登記等の法務局持ち込みが登記が終わり、月提出方式となってお

りまして、登記が済み次第、次の工区のところを提出するような形になっておりまして、その辺

で若干その部分に関してはちょっと遅れている部分があるかと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  了解しました。 

 次に、１３８ページの林業振興費になります。負担金補助及び交付金で、森林林業再生基盤づ

くり交付金づくり補助金の６３３万３,０００円というのがございますけれども、この点につき

ましてもその実績書とか当然、上がっているというふうに思いますが、宮崎あたりでは架空の実

績書を上げてるというようなことがございます。そういったことがこの件にかかわらず、ほかの

補助事業もですけれども、とりあえずはこのことについてちょっとお伺いしたい、実績書のとお

りに支払われているかどうかというのをお伺いしたいというふうに思います。そして、また成果

についてもお伺いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。森林林業再生基盤づくり支援事業補助金につきまし

ては、これは高性能林業機械の導入ということで、２８年度までは２分の１の助成だったんです

けど、２９年度から３分の１の助成になった事業でございます。この１台に関しましては、現地

調査も含め、そういう実績に関しましては県とあわせまして検査をしておりますので、導入その

ものがないということはないと、ありませんので、これに関してはスイングヤーダ１台を導入さ

れております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  最後になります。１４８ページ森林公園事業費の中で、工事請負

費２,９１５万８,６５６円というのがございますけれども、恐らくそのムービングベルトであ

ったり初心者コースの開設かなというふうには思っているところなんですが、これにつきまし

てムービングベルトと初心者コースのことであれば、そのムービングベルト設置したことによ

る、いわゆるその実用性と言いますか評価というのがどうであったのかということと、初心者コ

ースの利用状況はどうであったのか、投資しただけの価値が、効果があったのかということにつ

いてお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。中身とすればムービングベルトとそれから初心者コ

ース等の整備ということでございます。特に初心者の方々の利用のほうで、コースでの利用がと

いうことでムービングベルトを入れたところでございますので、その分の得た効果というのは

あったというふうにしております。 

 ただ、運用上、ことしが１年目だった、ことしか、今シーズンが、前シーズンですかね、１年
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目だったということで、途中、寒さの対策とかいろいろなものがあったということをお聞きして

いるので、また運用面とか、さらにＰＲとか、いろいろなことが今後やられれば、さらに効果が

上がるのではないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。ほかにありませんか。３番、綾健一議員。 

○議員（３番 綾  健一君）  ３番、綾健一です。一般会計の７７ページになりますが、上のほ

うに固定資産台帳整備事業委託料というのがございます。これ、２４９万９,１２０円ですかね、

これはどこの企業に委託してあるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。綾健一議員の、固定資産台帳整備業務委託の委託業

者のお尋ねだと思いますが、宮崎市の中神不動産のほうに委託したものでございます。 

 以上です。 

○議員（３番 綾  健一君）  宮崎市の。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  中神不動産です。 

○議員（３番 綾  健一君）  中神不動産。ありがとうございます。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。ほかにありませんか。４番、秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本です。１６８ページの消防施設費になるかと思います

が、この委託料の４９６万８,０００円が地域防災計画の策定の委託料ということで上がってお

ります。この内容について御説明をお願いしたいと思います。１６３ページです、済いません。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。秋本議員の地域防災計画策定委託料でありますが、

まず業者については行政に委託したものであります。これまでも地域防災計画については町に

ございましたが、平成２９年度に内容等について全面一部改定したものでございます。細々しい

ところの内容については、きょう持ち合わせておりませんので、２９年度改定分の委託料という

ことでございます。 

○議長（小笠まゆみ君）  秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本です。防災のハザードマップの作成とはまた別という

ことですかね。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。ほかにありませんか。３番、綾健一議員。 

○議員（３番 綾  健一君）  綾健一です。一般会計の１０９ページ、これも委託料になるんで

すが、上から３番目ですかね、システム改修委託料１７１万１,８００円、これのことですが、

どんなシステムであったんですか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町民課長。 

○町民課長（垣内 広好君）  ただいまの綾健一議員からの御質問ですが、これについては国民年

金のシステム改修のほうで、データの引き渡しが今までフロッピーディスクとかのデータを、費

用計算のデータの引き渡しを年金事務所が来られてそういったものでやってたんですけども、

伝送できるシステムに改修する費用に充てるものです。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。ありませんか。１番、甲斐政國議員。 
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○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。済いません、一般会計の１８ページになり

ますけれども、町税のところになります。これの収入未済額のところでございますけれども、昨

年の２,０４３万８,３５１円からすると、今年度の決算では２,０１４万６,０００円というこ

とで２９万２,０００円ほど減ってはいるんですけれども、加えてあと住宅寮とか財産貸し付け

による住宅の収入というのにもこういうその収入未済額というのが発生しておるわけなんです

けれども、これは病院もなんですが、未収金の関係は。回収をする検討委員会をつくられて、当

然、回収に努められているというふうに思うんですけれども、減少しているものもあればそうで

ないものもあると、増加傾向にあるものもあるということで、例えばどのように対応されている

のかということと、それから当然、保証人というものをとっている部分があると思うんですけれ

ども、その辺についてどう対応されたかというのについてお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町民課長。 

○町民課長（垣内 広好君）  ただいまの甲斐政國議員からの御質問ですが、未収金対策について

は先ほどお話があったとおり収納率向上対策委員会等昨年開催しまして、情報共有を図って共

有できるものについては、ちょっと滞納者の状況を見ながら滞納対策をしてるところなんです

が、個別でいきますと町税については固定資産税が増加している状況であります。これについて

は５０万以上の高額の滞納者がなかなか解消できていないという現状があります。それについ

ては引き続き個別に対策を図ってるところですが、見通しとしては今年度は徴収が進んで減少

していくという見通しではあります。 

 町税については、以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  保証人関係のがありました。病院事務長。 

○病院事務長（廣本 憲史君）  病院事務長です。政國議員の質問にお答えいたします。 

 未収金対策につきましては先ほどの町民課長のほうの回答にありましたとおり、委員会の中

で情報共有して対策を行うということで進めておるんですが、実際の病院としての対応につき

ましては、昨年は未収の方の御本人に通知をして納入していただく形を取りまして、一括納入が

厳しい方につきましては分割のほうで対応するような形でお話をさせていただいているところ

であります。 

 保証人関係につきましては、今のところまだ保証人までの請求と言いますか、御連絡はしてな

い状況ですけれども、対策委員会の中で意見をいただきながら今後、対応はしていきたいと思っ

ているところなんですけれども、固定化並びに請求しても文書が届かない方もいらっしゃる状

況なので、そのあたりの整理を進めなければと考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  済いません、その収納等対策委員会のほうで対応していただける

ということでございますし、また多分、県のほうからも指導なり、何か県のほうからこう入って

っていうのも聞いたような気がするんですけど、その辺がどうなっているのかなという気がい

たします。 

 それと、町民課長おっしゃられたように、法人税がこれ、同じ金額がずっとふえてきているよ

うな状況ですから、ちょっと気になってたんですけど、この２３万というのがですね、常にこう
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同額できてるからそれはどうなのかなというふうにちょっと感じたところでもございます。そ

のあたりについて少しお話いただければというふうに。 

○議長（小笠まゆみ君）  町民課長。 

○町民課長（垣内 広好君）  法人税については、御指摘のとおり毎年ふえてる状況にあります。

法人税につきましては、申告納税が原則でありますが、それが入ってきてないという状況でも、

該当するところも固定化はしてるんですが、ここで見ると全然入ってきてないというところで

はなくて、ほかの税目には充ててて、法人税のほうには充当できてないというところもあって、

ここについてはちょっと国税とかいろいろ関係機関があるので、そことも協議しながら現在進

めているところではあります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。ほかにありませんか。３番、綾健一議員。 

○議員（３番 綾  健一君）  一般会計の１４１ページですが、上から２番目になるんですが、

２１番の貸付金のところで林業振興対策資金貸付金１,０００万円でございます。この成果のほ

どをお尋ねしたいと思ってますが、よろしくお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。綾健一議員の質問にお答えいたします。 

 これの貸付金につきましては、森林組合のほうに毎年１,０００万ずつ貸し付けをして、返済

をしていただきながら運営をしております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。ほかにありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これにて質疑を終結します。 

 お諮りします。ただいまの６件については総務農林常任委員会及び文教福祉常任委員会に付

託の上、審査したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、ただいまの６件につきましては各常

任委員会に付託の上、審査することに決定しました。各常任委員会の委員長は９月２０日の本会

議において審査の結果を報告願います。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小笠まゆみ君）  以上で本日の日程は全て終了ました。 

 本日はこれで散会します。 

 次回は９月１３日、午前１０時から開会しますので、定刻までに御参集ください。御苦労さま

でした。 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。 

午前10時30分散会 

────────────────────────────── 



３日目
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平成３０年第２回五ヶ瀬町議会定例会会議録 

（一般質問） 

平成３０年 ９月１３日 

○ 会議に付した事件 

日程第 １．  一般質問 

○ 出席議員（７名） 

１ 番 甲斐 政國 議員    ２ 番 佐藤 成志 議員 

３ 番 綾  健一 議員    ４ 番 秋本 良一 議員 

７ 番 甲斐 松男 議員    ８ 番 甲斐 啓裕 議員 

９ 番 小笠まゆみ 議員 

○ 欠席議員（１名） 

６ 番 白瀧 徹哉 議員 

○ 地方自治法第１２１条の規定により、事件説明のため出席を求められたものは、次のとおり

である。 

五ヶ瀬町長  原田 俊平 

教 育 長  猪野 貴一 

監 査 委 員  菊池 孝男 

○ 町長の委任を受けて説明のために出席したものは、次のとおりである。 

副 町 長  宮崎 信雄    農 林 課 長  齊家  晃 

総 務 課 長  戸髙 勝洋    建 設 課 長  田原 昭生 

企 画 課 長  小迫 幸弘    会 計 室 長  北島 隆二 

町 民 課 長  垣内 広好    教 育 次 長  甲斐津世志 

福 祉 課 長  武内 秀元    病院事務長  廣本 憲史 

○ 職務のため出席した議会事務局職員 

議会事務局長  奥村 和平
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午前９時57分開議 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。御着席ください。 

○議長（小笠まゆみ君）  本日の出席議員は、７名です。６番、白瀧徹哉議員から、会議規則第２

条第１項に基づき、欠席届が提出されました。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議

を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問

○議長（小笠まゆみ君）  日程第１、一般質問を行います。 

 質問の順序は、通告順に発言を許します。 

 それでは初めに、４番、秋本良一議員、御登壇願います。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一でございます。通告に従い、一般質問を行います。 

 町立小中学校児童・生徒給食の完全無償化についてお尋ねをいたします。 

 五ヶ瀬町は、教育の町として、Ｇ授業を初めキャリア教育も熱心に取り組まれ、また地域の行

事等にも積極的に参加し、特に伝統文化には一生懸命でございます。まさに、子供が地域の宝で

あるのと同時に、誇りでもあります。 

 給食を完全無償化することにより、子供世帯への経済支援や取り巻く環境改善へと広がり、さ

らには少子化対策、移住・定住の増も考えられると思いますが、お考えをお伺いをいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  教育長。 

○教育長（猪野 貴一君）  教育長です。秋本良一議員の質問にお答えいたします。 

 子供たちに安全・安心で栄養価のある良質な給食を実施することは、重要なことだと考えてお

ります。 

 また、本町においては適切に運営されておりますが、全国的に学校給食費の滞納が問題となっ

ており、今年中に国がガイドラインを作成し、今後ガイドラインに沿って、市町村が学校給食費

の公会計化をし、実務を行うという方向性が示されているところです。 

 そこで、学校給食の無償化につきまして、４年に一度行われ、平成２８年度に実施されました

全国調査の状況を申し上げますと、全国７４０市町村の公立学校のうち、小中学校とも無償化を

実施している市町村は７６市町村で４.４％、小学校のみ実施している市町村は４市町村で０.

２％、中学校のみ実施している市町村は２市町村で０.１％となっており、県内におきましては、

２６市町村のうち全額補助が１村のみで、小学校３校、中学校１校がその対象となっております。 

 本町におきましては、現在、学校給食費を保護者に納入していただいているところであります

が、経済的理由により就学困難な児童・生徒については、扶助費として全額、町が負担している

ところです。 

 また、先ほど全国的な課題として述べましたが、学校給食費の滞納もなく、適切な運用が図ら

れております。 

 給食費の完全無償化は、子育て世代への経済的支援となり、少子化対策、移住・定住の促進の

一助となるかと思われますが、完全無償化のためには年間約１,２００万円ほどの経費が必要と

なり、給食費無償化にかかわらず、新たな町単位での補助制度の導入は難しい状況にあると考え

ております。 
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 そこで、本年度より取り組んでおります五ヶ瀬町家庭教育五ヶ条の「早寝・早起き・朝大豆」

の取り組みとして、食育につながる事業の展開を進めてまいりたいと考えております。あわせて、

移動図書「ごかせマルシェ」、英語検定試験の導入、台湾交流事業や奨学金、保育所と連携した

Ｇ授業の展開を研究し、町外からも魅力ある五ヶ瀬町、教育の町・五ヶ瀬町を確立することで、

少子化対策、移住・定住の促進につなげていきたいと願っているところであります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ４番、秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一でございます。今、答弁をいただきましたが、確

かに、金額的なものにつきましてからなんですけども、２９年度であります、鞍岡小学校が３６

名、上組小学校３６名、坂本小学校３６名で三ヶ所小学校が５９名、小学校全体で１６７名にな

るかというふうに、これ聞き取り調査をしたわけでございますが、１６７名かなと思います。ま

た、中学校は７２名、平成２９年度でございますが、合計２３９名ということで、私なりに概算

を計算をしたところ１,１３０、大体５万前後かなというような計算でございます。 

 今、教育長のほうの答弁にもございましたが、この「無償化する」ということにつきましては、

やっぱり保護者の経済的負担の軽減、これがやっぱり一番というふうに思います。そして、子育

て支援、児童・生徒がいらっしゃる家庭の支援、それから食育の推進、そして少子化対策、定住・

転入の促進、そして地方創生へとつながると。子供や人口の増加を期待できる支援ではないかな

というふうに思います。 

 また、児童・生徒におかれましては、自治体、要するに地域への感謝の気持ちのさらなる涵養

が望まれると──ではないかというふうに思います。それから、教育長の答弁にもございました

けれども、栄養バランスのよい食事の摂取や残食を減らす意識の向上につながるというふうに

思います。 

 それから、保護者の方々におかれましては、かぶりますが、経済的負担の軽減等、それから安

心して子育てできる環境の享受が考えられます。 

 そしてまた、親子で食育について話し合う機会の増加、そして教育への関心の増加、いうのが

望まれるんじゃないかなというふうに思っております。 

 そしてまた、給食費の納入に係る手間の解消、職員・先生方におかれましては、給食費の徴収

の対応の負担の解消、手間が省ける分、その分また指導のほうに回られるんではないかと。そし

て、食育の指導に関する意識の向上として考えられるというふうに思います。 

 また、自治体では、子育て支援の充実、そして少子化対策、定住・転入の促進。先ほど教育長

のお話にもありましたが、２０１８年の７月２７日、日経の電子版にて、文科省の働き方改革の

一環として、給食費を学校で管理せず、自治体や教育委員会の公会計に組み入れることを求めて

いると。これは、できる限り、学校の業務負担がないようにしていくというふうに、発表がなさ

れております。 

 このことからいたしましても、仮にこれが実現ということになりますと、教育委員会のほうで

管理するようになるのかなというふうに私思うわけでございますが、今でもお忙しい中に、こう

したまた事務が発生するということになりますと、その観点からも、人件費関連との考察も必要

ではないかというふうに思うわけでございます。 
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 前回の一般質問のときに、子供議会ということで私が一般質問させていただきましたが、その

とき教育長おっしゃるのは、非常に先生方も大変忙しいんだということで、子供議会に対しては

非常に厳しいという回答をいただいたというふうに思っております。先生方も大変そんな忙し

い中で頑張っていらっしゃいますし、最初に言いましたように、やっぱりこのＧ授業を初め五ヶ

瀬の教育ということで頑張っていらっしゃるということは、非常に私もわかります。 

 そういった観点からいたしましても、この学校給食を完全無償化にすると、そういった手間等

も省けるというふうに私は思っております。 

 それから、町長のほうにお伺いしたいと思いますが、近隣の町村の事例でございます。 

 先ほど教育長のほうからも「１村」というふうにおっしゃいましたが、隣の諸塚村が平成２１

年に完全無償化をしております。２１年の諸塚村の人口は１,８８０人だったというふうに記録

があるそうでございます。その人口が現在１,６００人余りということであります。諸塚村は、

当初予算７８０万を計上して、小学校３校、そして中学校１校、幼稚園が１園と、３歳以上につ

きましては福祉関連のほうで対応をしているというようなお話でございました。 

 そしてまた、庁舎建設も同時に動き始めておるかと思いますが、日之影町でございますが、日

之影町は給食費の２分の１を町が補助しているということでございます。現在、山都町立蘇陽南

小学校につきましては、おおむね一月５,０００円ぐらいを保護者のほうから負担をしていると

いうことでございます。 

 こうした近隣町村も、子育てには、こうした補助事業として単独で使っておるところでござい

ますが、この件につきまして、町長のお考えをお尋ねしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。秋本良一議員のほうからの、学校給食無償化に関連する近隣

自治体の取り組みについての町長の考えということで、答弁をさせていただきます。 

 秋本良一議員からありましたとおり、隣の諸塚村、全額給食費補助して１０年目ということで

お聞きしています。また、日之影町については、２分の１の町からの補助ということ。また、そ

れぞれに定額補助が、国富とか木城、美郷、椎葉等がやられているということで、教育委員会の

ほうからの報告は受けているとこでございます。 

 先ほど教育長からありましたとおり、やはり原則、給食費は、その子供たちの親が、昼食代は

払うものだと、私自身は考えています。ただ、それが全額補助また一部補助、半額補助等が、移

住・定住含めてどれだけ効果があるのかというのは、その諸塚の村長とも、いろいろこの件につ

いては話しておりますが、やはり一定レベル、これが補助を始めると、先ほど教育長ありました

とおり永代続いてくるわけで、しっかりその効果を見きわめ、また保護者の意見も聞きつつ、や

はり基本的には、全国でこれだけまだ無償化が進んでいないという部分については、やはり給食

費については受益者負担が原則でしょうという、やっぱりそれぞれの国民の思いもあるのかな

と思っているとこでございます。当然、公費、公のお金をつぎ込むわけですから、そういったと

ころをしっかり検証しながら、踏み切るとすれば、そういうことになるのかなと思っています。 

 私からは以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。先ほどの文科省からの打ち出しの件につい
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てでありますけれども、そうした場合に、公会計のほうで勘定するようにということになった場

合には、これは教育委員会のほうで扱うことになるのかな。これはもう多分、何か情報からする

と３１年度実施かな、というふうに思っているところなんですけれども、そうした体制というこ

とにつきまして、どういうふうにお考えか、ちょっと関連ですけどもお尋ねしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  教育長。 

○教育長（猪野 貴一君）  ことしの１２月ぐらいに、ガイドラインというか示されるんではない

かというふうに思っておりますが、スタートするのが来年度と、もし知った場合、そこについて、

国としては公会計が望ましいというようなことで、一定の猶予期間を持ってくるんではないか

なというふうに考えております。 

 ただ、やはり先ほどから本当に教職員のことを御心配していただいているとおり、教員の働き

方改革というのは、うちは非常に進めている町だと思っているんですが、この給食の納入につき

ましては、私の記憶が正しければ、私が勤務しておりましたときの最後の年に、給食の会計の徴

収は全額、銀行からの引き落としにするという通知を出させていただいて、平成２８年度からは、

それが各学校で実施されているというふうに記憶しております。 

 ですので、今のところ本町としましては、督促をするとかそういうようなことはなく、それが

通常的に行われておりますので、公会計化については、学校の手間等についてはかなり、負担は

余りないであろうというふうに考えております。 

 ただ、問題は、教育委員会事務局サイドの手続がどのようになっていくのか、食材について業

者と直接支払いをしていくとか、または公会計化というのを一般会計化するのか、特別会計化す

るのか、このあたりは国のガイドラインを見据えながら検討してまいらないとなと思っている

ところです。 

 以上でございます。 

○議長（小笠まゆみ君）  ４番、秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一です。今の段階では、国のはっきりした方向性は

まだ決まっていない状態の中で答弁をいただきましたが、いずれにしましても、そういった国の

方針に従うような形で公会計のほうに動くようなことになろうかというふうに思いますが、ま

ずはやっぱり、今、先生方の授業等に力を入れていらっしゃるのには負担がかからないような、

先生方の働き改革としてですね、そういったところを十分に検討して進めていただきたいとい

うふうに思っております。 

 なぜこんなに言うのかといいますと、やはり今、全国でも上位に近い科目によっては点数を上

げてくれている中学生もおって頑張ってくれていますので、ぜひ五ヶ瀬の中学校、五ヶ瀬は教育

のまちだということで持ち出していくためには、やっぱりこうした教育費というのも、まあ全額

じゃなくても、幾らかでも、例えば小学校だけとか、中学校だけとか、そういったことにでも検

討をなされていくというお考えはないか、再度お尋ねしたいと思います。町長、よろしいでしょ

うか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。秋本良一議員からの、これからの取り組みについてのお話、

給食無償化もしくは一部補助についての将来のあり方についての御質問と捉えて答弁させてい
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ただきます。 

 庁舎内部でも、この件については、先日からいろいろ話をしていまして、来年度、消費税が上

がってくるというのもあって、当然、給食費も、その部分についてはアップせざるを得んだろう

ということも、教育委員会、考えてられます。 

 また、後ほど甲斐政國議員から質問がある予定のふるさと納税制度についても、教育の部門の

「寄附したい」ていう人が思いを持って寄附されている部分もありますので、教育の部分をどう

いう分に使うかというのは、先ほどの一般会計の１,３００万の話とは別に、そういった寄附さ

れる方の思いもあるわけですから、そこ辺をしっかり今後考えていきましょうということで、

「全くやりません」という話は考えておりませんが、今のところ、具体的な取り組みをスタート

させるというのは現段階ではないという考えです。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  秋本良一議員。 

○議員（４番 秋本 良一君）  ４番、秋本良一でございます。検討していくということでござい

ますが、なかなかこの「検討」ということが、いつまでなのか、どうなのかちゅうことが一つ疑

問にはありますが……。 

 先ほど教育長のほうで答弁いただいた中でありますけれども、全国都道府県の教育委員会を

通じ、市区町村の教育委員会１,７４０自治体に調査をされたということでございますが、ここ

で、無償化に至っている中で一番多いのが、やっぱり市長の公約意向ということになっているよ

うでございます。ぜひ、教育のまちとして上げて今いっているわけでございますが、ぜひいい結

果が出ますように、御検討いただきますようにお願いいたしまして、質問を終わらせていただき

ます。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、１番、甲斐政國議員、御登壇願います。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國でございます。通告に従いまして、一般質問を行

います。 

 ３点ございます。 

 まず１点目、ふるさと納税について。 

 質問の要旨。ふるさと納税については、自治体ごとに独特な取り組みがなされ、数十億円の税

収をおさめている自治体もある。税収は自主財源であり、さまざまな事業に利用できる。ふるさ

と納税を新たな財源と位置づけられているが、その取り組みについて伺いたい。 

 ２点目でございます。新庁舎建設に伴う附帯施設の考えについて。 

 新庁舎建設においては、建設検討委員会も設置され、本格的に始動したところであるが、他の

自治体を見ると、事務的機能だけでなく、さまざまな附帯施設を備えた自治体もある。本町の新

庁舎建設において、他の機能を有する施設をどのように考えているのか、伺いたい。 

 ３点目でございます。移住・定住の促進について。 

 人口調査機関の報告によれば、五ヶ瀬町の人口はこのままでいくと２０４５年には１,５７９

人となり、現在の４０％程度になると予測されている。農林業を主体とする我が町において、今

後どのような対策をとり、人口減少に歯止めをかけようと考えているのか、伺いたい。 
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 それでは、まず１点目、ふるさと納税についてお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からの１点目のふるさと納税についての質問に

お答えいたします。 

 ふるさと納税制度につきましては、平成２７年の第２回と第４回の一般質問において、白瀧徹

哉議員と亡き秋岡正章議員から質問をいただいておりました。その折に、この制度を活用して、

町の財源確保策として、また地域特産品等の販路拡大のツールとして地元企業・団体、個人の収

益アップにつなげて地域振興に寄与させたいと、答弁をしております。 

 現在もその考えは一緒でありまして、当時の平成２６年度の寄附額が１３件で１４７万円に

対しまして、昨年度の平成２９年度の寄附額が３９１件の１,５２７万円と、大きく伸びており

ます。 

 この背景としましては、インターネットサイト構築により納税者の利便性を向上させたこと

と、返礼品についてボリュームをふやし還元率を上げたことが影響しているものと考えており

ます。 

 今年度も、ほぼ昨年度並みの寄附件数、寄附額で推移しておりまして、その約半数弱はリピー

ターの方のようであります。 

 一方、ふるさと納税制度もスタートしてから早１０年目を迎え、全国では寄附件数１,２５８

万９,４０７件、寄附額２,８０６億８,４３０万円となり、前年度比で７３％も増加しているよ

うであります。 

 宮崎県内でもその取り組みが過熱しておりまして、昨年度では２６市町村で寄附件数１５５

万１,５９７件、寄附額２４８億２,１９１万円で、前年度比４３億１,６９８万円増加している

ようであります。 

 ちなみに、一番多い自治体が都農町で、寄附件数４３万１８件、寄附額にして７９億１,４８

２万円で、前年度比２９億６１２万円増加しているようです。一番少ない自治体は西米良村で、

寄附件数１３件、寄附額４７万円のようです。そのほか、近隣では、高千穂町が寄附件数１万１,

３３６件の寄附額１億８,０５８万円、日之影町が寄附件数１,３８５件の寄附額２,５８９万円

という状況で、五ヶ瀬町が２６市町村中２２番目という状況であります。 

 ただ、ふるさと納税制度の本来の目的である「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」とか

「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」とか、「寄附金の使い方を選択でき

る制度」とかいう目的が現在、非常に薄らぎ、新聞を最近にぎわしておりますが、返礼品の競争

が加熱し過ぎている状況です。 

 このようなことから、総務省においても、３０％を超す還元率を規制するために、来年の通常

国会において地方税法改正を行い、高額返礼規則に違反した自治体での税の優遇措置は受けら

れなくなるということも取り組むことで、今考えられておるようです。そうなれば、これまでの

返礼品の加熱競争も静まっていくのかなと考えております。 

 そのような中、本町として今後の取り組みとしましては、新規返礼品の新規開拓は当然として、

農泊体験などの体験型の返礼品とか、例えば美化掃除などの福祉サービス等のソフト事業の返

礼品の形の検討も、現在必要かなと考えております。 
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 また、私も今回、名刺に、ふるさとチョイスの五ヶ瀬ページのＱＲコードを、企画の担当がシ

ールを張ってくれましたが、議員さんを含めて、名刺へのそういったＱＲコードの印刷とか、フ

ァンクラブとか五ヶ瀬町人会での積極的なＰＲをともに行っていきたいと考えております。 

 いずれにしましても、現在、企画課だけの担当課ではなく、課を越えた横断的な取り組みとし

て、庁舎内全体で、特に若手職員を中心としたメンバーでの勉強会も既にスタートをいたしまし

た。近いうちに、いろんな興味のある提案がいただけるものと考えております。 

 今後、さまざまな取り組みを加速しながら、それぞれの分野での関係人口をふやし、五ヶ瀬町

を応援したくなるような仕組みづくりをさらに進めてまいります。 

 私からは以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  １番、甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。町長のほうからも話がございました。まあ

今さらではございますけれども、いわゆる「ふるさと納税とは」ということで、ふるさとや自分

が応援したい自治体に寄附を行った場合に、寄附額のうち２,０００円を超える部分について、

所得税と住民税から原則として全額が控除される。まあ上限はあるようですけれども、そういう

制度のことでございます。 

 これまで、ふるさと納税については２件ほど質問があったということでございますけれども、

６月議会、綾議員の一般質問の中で、ふるさと納税を新たな財源と位置づけられる、そういう考

えであったというふうに思っております。 

 先ほど「課を越えた」というような話もございましたけれども、じゃあ、庁舎内にその専門的

な部署というものを設置する考えはあるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からの再度の質問で、庁舎全体のプロジェクト

チームじゃなくて、ふるさと納税に特化した部署をつくる考えはないかということでございま

す。 

 これまでも、企画課のほうで担当を決めて、しっかり対応をさせていただいております。また、

返礼品についても、直接、職員が送るわけじゃなくて、お礼状等をこちらで準備して、それらの

参加事業者で返礼品を送っていただくという形になっております。そういったことで、特に現段

階の事業推進については新たな課をつくる状況ではないと考えております。 

 また、今回新たなプロジェクトとして、若手職員を中心にいろんな返礼金のあり方とか、また、

ふるさと納税の五ヶ瀬町の取り組みとか、いろんな意見が出てくると思っております。 

 そういうようなことも含めて、当面、全体で対応していくと。その中で特に企画のほうが取り

まとめを行っていくということで、新たな部署をつくるという考えは現在ございません。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。新たな部署をつくってまでやることは考え

ていないということでございます。確かに、納税率が以前に比べると少しはふえたということで

ございますけれども、新たな財源ということになると、かなり思い切った対策をとらなければ財

源にはつながっていかないんじゃないかという気はしております。 
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 次に、先ほどこれも話がございましたが、新聞等で物議を醸しております、その返礼率につい

てであります。今後、町長の考え方では、地元の特産品で３割以内の還元率で公平な自治体間の

競争になるというお考えのようでございます。 

 現在の我が町のものを１つ例にとってみますと、寄附額が１万円に対してワイン１本という

ことで、１,８００円程度になるんですかね。随分低いように思うのですが、見直しも検討する

ということでございますけれども、どのような内容になっていくのか、その「３０％の返礼率」

というのをどのように考えていらっしゃるのか。例えば、その荷づくり費とか送料とかも含むの

かどうか、それは別なのかどうか、そこ辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員の再度の質問にお答えをいたします。 

 先ほど申しましたとおり、今問題になっていますのが、返礼率。寄附額の３割、３０％を目安

に返礼品を設定してくださいというのが、総務省の考えでございます。 

 また、地場産品。特に、高鍋町も今ちょっと指摘受けていますが、全国のいろんな、スーパー

で売っているような品も返礼品として上げてある自治体もある。また、宮崎県で一番大きな都農

町については、この前、河野町長ともお話ししましたが、やはり一番大きなのはミヤチクの牛肉、

それからウナギ。特に特産品ではない部分についても収入源、ふるさと納税の返礼品の一番の人

気商品というとこでございます。その辺は、今後規制すると、総務省も言われていますので、相

対的に寄附者の意向も変わってくるんだろうなと思っております。 

 また、質問にありました３０％の位置づけというのが、先日の総括質疑でも、返礼品の購入額、

例えばワインとか特クホルとか、そういうものの返礼品の額については今、一般会計のほうから

計上させてもらっていますが、通常、そういったもの、また郵送料を含めて、ちょうど今、五ヶ

瀬の場合が３０％ぐらいでおさまっているという計算での資料を見せていただいています。そ

ういうことで、もろもろの部分を入れて、３割というのが基本かなと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  もろもろの経費を含めて３０％という考え、我が町ではですね。 

 ほかの自治体ではそうではないようなとこもあるような気がするんですけれども、荷づくり

はともかく送料については、やはり、例えば隣町に送るのと北海道に送るのでは当然、送料は違

ってくるわけですから、そうなってきますと、納税者の利点そのものがかなり減少してくるんで

はなかろうかと。 

 この３０％というところをしっかり、自治体ごとに把握する必要があるんだろうというふう

に思いますが、これは、その送料とかいうのは当然、自治体が負担すべきものであろうと私は思

うわけです。それは、例えば１万円入ってきたならば、３割で品物をつくって、あとの２割で荷

づくりと送料をということにしても、自治体には５割というのが残るわけですから、返礼率は

何％ですかといったら３０％になると、私はそういうふうに考えるんですが。 

 その総務省の考え方もあるでしょうけど、これは各自治体でその考え方の相違があるという

ことで都城の主張も総務省と我々の自治体との考え方の相違だということで、やっぱりそこ辺

は厳しく話をさせていただくということでございますので、やはり町として確立する部分は確
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立して、その反論すべき反論をしていって、やっぱりその「３割」というところをしっかりやっ

ていっていただきたいなというふうに思うところであります。 

 次に、その発送の業務についてでありますけれども、現在、各店舗で行っているというふうに

聞いております。以前は、観光協会がやっていたということでありますけれども、その荷づくり

とか送料、そのシステムというか……、数カ所でやると、どうしても、いわゆるその統一性とい

うものがなくなってくるでしょうし、場合によっては、送料が高くなってくるということも考え

られるわけです。１カ所でやれば当然、価格の交渉とかもできるわけなんですけれども、その辺

について、発送業務についてどういうふうにお考えでしょうか、お伺いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。企画課長、担当課長も今一生懸命、一緒に考えていますので、

また後で答弁をさせますが、先ほどありました都城市なんかが事業者に手数料という形で払っ

ている部分が、総務省は「いや、それは違う」という話での今、意見調整をされている部分であ

ります。 

 今後しっかり、やはり国もしっかりした基準をつくらないと、やっぱり実際「困るよ」という

ようなところが、我々町村会の意見としても、いろんな意見出ています。そういったところは、

今度整理されてくるだろうと思っております。 

 また、いろんな返礼品の送付については、やはり一番思いがあるのはその事業者だと思います

ので、一番いいのは、やはり、それに──「これが欲しい」というのをリクエストいただいた寄

附者に対しては事業者から送ったほうが一番いいのかなと、私は考えております。 

 また、現段階で今、企画課が考えている部分は課長から答弁させます。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  済いません、町長のほうが答えましたので、いいかなと思いました

けれども……、済いませんでした。 

 今、町長が説明したとおりの内容で現在取り扱ってございます。もともと、要するに、寄附と

いうものはその対価を求めずにというのが当初スタートしたものでございますので、それで徐々

に、６割じゃ、７割じゃ、それから３割がどうじゃというのは、うちは逆に言うと３割に上げて

きたところでございますので、その利率の話で云々では、本来の議論ではないのかなと。今、国

がしているのは、まさにそこのところの議論に返ってくるのかなという思いをしています。 

 例えば、本来であれば、そういう応援であれば、全国的に今から議論になるかと思いますが、

認定ＮＰＯへの寄附とかいろんなことが本来の応援というようなことだと思いますので、そう

いったことも含めて、今後勉強会なりを進めていきたいというのが、今現在考えているところで

ございます。 

 今までのやり方が、例えば我々のようなところでは、当然、返礼品のアイテムというものが少

ないので、それで、例えば東京の銀座の仕立ての券をサービスにしたり、それから「うちには海

はない」のに海のものを入れたりというのが過熱した状況でございまして、そこが否定されてお

りますので、うちは、そこを正直にやってきて、全体的に見ると、正直者がばかを見ているよう

なシステムという部分も片方ではあるのかなというのが、個人的には思うところでございます。 

 また、都市部では、当然その分の納税額が減っているということでございますので、その巻き
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返しを都市側が考えたならば、さらに加熱して、元も子もないというような、地方にとっては大

変危惧する状況も出てくるので、ここで、国のほうが基準等をきちっと示されると思いますので、

その基準を──先ほど政國議員も言われたとおり、地域がどう考えるかという発言は当然とし

て加えていきながら、つくられていくということを今現在望んでいるというところです。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。来年になれば、国がしっかりした基準を示

していただけるものというふうには思っておりますけれども、やはり他の自治体においても、正

直者がばかを見るような現状だというのは確かに出ておりました。ですから、やっぱり地元にあ

る特産品で勝負をするというのが、その本当の姿勢だろうというふうに思います。 

 ただ、「新たな財源」としっかり考えているのであれば、そういうのを位置づけてあるのであ

れば、そういう、その規定の中でしっかりした対応をとっていかなければ、そういう財源にはつ

ながっていかないんじゃないかと。先ほどの給食費でありますとか子育てとか、いろんなとこが

出てくると思うんですけれども、そこにつながっていくには、それは少し時間がかかるんじゃな

いかなというふうに思っております。 

 今後、庁舎内において課を越えたいろんな取り組みがされていくということですから、当然、

職員の中には独自のいい考えを持った方がいらっしゃると思います。これまで意見聴取をした

ことというのは、まああるのかもしれませんけれども、それがどうなのかということ。 

 それから、現在、先ほど言われました「ふるさとチョイス」ですかね、それだけの周知かなと

いうふうな気がしているわけなんですけれども、それだけでは、やっぱりかなり厳しいのかなと。

都農町あたりが楽天ですかね、そういったところ。楽天のを見てみますと、宮崎県も幾つか入っ

ておりました。日之影もたしか入っていました。そういったものがどうなるのかというのも気に

なるところです。 

 それから、リピーターが多いということですから、これは大変ありがたいことなんですけれど

も、納税者に対するいろんな周知で、入った税収でどんなことをやっているのか、例えば子育て

をやっているのか、教育のほうなのか、まあインフラ整備まではちょっと無理かもしれませんが、

そういったことをやっているのか。それを、写真なり実写したようなものを送って、なお頑張っ

てほしいということで納付額を上げていただくというような取り組みも必要なんじゃないかな

というふうに思います。 

 そしてまた、じゃあ、都農町みたいに職員が直接今度は出ていって、企業とかにですね、そん

なアプローチをするとかいう、そういった考えはお持ちなんでしょうか、そこを伺いたいと思い

ます。 

○議長（小笠まゆみ君）  企画課長。 

○企画課長（小迫 幸弘君）  企画課長です。再度の質問ですけども、はい、職員で今度、勉強会

をしながらということで、いろんな、我々企画課ですけれども、それではない、いろんな多様な

意見を持っていると思いますので、そこを引き出して、新たな取り組みにつながったらなという

ふうに思ってございます。 

 それから、当然、「我々だけでは……」という部分もございますので、企業の方とか、いろん
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なその専門家といいますか外部の方の意見聴取とか、そういうようなことは企画のほうで、あわ

せて続けていきたいなと思っています。 

 その点で、先日、ある企業の方に御指導いただいて、先ほど町長が申しましたＱＲコードの張

りつけとかということをヒントをいただきましたので、早速やろうかということで、まだ広め方

としては少ないんですけれども、広めていこうかなということでございます。 

 それから、今現在が「ふるさとチョイス」と、それからＡＮＡのほうを利用してございます。

いろんなところを利用して、広く──というのもあると思うんですが、実をいいますと、先ほど

言いました３割というのは、返礼品で３割ですけれども、今回の決算書の中にもあると思うんで

すが、それ以外の手数料です、ＡＮＡとか「ふるさとチョイス」とか、それだけで３００万とか

ということになっていますので、実際、１０割のうちの３割が返礼品で、残り１割以上が今度は

こういった手数料になってくるので、さらにどんどんそういうものをふやしていくと、結果的に

は５割超え、６割超えというのが現実になってくるということ。さらに、それを外部委託して返

礼品とかのこともやろうとすると、そこに手数料がかぶってきますので──ということで、そこ

もまた、その勉強会の中でも、どのあたりが、どう捉えるべきかということは議論したいなと思

っております。 

 ただ、今現在の、ＡＮＡとそれから「ふるさとチョイス」では少し足らないかなと思ってござ

いまして、先ほど言いました外部の企業とかを使いましての、例えば、一つ話が来ているんです

が、東京のコンネ館での、例えば宮崎県自治体の幾つかで組んでのＰＲ活動というのが、近く始

まるようです。そういうようなものを利用しながらやるということも一つかなということ、これ

も議論していきたいなと思っています。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  今後の国の施策等によって状況は変わってくるというふうに思

いますけれども、今後の町の取り組みにおいて、税収が増加して、町の新たな財源になればとい

うふうに思っております。さまざまな取り組みができるように、またそういった事業が加速する

ように期待をして、この件については終わらせていただきたいと思います。 

 次に、新庁舎建設に伴う附帯施設の考えについてお伺いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員の２点目の、新庁舎建設に伴う附帯施設の考え

についての質問に、私のほうからお答えいたします。 

 役場新庁舎につきましては、平成２９年度に老朽化と維持費、生活弱者対策不足、災害対応拠

点施設としての耐震性の問題など、現庁舎の抱えるさまざまな問題に対処するために、新庁舎建

設のための基本構想を策定し、本年度に入り、基本構想に対するパブリックコメントの実施、６

月に副町長、各課長、所属長による新庁舎建設プロジェクト会議の開催、同月に、基本計画から

実施設計までの業務を委託する事業者の公募を行いました。７月には、議員の御質問にもござい

ます五ヶ瀬町新庁舎建設検討委員会の第１回目の会議を開催し、基本構想の説明、庁舎建設に向

けた組織体制等について説明申し上げたところでございます。８月に入り、計画・設計の公募に

対し、応募のあった４事業者からのプレゼンとヒアリングを行い、結果、株式会社石本建築事務
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所九州オフィスと業務契約を締結いたしております。 

 このように、新庁舎の建設につきましては、平成３２年度末の竣工に向けて誠意進めていると

ころでございます。 

 新庁舎建設における事務的機能以外のほかの機能、附帯施設の考え方でございますが、まずパ

ブリックコメントでいただいた意見には、いわゆる公の事務的機能以外の施設、機能といったも

のへの御意見というものが、多くございました。例えば、道の駅、レストラン、ビジネスホテル、

幼稚園、保育園、老人ホーム、民間企業の事務所、作業場、町産品特売所、学生の勉強スペース、

バスターミナル、銀行ＡＴＭ、コンビニ、ドラッグストア、カフェ、図書館といったものでござ

います。 

 また、五ヶ瀬おはなしの会「つくしんぼ」から、つくしんぼ文庫と町民図書館を一体化した設

備の新庁舎の整備ということで、要望書も提出されております。 

 本年３月議会では、白瀧議員から、町民センターが担う多機能を有する一体化庁舎に対する考

えということで一般質問があり、先に役場庁舎の検討を行うことから、機能面で取り込める部分

につきましては検討したいと答弁させていただいているところであります。町民センターにお

いては、ホール、会議室、図書室といった機能を有する施設でありますが、例えばホールといっ

た機能については、広さ、高さ、音響といった、いわゆる大会議室という違う機能が必要になる

のかとも思われ、現在、新庁舎へ附帯させることは難しいのではないかと、現時点では考えてお

ります。 

 このように、いただいた意見は尊重させていただきながら、具体的には町民センターの機能面

というものを含めて、庁舎建設プロジェクト会議、また、それを受けた庁舎建設検討委員会の各

会議、委員会の中で検討をしながら基本設計、基本計画、実施設計と整備させていただきたいと

思っております。 

 私からは以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國でございます。これは近年、県内におきましても、

各市町村においても、やはり庁舎の老朽化でありますとか耐震性、それから国の施策等によりま

して、その庁舎の建設というのが進んでおります。完成をしたり施行中であったり、今後建設す

るといった動きが見られているところでございますけれども、ほとんどの市町村において、やは

りその事務的な機能だけではなく、それに対応するだけではなくて、住民に対しても快適に自由

な空間というのが入れられているような気がいたしております。 

 我が町におきましても、建設検討委員会が設置されまして、設計業者も決定したと、いよいよ

始動するわけでございますけれども、その前に、まず、これは県内のある町においてですけれど

も、住民の十分な理解が得られていないということで建設差し止めをする要求がされたという

ふうなお話を聞いておりますけれども、我が町においてはそういうことはないというふうに思

うんですけれども、その点についてちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からの庁舎建設に伴います住民の理解度の意見

ということで答弁をさせていただきます。 
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 特に今ありました門川町では、そういった意見書が出されているということで、安田町長大変

だなと、今度またその背景については２人でゆっくり話したいなと思っていますが、本町の場合、

パブリックコメント等で庁舎建設に反対しますという等の意見は一切出ておりません。ただ、そ

の財源等について極力華美なものは控えたほうがいいとか、そういった御意見は賜っている部

分もございます。そういったところで、しっかり今後、基本計画、基本設計で詰めていくことに

なります。 

 また、庁舎建設検討委員会については議員さんにも入っていただいていると思いますので、そ

の都度、また状況によって全協等で御説明を申し上げながら、議会からの意見も賜っていくとい

うことで考えております。 

 そういうことで、特に反対意見については現在のところ出ていないということで答弁させて

いただきます。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。住民からの反対の意見はないというふうに

理解をさせていただきます。 

 そしてまた新庁舎の附帯施設でありますけれども、現在のところ、今後、その検討委員会、プ

ロジェクトチームで検討していくということですけれども、このプロジェクトチームと検討委

員会っていうのは別物なのかどうかですね、その中に携わっている人たちが違うのかなという

気がしますけれども、そのことと、いわゆる町長の考える庁舎の構想をどのように考えていらっ

しゃるのか。 

 そして、もう１点なんですが、建設場所なんですけれども、これ今、駐車場ありきということ

で動いているような気がいたしているんですが、ほかに安全で安心な候補地というのは持ち合

わせていらっしゃらないのかどうか、それについてお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。１点目のプロジェクトチームと建設検討委員会については、

ちょっと具体的な組織の部分もありますので、総務課長のほうから後ほど答弁させます。 

 また、庁舎建設に関する基本的な考え方については、５つ基本的に整理させていただいており

ます。 

 まず、１つ目が、町民に開かれた誰もが使いやすい庁舎ということで考えております。２つ目

が、町民サービス、事務効率の向上を目指した機能的な庁舎というのを２つ目に掲げております。

そして３つ目が、町民の安心安全な暮らしを支える拠点としての庁舎が３番目に捉えておりま

す。それから４つ目が、きょうの議会もそうですけど、議会活動を推進する場というのを捉えて

おります。それから最後の５つ目が、簡素で効率的、経済的な庁舎で、華美な要素を極力抑制し、

長期的な維持管理が低減され、エネルギー対策、地球環境に配慮した庁舎を目指す、この５つを

挙げております。 

 また、質問にありました建設場所についてはまた基本計画で、今先ほど指摘ありました職員駐

車場等についても測量等がされるようでございますので、そういった部分の結果を見ながら専

門業者の御意見、またプロジェクトチーム、また建設検討委員会の中で、果たしてここでいいの

かと、また他の場所についても検討する場所があるのかというのは議論されることだと考えて
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おります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。プロジェクト会議と新庁舎建設検討委員会の役割の

ことなのでありますが、プロジェクト会議というのは、副町長を委員長として各課長職層がプロ

ジェクト会議のメンバーとなっております。プロジェクト会議というものがこの庁舎建設に当

たって中心的な役割を担う部署かというように考えております。 

 事務局としては総務課にございますが、各課所属のほうから建設するために意見等をまず総

務課のほうに吸い上げて、この意見というものをまたプロジェクト会議のほうに上げていきま

す。 

 そういうような協議をしてつくったものを、次に新庁舎建設検討委員会というものに上げて

いって意見をいただくということになっておりますが、建設検討委員会につきましては、構成と

しては町内各関係団体の委員さんたちがあっております。 

 検討委員会でいただいた御意見というものをまた事務局のほうに返していただきながら、ま

たプロジェクト会議のほうに上げていくというふうに回しながら、最終的には、最終的な案を決

定していくという形になるかと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。町長の５点、５つの構想ということでござ

いますけれども、それに沿って進められるということでありますが、結局、職員の意見とかいう

のも、今の総務課長の話でいきますと多少吸い上げていただいているのかなという気はいたし

ておりますが、やはり職員の中でも考えを持った方いらっしゃると思いますし、特にその建設場

所を今後調査をして、その結果を見てということでございます。それで判断するということでご

ざいますので、駐車場ありきではないというふうに判断はさせていただきたいというふうに思

っております。 

 それから、その附帯施設のことなんですが、その読み聞かせの会からの要望ということで、つ

くしんぼ文庫と図書館の設置を要望されているというふうなことでございますけれども、この

点についてどういうお考えでしょうか。お伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員の再度の質問にお答えさせていただきます。 

 読み聞かせ会のほうから先ほど答弁しましたとおり、町長宛て、それから町議会議長宛ての新

庁舎建設に伴う図書館と読み聞かせスペースの設置要望、要望書が出されました。具体的にその

代表者の方とも意見交換させていただきました。今、読み聞かせの会については、森林交流館の

１階フロアできれいに整備されて、いろんな事業が展開されております。ふれあいトークでいろ

んな意見交換も一昨年させていただきましたけど、非常にやはりあの活動は重要だなと考えて

おります。 

 また、スペース、設置場所についても、森林交流館についても別の用途も考えておりますので

今後違う場所での移設、本来ですと子育て支援センターあたりが一番、当初は適地かなって考え
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ていましたが、読み聞かせの会のいろんな考えがありまして、今後新庁舎に伴うそういったスペ

ースも当然議論になるのだろうと思っております。 

 ただ、やはり先ほど言いましたとおり、全ての機能を網羅するような庁舎建設は厳しいと考え

ますので、いろんな意見を聞きながら、２つの検討会の中で議論しながら、最終的に方向を決定

させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。読み聞かせの会、つくしんぼ文庫、これ週

に１回ですね、土曜日だけの開館というふうになっております。中も見せていただきましたけれ

ども、管理をされている方の、会長さんの話を聞きますと、やはりその保育所もそうなんですけ

れども小学生・中学生向けの図書も非常に多いということで、今の場所であったり、その土曜日

１回だけということになると利用してもらえる回数が非常に少ないんだということでありまし

た。 

 今度は現在の図書館なんですけれども、町民センターのほうに設置してございますが、あれが

土曜、日曜、祝日はいわゆる休館というふうに聞いております。一番使ってもらいたい児童生徒

には使いづらい状況になっているんじゃないかというふうに思います。せっかく図書館があっ

ても使えないと。我が町には塾もないわけであります。それでも子供たちは一生懸命頑張ってそ

の成果を出しているわけなんですけれども、それに応える対策も必要ではないかというふうに

思います。 

 庁舎内に設置することで、より役場を身近に感じてもらえるというふうに思うんですが、これ

からということでございますので、これから検討される中で、やはり図書館というのは中にやは

りキッズスペースとかも入れてもらって、子育て世代も楽しめるような図書館であってほしい

というふうに思います。 

 移設先について、支援センターというような話もありましたけれども、あそこではやっぱりそ

の子供なり、小学生、中学生では使いづらいというふうに思いますので、やはりこの新しい庁舎

ということを考えていただきたいと思います。 

 庁舎はいろいろございます。その財源について考えると、余分な施設は設置しないようにとか、

簡素というのもわかりますけれども、半世紀にわたり、５０年以上ですね、これは活用するもの

であります。あのときつくっておけばよかったというようなことでは意味がないと思うんです。

あのとき原田町長つくってもらったけど、何も機能しておらんじゃいかんから、やはりこの際、

必要なものについては全て備えるべきではないかというふうに思っております。職員の考えも

反映させていただいて、検討委員会の前向きな協議に期待をするものでございます。 

 最後になりました、３番、移住定住の促進についてお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員からの３点目の質問、移住定住の促進について

も私もほうからお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、本町の人口は想定以上に減少が進んでおり、８月１日現在で、現在人口

が３,６４４人となっております。この背景といたしましては、病気や老衰等により亡くなられ
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る方に対しまして、生まれてくる赤ちゃんのほうが４０人程度少ないこと、また、さまざまな理

由により、五ヶ瀬町に転入される方に対して、転出される方が６０人程度多いことで、年間に約

１００人程度減少しているのが実態です。 

 この動態が今後も続けば、１０年で１,０００人、２０年で２,０００人減少することになり、

議員御指摘の２０４５年の１,５７９人という推計値も理解できる予測でございます。 

 一方、本町でも地方創生事業の一環で、平成２７年１２月に五ヶ瀬町人口ビジョンを策定し、

現在進めています地方創生事業のもと、子育て支援の拡充等により合計特殊出生率を段階的に

上昇され、雇用創出等による新たな転入を確保することで、２０６０年将来人口を２,７００人

と目標を定めたところでございます。 

 しかし、このままの情勢では到底達成できる見込みではありませんので、今年度中に今回出さ

れた宮崎県の市町村将来推計人口について専門業者にお願いして、その背景、また課題、そうい

ったものを分析していこうと考えております。 

 そこで、人口減少に対する歯どめ策についてですが、まずは現在、五ヶ瀬町まち・ひと・しご

と創生本部で進めております地方創生事業に全力で取り組むことだと考えております。 

 これは、農林水産業を中心とする第１次産業を核に、製造業、観光業、宿泊業の基盤産業で少

しでも多くの外貨を稼ぎ、その稼いだお金を町内の商工業、福祉事業、病院等の非基盤整備事業

で循環させる仕事づくり仕組みです。 

 また、出産、育児支援や教育支援、さらには婚活支援などの子育て支援も並行して行い、空き

家対策、住宅、宅地整備、企業支援などの移住定住支援などの人づくりも重要だと考えます。 

 その中でも、私自身が特に重要であると考えているのが、定住促進のための宅地整備でありま

す。その可能性について、今回、私の思いで関係機関、また庁内のプロジェクトチームをスター

トさせ、方向性をしっかり見極めたいと私自身考えております。 

 とは言え、基本となるのは五ヶ瀬町に住みたいと思わせるようなまちづくりだと考えますの

で、九州中央自動車道の整備促進が見えてきた今、先日の知事のフォーラムでも河野知事も話さ

れておりましたが、九州の中央に位置する地理的条件や宮崎県の西の玄関口という優位性、さら

には宮崎県ナンバーワンの観光地である高千穂町の隣という立地条件も生かし、町民で皆知恵

を出し合いながらまちづくりを進めていくのが最も重要であると考えております。 

 また、ＵＩＪターンのきっかけとなるであろう五ヶ瀬ファンクラブやふるさと五ヶ瀬町人会

など都市部の方々との関係人口、交流人口の確保対策にも積極的に取り組んでいきたいと思っ

ております。 

 私から以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。いろんな形で移住定住ということで案内を

しても、それを現在どのようにして、こう具体的にやっているのかというところなんですけれど

も、それから来ていただく人にその支援策がはっきりわからないと、町長もおっしゃった、なか

なか来てもらえないんではなかろうかということがあります。 

 ターゲットとするのはその若い人なのか、それから子育ての世代なのか、または定年退職をし

た世代なのかというところもはっきりしないと、どういう発信をしていいのかというのがわか
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らないんではないかというふうに思っております。具体的な考えというのはお持ちであるかど

うかというのをちょっとお伺いしたいと思うんですが。 

 それと五ヶ瀬町というのは教育の町であります。これはもうはっきり言えることだろうと思

います。そして子供たちの学力はもう全国でもトップクラス、もうこれは間違いない。スポーツ

の面でも大きな成果を出しているのももう間違いない事実でございます。この子供たちの医療

費というものを見直す考えはないのかということであります。 

 現在は小学校までがレセプト当たり３５０円とか、あとその中学生で１,０００円とかってい

うのがございますけれども、これを無償化をするというような考えがないのか。それでその現在

の制度を高校生まで延ばすというようなことはないのか。これはこういったことをやっていま

すよということを外に示して定住を促すというか、そういう意味でのことでございますので、ち

ょっとお聞き願いたいと思います。 

 そして、西臼杵郡というのは産婦人科というのがないわけでございます。当然その出産に不安

があるのはもう間違いのないことであります。延岡とか熊本には産婦人科があるわけですけれ

ども、そこの産婦人科医と連携をとって、いわゆる、これは具体的な話になりますけど、出産予

定日の２日ぐらい前には入院させてもらって、そこで安心して出産ができるという、そういう対

策がとれないのか。当然、入院費用というのが発生しますので補助をするという形ですね、町が

補助をするといった考え。 

 出産祝い金の見直しというようなものを含めて、いわゆるその子育てに対して、こういうこと

をやっていますよというのを具体化する、そういう考えがないのかどうか。ちょっとわかりにく

いかもしれませんけれども、そこについてちょっとお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐政國議員の再度の質問、たくさん質問がありましたの

で、まず、子供の医療費助成の部分については、議員からありましたとおり、３５０円と１,０

００円の部分での支援やっている部分で、特にそのほかの要望はございませんし、高校生まで助

成すべきかというのは、その町内の高校生が高千穂高校に通う、延岡高校の寮に入って通うとか

いろいろありますので、検討を要する措置があると思いますが、今のところまだ具体的にこうし

たいという思いは持っておりません。 

 また、何でしたっけ、再質問、（「産婦人科」と呼ぶ者あり）産婦人科については今いろんな産

婦人科というか、不妊の助成事業とか旅費を支給したり、ある程度のこちらで考えられる部分に

はやっております。 

 また、産婦人科がないということで、今、延岡の産婦人科の病院や高千穂に今出していただい

て、そこで体制づくりしていますが、やはりそれぞれの個人の思いがあって、松橋に行かれたり

延岡のほかの産科の病院に行かれたりということで、非常に五ヶ瀬は少ないんじゃないかとい

うのを考えています。 

 そういったことで、松橋にアパートを借りるとか産婦人科に早目の予約をするとか、そういう

のもほかの自治体では検討されているというのはお聞きしていますが、現段階では具体的に手

法を含めてまだ考えておりません。 

 以上です。 
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○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  済みません、大変わかりにくかったかというふうに思うんですけ

ど、やっぱり五ヶ瀬が定住促進のためにこれだけのことをやっていますよというのを、やはり全

面的に打ち出す必要があるんじゃないかということでそういう話をさせていただいたんですが、

やっぱり出産とかになると男はわかりませんから、これは我々の感覚ではないですから女性と

いうのは、やはり出産というものに安心、五ヶ瀬に来ても、言うように産婦人科がないから五ヶ

瀬には来んよということになると思うんです、若い世代がですね。だけど、そういう制度があり

ますよということになれば、安心できるところがあるんじゃないかというふうに思います。 

 五ヶ瀬に来たいという人、非常に多いというふうに思うんですけど、住環境につきましては、

先ほど、その住宅、宅地整備をこれはそのプロジェクトチームでしっかり対応するということで

ございましたので、これは大変ありがたいというふうに思っております。 

 住宅の改造とか改修に、やはり今でも多少支援があると思うんですが、もう少しやっぱりまと

まった金を出してやらないと、なかなかもう昔の家ですから、いわゆる空き家というのは、そう

いうところに簡単に住めるような状況ではないというふうに思いますんで、やはり場所を見て

そういう住宅の支援策というのはしっかりとっていただきたい。 

 そして、遊休農地というのがあるわけですから、それを提供して、この土地で野菜でも田んぼ

でもつくっていいですよというような感じにすると。あとは町有林の有効利用ということで、町

有林の一部をそれぞれ、この区画はどうぞあなた使ってくださいと、もし切ってもいいですよと、

切ったら植えてちゃんと整備してくださいと、そういったこともあるといいんじゃないかなと。 

 そしてなりわいとしての第一次産業を核に一生懸命やるということでございますけれども、

この農林業をどういうふうに具体的に支援されていくのかということも気になるところであり

ます。 

 先ほど申しましたように、五ヶ瀬町は九州のほぼ中心にあるわけでございまして、独自の教育

ビジョンを策定して、教育の町として学力は全国でもトップクラスであると。こういったことで、

子育て支援についても、医療費の助成を含めて、こういったこともやっている、先ほどの給食の

ことも含めてここまでやっている。安心安全に出産できる体制もとっている、いわゆる二、三日

前に入院してもらって安心して出産する、その費用の一部を町が負担するといったようなこと

もやっているよと。それで出産祝い金制度、もう少し見直してほしいんですけれども、それもや

っていますよと。住宅改造支援もやっています、企業支援も行います、農林業でまちづくり支援

します。やはり、その見直すべきところをしっかり見直していただいて、これら一連のものを明

確にして打ち出して、定住とか移住促進につなげていかなければ、単発で何ぼやっても、なかな

か来てはいらっしゃらないんじゃないかというふうに思います。何かあればお伺いして、私の質

問を終わらせていただきます。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。正國議員のいろんな提案も今いただきました。総合的な施策

が複合的に絡まないと移住定住できないと。また五ヶ瀬町のＰＲをしっかりやらないと、よその

人はわらかないというのは当然だと思っております。 

 また、基幹産業が育成が必要ということで、これはもう前から考えながらやっているところで
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すが、まだまだ不足した部分がございます。また、町外からの通勤者の町内在住への誘導策も要

るのかなというのも思いますし、今後インフラ、先ほど申しました中央自動車道等がやはり整備

されてこないとやっぱり冬場の凍結とか、なかなか解決しない部分もあるということで、これも

進める必要があると思います。 

 それから、やはり子供のころからの気持ちというか、シビックプライドということで、将来や

はり五ヶ瀬に帰らんといかんとよというのを子供たちが植えつけていかないと、やはり、それは

町場に行っていろんなことをやるほうが子供たち、特に青年時代は楽しいわけでありますので、

そういった部分を小さいころから植えつけていくという環境も大事なんだろうと思っておりま

す。誘致企業も含めて、それから空き家も含めて、今後、議会の皆さんとも知恵を出し合いなが

ら、やれることからやれたらいいと思っております。 

 以上です。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（小笠まゆみ君）  ここで暫時休憩といたします。議場の時計の２０分、５分間ぐらいしか

ありませんが、そろい次第に再開をしたいと思います。暫時休憩といたします。 

午前11時15分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時22分再開 

○議長（小笠まゆみ君）  それでは休憩を閉じ、再開いたします。 

 次に、７番、甲斐松男議員、御登壇願います。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  ７番、甲斐松男です。通告に従いまして、一般質問を行います。 

 質問事項、原田町政２期目、産業振興の取り組みについて。 

 質問の要旨、基幹産業の農林業は２０１５年に認定された世界農業遺産をうまく生かし１期

目以上の施策を期待している。２期目の公約の中に、農業、林業、商工業を大きく伸ばしたいと

の目標を掲げ、１次産業のプロジェクトの立ち上げを次なる思いとして表明されている。プロジ

ェクトの目的、課題、そして町の１次産業を含めた産業振興の方向性を伺いたい。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐松男議員からの原田町政２期目、産業振興の取り組みの

御質問にお答えいたします。 

 前回、６月定例議会の一般質問において、秋本良一議員からの質問、町政の政策についてとい

う中で、農業生産強化のための１次産業プロジェクトの構成員と方向性、並びに商工業者の育成

についてはお答えした経緯がございますが、再度、重複する部分もあるかと思いますが、答弁を

させていただきます。 

 前回もお話させていただきましたが、私自身、２期目の町長就任に当たりまして、貴重な１期

４年間で感じたことを２期目に必ず生かしていこうという思いで、１０項目の次なる思いを整

理させていただきました。このことは、議員からありました１期目以上の施策を展開していかな

ければならないという自分なりの覚悟からでございます。 

 その中でも、議員から御指摘のありました農業、林業、商工業の振興につきましては、先ほど

の甲斐政國議員からの質問の中にもありましたが、地方創生事業を進めるための基盤産業であ
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り、地域外からお金を稼ぐ、仕事づくりの核となるものであります。そのような重要な産業であ

りますが、農林業、商工業を取り巻く環境は、以前からの農業生産額や農家戸数の推移を見ても、

非常に危惧すべき状況となっていますし、担い手対策や耕作放棄地対策、さらには有害鳥獣対策

など、待ったなしの状況が続いております。 

 そういう状況ではございますが、何と言ってもその産業の主役である農林業者、商工業者が本

気になって知恵を出していかなければ、絶対に解決はしない問題と考えていますので、この主役

の方々にプロジェクトチームを組織していただき、課題解決の糸口を見出していきたいと思っ

ております。メンバーにつきましては、認定農業者、農業法人、新規就農者、女性農業者、加工

品グループ、隣県グループ、畜産青年グループ、商工会青年部、観光協会、野菜生産組合、畜産

振興会、シイタケ振興会などの代表者で、若手を中心に現在、農林課において調整をしている段

階でございます。 

 一方、プロジェクトチームの立ち上げと同時に、ＪＡを初めとした関係機関との連携が必須条

件でありますことから、現在ＪＡが行っている農家の意向調査のデータ等の提供をいただきな

がら、さらに農林課でも詳細な意向調査を実施する中で農家の実態把握を行い、プロジェクトチ

ームにおいて供給をしていく考えでございます。 

 ただ、既に町長就任から３カ月が経過し、１期４年間の１６分の１が経過したことになります

ので、今後、スピード感を持って担当課とともに話し合いながら進めてまいりたいと考えており

ます。甲斐松男議員も農林業振興のエキスパートの方でございますので、さまざまな意見や御提

案がありましたら、ぜひとも私どものほうにお話をしていただき、新たな方向性が見えればと思

っております。 

 私からは以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐松男議員。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  ７番、甲斐松男です。プロジェクトの目的、課題、町の産業振興

の方向性ということで今回答をいただきましたけれども、産業振興、担い手の確保、育成という

問題は、少子高齢化に伴って全国的な問題ではなかろうかと思っているんですけれども、我が町

のその課題の中で、人数が少なくなる、足りないのだから、従来と同じ枠組みや仕組みを継続し

ていては、暮らしや農業生産にかかわるさまざまなことに行き詰まりが生じないかという心配

も持っております。 

 これまでも、検討、見直し、そして新しい枠組みあたりがなされてきましたけれども、６月の

一般質問での秋本良一議員からの同様の質問がなされておりますけれども、その中で、厳しい状

況ではあるが、一定の方向性を見きわめたいという町長の発言がありまして、その後の具体的な

町としての取り組み、方向性の考えを伺いたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐松男議員の再度の質問でございますが、先ほど申しまし

たプロジェクトチームについては、一刻も早く使って動きたいということで担当課には指示を

しておりますが、現段階、まだ具体的なそのプロジェクトの立ち上げはできておりません。さら

に加速して、ここすぐ１カ月のうちにはＪＡとの話し合いもするということで調整してもらっ

ていますし、農業振興祭りも実施するということで、早くやるということで、スピード感を持っ
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てやろうということで今協議させていただいています。一刻も早いプロジェクトの立ち上げと、

そういった取り組みを今後加速させていただきます。御了解をお願いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐松男議員。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  このＪＡと連携しながら、農家の意向調査を実施し、プロジェク

トチームでその内容を検討するという回答をいただいておりますけれども、先日ＪＡの組合長、

そして管理職の方と話す機会がありまして、行政と意見交換の場が必要であり、補助金などを含

めて農家の支援策、経営指導の必要性を感じているという意見を聞いております。 

 過去の五ヶ瀬型の農業形態、いわゆるお茶あたりを専門的に経営されている農家とか、それに

畜産、林業、そして夏秋野菜等を含めて複合経営で経営されている農家あたりがあって、その複

合経営の形態が一番、五ヶ瀬に合っているんじゃないかっていう部分を感じているところなん

ですけれども、ここの指導の強化の必要性を強く感じているところで、ＪＡそして行政側のいろ

んな形で協議の場を持っていただいて、この経営指導というか経営指導の強化に努めていただ

きたいという部分を特に持っております。 

 経営指導という、強化を特に取り組んでいただいてほしいっていうのは、過去にＪＡで畜産の

部門で６,５００頭増頭運動の取り組みがありましたけれども、そのときに無理をして、６,５０

０頭以上の増頭をさせました。そのときにやっぱり安易な取り組みをした畜産農家あたりが、そ

の後の子牛の価格安とか経営内容的な指導が足りなかった部分があって廃業に追い込まれたり、

不良債権の処理で後々大変な思いをされたという事例がありますので、こういうところを特に

行政とＪＡが手を組んで指導していかなければ、今後もそういういろんな経営内容に踏み込ん

だ指導までお願いしなければ、やっぱりそういう事例がまた発生するんじゃないかっていう心

配を持っております。そういう点、どんなお考えかお聞きしたいと思いますけれども。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。甲斐松男議員からの再度の質問にお答えします。 

 複合経営が五ヶ瀬に合った形態のうちの、今後このＪＡの経営指導の強化の必要性というこ

との考えということで捉えて答弁させていただきます。 

 また、後ほどＪＡとの今後の先ほど申しました部分の具体的な取り組みの状況は農林課長か

ら説明をさせますが、６,５００頭増頭運動についても、私も当時農林課長をやっていたりしま

したので、ＪＡとしっかり畜産部と話し合いながらやった経緯が今でも覚えております。何ら失

敗ではなかったんじゃないかなとは思っていますが、やはりその子牛の価格、口蹄疫の発生含め

て、非常にやっぱりその後厳しい状況が出てきたということで、やはり西臼杵、ＪＡ高千穂地区

は畜産が主力産業でございますので、そういうところもＪＡは力を入れられています。 

 ただ、ほかの野菜とか果樹含めて今大分動きが出てきておりますので、今後、やはり先ほど申

された複合経営でどういうのを我々伸ばさにゃいかんよというのを、ともにＪＡと意見交換し

ながら方向性を見きわめるというような会議をやはり毎年やっていくというのを、私も入らせ

ていただいてやっていこうということで考えているところでございます。そういった形で今後

進めさせていただきたいと思っています。 

 取り組みついては農林課長のほうから説明をさせます。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 
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○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。甲斐松男議員の質問にお答えいたします。 

 議員もおっしゃられておりますとおり、本町は複合経営が基本経営体でございます。その複合

経営を、いかに組み合わせも含めていい経営内容にしていくかが議員のおっしゃられている目

的だろうとは思うんですが、本町におきましても、やはり先ほどからもありますとおり、人口の

減少もあって、なかなかやはり担い手が対策がまだとれていない状況もありまして、その中で、

議員が危惧されている経営の質といいますか、そういう部分におきましては、なかなか農林課の

中では、そこまでちょっと踏み込んだ指導等はこれまでできていない状況であります。ただ、経

営といきますと個人情報等もございまして、ＪＡさんのほうから情報提供等もいただかないと、

そこの経営内容まで踏み込むということはなかなか、現在のところ、厳しいのかと考えておりま

す。 

 ただ、普及センター並びに市長、行政機関も含め、ＪＡさんと協力しながら、その問題解決に

向けて今後とも努力していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐松男議員。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  個々の農家のことは個人情報があるからなかなか見込めないと

いう話でしたので、その部分は行政の中でできる範囲での指導をお願いしたいと思います。 

 それと、一般質問に入る前に五ヶ瀬の農産物の生産状況とか、生産農家の人口の動態とか、ち

ょっと調べたのがありますので報告をしておきますけれども、平成２０年度に農産物の生産状

況の販売高が１０億円近くあったのが、平成２９年度には８億４,０００万円まで落ち込んでい

る。生産農家の延べ人数が、平成２０年度で１,２６０人程度あったのが８８２人まで落ち込ん

でいるというデータをいただいております。 

 米まで含めた平成２７年度の実績当たりでも、売り上げが、ＪＡですけれども１４億９,００

０万円、平成２９年度が１９億７,０００万円程度販売高が上がっております。野菜全体では、

キュウリ、トマト、ミニトマト、ナス、インゲン、ピーマン、ホウレンソウ、白ネギ、サトイモ

など、夏秋野菜を中心に、これは２６年度が１億８,７００万円、２８年度が１億９,２００万円

というデータをいただいております。２９年度もありますけれども、２９年度が１億７,２００

万円です。 

 特に、前から松形県知事が宮崎県は立体農業だと言われた部分がありましたけれども、やっぱ

り五ヶ瀬あたりも、特に夏秋野菜あたりは重点作物ではないかと考えておりますので、ぜひいい

作物区がありましたら、また行政のほうからも指導していただきたいと思います。 

 それと、もう１点、もう亡くなられましたけども、諸塚村の甲斐重勝村長が、当然、村は過疎

化になっていくのはわかっているけれども、本当にやる気のある農家とか、林家とか、そういう

人たちを副円手村で頑張っていってくれる人がおればそれでいいっていうような考えを聞いた

ことがありますけれども、最後に町長の考えを伺いたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  甲斐松男議員からの再度の質問にお答えします。 

 先ほどからありますとおり、人口減少は非常に大きな課題って思っています。先日、日向で講

演会もありましたが、やはり人口減少は怖くないというような位置づけを我々も持って、特に役
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場の職員は、そういう意識をしっかり持って手を打っていくというのが大事だと思っています。 

 そういった、特に基幹産業である農林業については、先ほどいいましたとおり、やはりそこに

携わる若手の人たちがしっかり次なることを考えていかないと、我々も支援する手法が見つか

らないというのがありますので、そのためのプロジェクトを第一次産業プロジェクトという位

置づけでやりたいという思いで私は言っているわけで、一刻も早くそれを立ち上げてみんなで

議論しようと。 

 先日の知事とのフォーラムでも、やはり農林業、次なる思いを町民の皆さんに出していただき

ました。ああいうのを聞くと、やっぱりやらないかんねって思いますし、やっぱり一生懸命考え

ておるっちゃっていうのがわかりますので、ぜひ、そういう思いを持って、人口減少については

克服できるというような強い意志を持って、我々、施策を打っていくということで考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐松男議員。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  私たち町民も、２期目の産業振興の取り組みに応援に行きたいと

思っておるところですので、ぜひ実行していただきたいと思います。 

 これで一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、２番、佐藤成志議員、御登壇願います。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  ２番、佐藤成志です。通告に従い、２点の質問を行います。 

 まず１点目であります。質問事項であります。五ヶ瀬町の防災についての取り組みであります。 

 本年７月に発生した西日本豪雨災害は多くの人命を奪い、家屋を含め、その多くに甚大な被害

を与えたことは記憶に新しいところであります。その後、大阪の台風被害、一週間前には北海道

の大地震が発生するなど、日本各地に自然災害が襲っております。このような前例のない自然災

害が発生することを前提に、防災に力を入れなければならないと思いますが、町としてどのよう

に取り組んでいるのか伺います。 

 ２点目であります。町長の政治姿勢についてであります。 

 課題山積の町政でありますが、問題解決に向けての町長の決断があまり見えていないと感じ

られます。旧鞍岡中学校跡地活用、道の駅、観光への取り組みなど、町長の考え、指針が決まれ

ば、直ちに実行に移せると感じる事案が多くあると考えます。決断力、実行力のある政治を望み

ますが、町長の考えを伺います。 

 それでは、１点目からお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  佐藤成志議員からの１点目の五ヶ瀬町の防災についての取り組みにつ

きましては、具体的な取り組みの話ですので、担当であります総務課長から答弁させます。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  防災に対する本町の取り組みでございますが、毎年６月の第１週の

日曜日に土砂災害情報伝達訓練を行っております。これは全国統一の実施事業でありまして、国、

県、町、訓練の実施地区、そして、地元消防団間の情報伝達訓練と避難訓練を行うものでありま
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す。 

 毎年１つの行政区ごとに実施しておりまして、本年度までに１区、９区、１２区、１３区、を

除きます各行政区で実施されております。 

 今年度は１１区を対象に６月３日に行われ、先ほど申しました情報伝達訓練、避難訓練と合わ

せまして、西臼杵支庁によります土砂災害に関する講話、西臼杵広域消防本部によります心肺蘇

生法でありますとか、ＡＥＤを使った救命救急講座を行っております。 

 また、毎年、町内の危険箇所調査を行いまして、宮崎県、警察、町、消防団で現場の確認を行

い、災害の危険性が少しでも減らせるように関係機関等へ対応をお願いしているところでござ

います。 

 昨年度ですが、町内の土砂災害警戒区域及び特別警戒区域が表示されました防災ハザードマ

ップが作成されまして、町内全戸へ配付されております。このハザードマップには、気象情報の

収集方法でありますとか、自分の命は自分で守る自助、自分たちの地域は自分たちで守る共助、

そして、行政等がかかわる公助に対する日ごろからの備えについて、また、避難に対する基本的

な考え方とか、避難所一覧等が掲載されております。 

 台風等接近の対応としましては、台風が九州に接近、あるいは上陸し、何らかの影響があると

判断した場合や大雨警を発令された場合、水防団待機水位１.３メートルに達した場合などには、

情報連絡本部を立ち上げて、総務課、必要に応じて建設課、農林課の職員が役場に待機しており

ます。また、本町消防団とも連絡を取って、状況に応じて自宅待機等をお願いしているところで

あります。 

 この本部体制につきましては、気象の状況等の変化に伴いまして、災害警戒本部、さらには災

害対策本部へと引き上げられるものであります。 

 避難所でありますが、現在、本町におきましては、この情報連絡本部を設置したときに、町民

センター、鞍岡地区複合型交流施設、これは鞍岡中学校でありますが、また、桑野内地区６から

８区の公民館長さんに各生活改善センターを避難所として開設のお願いをしております。 

 本年度は台風等接近に備えて避難所を３回開設しておりますが、避難された方はおられませ

んでした。 

 災害に遭わないための備えとしましては、自助・共助の考えが非常に重要でありまして、先ほ

ど申しましたハザードマップにつきましても、内容について日ごろから読み込んでいただいて、

自分の住んでいる地域にどういう牽制があるのか、いざというときどうやって行動するか等の

事前の備えにぜひ活用していただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ２番、佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  今、総務課長のほうからそれぞれありますけれども、まず１点目

の、最初にありました訓練の実施ということでありますが、この訓練が、今、各区で行われてい

ると、年に１回ごとに大体行われているということでありますけれども、これまでの防災訓練で

は、あまり大変なことはしたくないと、とりあえず集まれる施設に集まって訓練を行うというよ

うなことで、なかなか住民の意識が高揚できないというところです。 

 そういうことで、最終避難場所までの訓練とかいうのが、当然、見直さなければならないんじ
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ゃないかと思います。防災訓練の高度化をさせるために、五ヶ瀬町だけでは対応できない分につ

いては広域的な対応という形、そして、公民館に任せるんではなくて、町が中心となって積極的

に防災訓練を、内容を高度化させていくというのが必要と思いますが、その点についてはいかが

でしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  基本的には本町には自主防災組織が９行政区にございますが、そう

いった自主防災組織を活用していただいて、その自主防災組織において、地域でありますとか、

消防団と連携を取っていただきながら、そういった避難訓練とか、防災訓練とかをしていただく

のが一番よろしいかというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  公民館への周知徹底とかを含めて、逼迫したときの防災訓練とい

うのをしっかり高度化させて、見直してもらいたいと考えております。 

 ２点目にありました危険箇所の調査の実施であります。 

 この危険箇所の実施、私が以前消防団長をしているときも一緒に回った経過があります。その

ときに危険箇所は回るんですけども、あとで検討委員会があります。ただ、予算がないと、なか

なかつかないということで、改善が毎年同じ場所が同じように上がってくるんですけど改善が

なされていないというのが実態でありました。今でもそうであろうかと感じているところであ

りますので、この危険箇所の調査の実施じゃなくて、そのあとそれが改善されたかどうかについ

て伺います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  毎年、危険箇所調査については、１０件以上要望箇所が出てくると

思いますが、その中でも、実際に点検、現地確認しているのは、その中で数箇所であろうかと思

いますが、それぞれ対応できる事業がある分については、当然、事業を入れていくということで、

どうしても補助事業とかがかからない分については町単独事業で対応していくということにな

っております。 

 今年度については、先日の館長会、事務連絡会のときに、事業のどういった対応をしていくか

ということについての御説明は申し上げているところでございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  危険箇所のあとのしっかりした対応というのが大きな予算が伴

いますので難しい思いもあるかと思いますけれども、優先順位を決めてやるという形でやって

はいますけれども、ただ、危険箇所の調査をしただけということでなくて、それを確実に実行し

てもらって本当に危険箇所が排除できたという形にしてもらいたいと思います。 

 ただ、五ヶ瀬の場合、やはり急峻なところが多いわけですから、危険箇所も数多くありますの

で、それについては人家のあるところの優先順位をしっかり決めて、次々と県、国と一緒に対策

を打ってもらいたいと考えております。よろしくお願いします。 

 それから、ハザードマップの作成ということで、全戸配布が行われているわけですけれども、
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このハザードマップ自体が、住民がそれ自体を熟知しているかというのが少し疑問があります。

公民館長さんも館長会を通じ、首長さんにわたり、首長さんから各戸に配付するんですが、そこ

に行きついた先の人たちが、このハザードマップの活用がしっかりできている、熟知されている

人のほうが多分少ないと思います。 

 特に高齢者が、その点についてはほとんど理解できていないということが読みとれますので、

ここについても、本当に必要な人たちがこのハザードマップを活用できるというところについ

ては、どう指導というか、取り組んでいくのか伺います。 

○議長（小笠まゆみ君）  建設課長。 

○建設課長（田原 昭生君）  佐藤議員のハザードマップに関する御質問に対してお答えいたし

ます。ハザードマップに関しましては、建設課のほうの所管で昨年度作成して配付しております

ので、私のほうからお答えさせていただこうと思っています。 

 先ほどからありますように、近年の異常気象に期して発生する災害というのは、各地で甚大な

被害をもたらしておるところです。現行の防災とか、減災の予算、いわゆる砂防事業とか、急傾

斜などですけど、そういうハード対策では全国が要望する形で対応が非常に厳しくなっている

時代です。でも、国のほうも、このハード対策のほうからソフト対策のほうに移行しているとい

うような現状です。 

 そのソフト対策の一環としまして、平成１３年の４月に土砂災害防止法が施行されまして、土

砂災害の恐れのある区域を明らかにするために、県が事業主体となり、基礎調査を開始しました。

それによって、町のほうも土砂災害の危険性が非常に高い地域でありますので、ハザードマップ

を早くつくらないかんというのが、これが目標であったんですけど、なかなか自主財源も厳しく、

作成に至っておりませんでした。今、県内でも半数程度は未作成の状況となっています。ちなみ

に、高津町と日之影はまだ作成されておりません。 

 昨年度は、砂防課の所管する防災安全交付金の効果促進事業というのがあるんですけど、それ

でハザードマップを作成しました。この交付金活用の作成というのは、県内で初になります。全

体予算が４８０万円くらいかかったんですけど、半分は補助をいただいたということで、１,３

００部ほどつくって、それを、先ほどありましたが、５月の行政事務連絡会で全世帯に配付を行

ったところです。 

 ハザードマップ、佐藤議員も見られたと思いますけど、最初のほうに書いてありますが、ハザ

ードマップというのは町民の皆さんに災害に関する情報を提供して、事前の備えに役立ててい

ただくことを目的に作成したものとなっています。災害による被害を最小限に抑えるためには、

先ほど総務課長からもありましたとおり、自助・共助・公助の連携が不可欠となっています。自

助というのは自分の命は自分で守る、共助というのは自分たちの地域は自分で守るという考え

方が重要ということでうたっておるところです。 

 このハザードマップを活用しながら、身の回りの災害危険箇所とか、避難所、避難経路を確認

して、事前の備えに役立ててもらうためにうちのほうで作成したものであります。 

 ハザードマップにつきましては全４３ページありまして、薄い冊子なんですけど、１ページか

ら９ページまでには過去の災害とか、情報の収集の仕方、インターネットによる情報の収集とか、

メールとか、今、ほとんどデジタルテレビになっていると思いますけど、リモコンのｄボタンと
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いうのがありますけど、それの活用の仕方等も載せています。あと、日ごろの備えと避難に対す

る基本的な考え方と洪水・土砂災害の基本的な知識、あとは避難所一覧を載せています。 

 １０ページ以降には、先ほど基礎調査にうたっています洪水・土砂災害ハザードマップとして、

主要河川が氾濫した場合に想定される浸水想定区域とか、土砂災害が発生する恐れのある危険

区域を示しております。 

 基礎調査がまだ全域終了していませんので、これが終わり次第、３年後ぐらいになると思いま

すけど、また、再度ハザードマップを更新して配付したいと思っています。 

 このような中でつくっておりますので、これを先ほど言われたように、見られていない人とか、

そこら辺があるかと思いますけど、とにかく見ていただくために、非常に見やすいつくりになっ

ていますので、そういった形で、我々は町民の方にＰＲしながら、また、このハザードマップに

ついても避難訓練のほうでも随時紹介しておりますので、そういった形で利用していただけれ

ばと思っています。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  今、ハザードマップについて話がありましたが、ただ、これが住

民の人たちに理解してもらうという形に持っていくためには、もっと館長会の行政事務連絡会

議のときでもいいですけど、町民の人たちがそれを読む仕かけをやってもらって、その本を手に

取ってもらう、ハザードマップを手に取ってもらう、そして中身を見てもらうという、もうちょ

っと踏み込んだことをやってもらって、それを活用してもらうというところまで言ってもらえ

ば行きますけども、なかなか首長さんたちにおりたときに、そのあとに行ったときにそれを見て

もらえないというのが現状ではないかと思いますので、そこのあと一歩の踏み込み、二歩の踏み

込みを行政のほうでしっかりやってもらいたいと思います。 

 その中で、弱者の方がこの中にいっぱいいらっしゃいます。災害弱者といわれています。高齢

者、乳幼児、障害者など、いわゆる災害弱者が災害のときにみずから避難できないとかいう方に

ついて、あらかじめ、そのような方がどのくらいいるのか、また、各公民館を通じて把握してい

るのか、また、どのようにしてその人たちを援護して避難していただくのかということについて

は準備してあるのでしょうか。伺います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  佐藤成志議員が言われた方々ですが、避難行動要支援者といわれる

方々と思います。高齢者でありますとか、乳幼児とか、妊婦とか、外国人の方も含まれますが、

町内留学生については町内在住という方で、避難行動要支援者という方々が入ると思います。 

 この避難行動要支援者につきましては、この名簿作成が昨年度中にはもうできているかと思

いますが、ただ、実際、これを訓練とかに使う場合には、対象になっている方々の同意書が必要

でございます。個人情報でありますので同意書が必要でありますので、今年度中に多分同意書を

取るということになってございます。 

 実際に災害等が発生した場合には、同意書はなくてもそういった名簿は出せるわけでありま

すが、訓練等で使う場合には同意書が必要ということであります。 

 人数的にどのくらいというのは現在把握しておりませんが、データ的にはあると思いますが、
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現在ここに持ってきておりますので、後ほど報告させていただきたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  調査が進んでいるということでありますので、具体的な人数とか

は、ここで今は示されていませんけども、それについては確実に掌握していただきたいのと、各

公民館ごとに、やはり公民館長さんたち、もしくはそこに住んでいる人たちが一番詳しいわけで

すからその人たちから情報をしっかり、いつも新しい情報を入れてもらって、一番必要な、避難

のときに一番大変であろうという災害弱者に対しての使用を、援護をお願いしたいと思います。 

 そのときに、またひとつ発生するんですけれども、その避難場所である施設が災害弱者のため

の避難場所ができているのかどうか、施設がある程度その人たちの、障害者のために、もしくは

高齢者のために施設が整った場所であれば災害避難場所としては役立ちますけども、そうでな

かった場合については、災害弱者の人たちについてはかえって苦痛になるということも発生し

ますので、避難支援の方針、施設の整備状況について伺います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  例えば障害者でありますとか、そういう方たちが使っていただきや

すい避難所としましては、町が福祉避難所としております五ヶ瀬町子育て支援施設、中央保育所

がありますとか、五ヶ瀬町福祉センターとか、桑野内にございます共生型福祉施設ぬくもりを福

祉避難所として指定しております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  この避難の場所については、非常に重要なところでありますの

で、避難をしていされた場所については、十分な設備を整えるというものを、弱者への配慮、ま

た、一般の人たちもその施設が整っていることによって底に行きやすいという形になりますの

で、お願いしたいと、更に進めてもらいたいと思っております。 

 それから、避難場所の開設の考え方ということで答弁のほうで伺っておりますけれども、利用

が少ないとか、いろんなことがあります。私たちが切羽詰まった状態で、今のところ、大雨が降

っているとか、テレビで災害を見ますし、いろんな情報が入りますけれども、うちは大丈夫だろ

うというのが大方の人たちの考えで、なかなか積極的な利用が少ないということであります。 

 自分の命は自分で守るということが大切でありますけれども、その避難場所が大丈夫でしょ

うかと言われたときに、五ヶ瀬町内にある避難場所が大丈夫かと言われたときに、町民センター

は本当に大丈夫ですかと言われたら、町民センターが水害に遭う可能性もゼロにはならないと

いうことであればちょっと危険ですよね。ではＧドームということになりますがＧドームに動

くまでに、そこで災害が発生したときにはどこに行きますかというところがあろうかと思いま

すので、この災害の避難場所についても見直しを今のうちにやっていくべきだと思います。 

 今度の自然災害の中で、北海道の大地震は全く予測されていないところから起きました。きょ

うの新聞では、３万年前の、日本が大陸から離れていったときの変動ではないか、その余波では

ないかと言われているほどものすごく古いことです。ということであれば、九州発祥の地である

五ヶ瀬町の場所が地震にいつ襲われてもおかしくないという考え方にも結びつきますので、あ

らゆる方面から、安全な施設のところに誘導するという形を含めてやってもらいたいと思いま
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す。 

 この件についてはの最後の質問としては、避難場所についての見直しについては考えがある

のか伺います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  ハザードマップにもございますが、避難所を提示しているところで

ございますが、町として現在考え得る避難場所として最適と思われるところを掲示していると

いうことでございます。 

 ただ、自主避難所につきましては、現在は集会施設とか、生活改善センターとかということに

しておりますが、あくまでも自主避難所でございますので、例えば地域の中で生活改善センター

よりも一般住宅のほうが安全だと思われる場合には、そちらに避難していただいても構わない

というふうに思います。ただ、連絡については相談していただければよろしいかと思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ここで、議運の延長、それから佐藤成志議員、前のほうにお願いします。 

 本来であれば、佐藤議員の持ち時間が３０分以上残っておりますので、引き続き行うものであ

りますが、休憩時間にかかっておりますので、ここで一旦暫時休憩とし、２問目に関しては午後

１時から再開するということにいたしたいと思います。よろしくお願いします。 

午後０時10分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（小笠まゆみ君）  それでは、休憩を閉じ、再開いたします。 

 佐藤成志議員、一般質問を続けてください。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  それでは、２点目からお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  佐藤成志議員からの２点目の質問、町長の政治姿勢については、私個人

に対する、行政に対する取り組み、また、基本的な考え方の質問ですので、私のほうから答弁さ

せていただきます。 

 議員も御存じのとおり、地方自治法上、地方公共団体の長、つまり首長は、その普通地方公共

団体を統括し、これを代表するとされております。ここでいう統括とは、その普通地方公共団体

の全ての事務について、首長が総合的にその統一を加工する権限を有すること、その地方公共団

体の内部の他の執行機関あるいはその事務を統制し、その最終的な一体性を保つこととされて

おります。また、代表とは、首長が対外的にその地方公共団体の行為となるべき、行い得る権限

を持つという法定な意味を有するとともに、他の執行機関、議会はもちろんでございますが、住

民も含めて、おおよそその地方公共団体に関して端的にその地方公共団体という立場をあらわ

すことを意味しております。 

 そのように、私自身、町長就任の平成２６年５月よりこのことを十分頭に入れ、人間、私個人

としての人間性、性格、努力は当然ありますが、全力で行政運営に邁進してきたつもりでござい

ます。 

 一方、五ヶ瀬町行政を見ましたときに、議員御指摘のとおり、少子高齢化が一層進展する中、
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人口減少対策、財源確保対策など、中山間地共有のさまざまな課題を抱え、選択と集中という基

本路線のもとに行政運営を進めているところでございます。ただ、先ほど申しましたとおり、人

口減少については恐れてはいけないという基本路線は堅持しております。 

 そのような中での今回の質問は、問題解決に向けての町長の決断があまり見えないという御

指摘でございます。また、その事例として、旧鞍岡中学校の跡地活用、道の駅構想、観光への取

り組みなどを上げていただいておりますが、いずれの項目も前段の一般質問でも出されており

ましたが、十分にさまざまな項目から議論し、最終的にやるべきことはやる、待つべきことは待

つ、やらざるべきことはやらないという結果だと考えております。 

 先ほど、首長の統括とはガバナンス、つまり内部統制のことで、内部統制がすぐれているかど

うかは、私どもから管理職、さらには末端の職員まで経営方針が周知徹底されているか、また、

法令順守が行き届いている課ということだと考えております。 

 つまり、首長としてのリーダーシップの本質は、独創英断ということよりは協調性が大切にな

さなければならないと考えております。当然ながら、私自身、独創英断であるとは全く考えてお

りませんし、あくまでも事を決するに当たっては、話し合いが基本であると考えております。 

 当然、先ほどの一般質問でありましたとおり、災害対応を含めてトップダウンの行政運営も場

によっては必要でありますが、行政全体の底上げ、つまり、ボトムアップを念頭に、これからも

行政運営に携わってまいる考えでございます。 

 しかし、今回の御指摘は、私自身の五ヶ瀬町行政運営に関しての大きな刺激、つまりカンフル

剤ともなりますので、今後とも御意見等ありましたら遠慮なく、いつでも、どこでも構いません

ので、投げかけていただき、しっかりと意見交換をさせていただきたいと考えております。 

 私からは以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  ２番、佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  町長の答弁を聞かせていただきました。 

 具体的に、私のほうの質問の中に旧中学校の跡地活用、道の駅、観光等、ほかも幾つもありま

すけども、そういうのを幾つか事例として上げさせてもらったんですが、特に気になっていたの

は、まず鞍岡中学校の跡地の活用であります。 

 既に３年を経過されているというわけですけれども、この前の、初日の町長の話の中に幾つか

前進しましたということで、鞍岡中学校の跡地については出ました。私としては、約半年、１年

ぐらい前に、やはりこれについては解決すべき問題ではなかったかと思っております。町長がこ

の方針で、皆さんからアンケートをとりました、皆さんから意見を聞きました、小学校の移転を

するということについても話を聞きました、しかし、これについてはこう思っているんです、で

すからもう動きます、このつもりで動きますということを断言して、担当課にそれで進めてくれ

と言えば、もっと早く解決したんではないかと考えております。 

 この点について、この前の初日の話を含めて、もう一度お聞かせ願えればと思っております。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  先ほどの答弁の中の鞍岡中学校跡地問題に対する再質問にお答えいた

します。 

 鞍岡中学校跡地については、平成２７年度から跡地利用について、学校施設でしたので、教育
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委員会を中心にいろんな跡地の対応について議論をスタートさせていただきました。最終的に、

一般質問でも二度ほど、自治公民館機能を備えた複合施設が好ましいと考えていますという答

弁させていただいたところでございます。 

 その後、教育委員会でも当然学校施設の議論もいただき、平成２７年の１月、署名簿が鞍岡地

区の跡地を考える会の代表の皆様から１０名ほど役場にお見えになって、地域住民の６０％か

ら７０％の署名簿、印鑑を含めたこれくらいの要望書が提出されました。それを受けて、我々、

しっかり中身も見せていただいて、やはり区民の意見は尊重しなきゃいけないというところで、

それから再度教育委員会に、このないようについて協議してくださいということで、また結論は

先送りにさせていただきました。 

 その中で、再度教育委員会も４回ほど考える会の代表者の皆様と議論を重ねていただいて、当

然、議会でも小学校跡地については移転が好ましいという意見もお聞きしていましたし、そうい

う中で、しっかりもう少し議論せんといかんということで議論をいただきました。やはり、私も

入って議論をしましたが、言わすのはよくわかる、そうやってやるのも１つの案というのも十分

理解できましたが、今の鞍岡小学校も見せていただき、いろんな検討も加える中で、やはり現施

設を廃校にしてまで移転する必要はないだろうという結論に達したところでございます。 

 それよりも、やはり鞍岡中学校跡地を小さな拠点として地域活性化の起爆剤にするべきじゃ

ないかという話も、当然、上がっていましたし、そっちのほうを選択すべきだろうということで、

最終的に結論を地元の考える会に出させていただきました。 

 ただ、まだまだ学校移転を小学校移転が好ましいという人もいらっしゃいますので、今後の動

きについてはしっかり、また御意見があれば対応してまいりますが、ある程度の期間しっかり議

論して、その中での方向性を提示したのが最終的にはよかったのかなと思っております。 

 今後は、早急に小さな拠点事業というのを動き出しましたので、そこで検討委員会も地元で考

えてもらうという組織になりましたので、行政も、当然、一緒に連携しながらやりますが、早急

に次なる対応策、次なる跡地の活用、それに向けての予算化も含めて対応していくべきと考えて

おります。 

 そういうことで、鞍中跡地の問題についてはそういう対応をさせていただきました。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  鞍中跡地について、時間がかかりましたけれども、何とか道が開

けたという状態であります。 

 私が言いたいのは、町長がもっと早くゴーサインを出す、教育委員会もしくは企画課、複合施

設としての使用をするということになりますので、それについてもっと、「もうやれ」と、その

言葉がやはり各課の人たち、課長を含めその課の人たちは欲しかったのではないかなと思って

おります。 

 あと、この旧鞍岡跡地については、平成２７年の３月から平成２９年の６月までに、それぞれ

の議員が４回、一般質問をされております。そのときに、検討しております、協議します、いろ

んなことを話をされてきての結果ですので、ちょっと時間やはり。ここが私がもうもどかしいと

ころはそこです。そこです。これについては、今後の展開をさらに期待したいと思います。鞍岡
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の地区の人たちが考えて、これを、そこの施設をしっかりさせるということでありますので、そ

れについて、また町長の英断が必要なときがあるかと思いますけれども、そのときにしっかりや

ってもらいたいと考えております。 

 それから、道の駅についても私は触れております。 

 これは、平成２６年からの１２月の議会から始まりまして２９年の３月まで４回、道の駅につ

いては一般質問が行われております。なかなか中央道が決まりませんでしたので、そのことにつ

いて、中央道の路線が決定したならという形で、道の駅は先送りになってきた経過があります。 

 ただ、中央道が今回決まりました。概ねの路線が決まりましたが、私の考えとしては、もう中

央道については国にお任せする、あとは、こちらはどれぐらい早くそれを完成させるかについて

の要望活動をしっかりやらせていただく。そのときに、道の駅が、もう中央道ができたときには

完成していると。そして、私は、道の駅をもうここにつくっているんですよと、スマートインタ

ーをここに押してもらわんともう困るですよというぐらいで、それぐらいの要望をするという

形をとってもらいたいのが私の気持ちであります。これついてお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。佐藤成志議員からの次なる道の駅に関する御質問にお答えし

ます。 

 道の駅構想については、佐藤議員申されましたとおり、１つは、中央自動車道に蘇陽・高千穂

間の１つのストック効果の起爆剤というのが、私自身ございました。その中で、国交省でも財務

省でもしっかり構想についてこういうこと考え持っていますという、場所等は言いませんが、そ

ういう話をさせていただいた経緯がございます。今回、五ヶ瀬・高千穂間、五ヶ瀬東インターチ

ェンジから高千穂インターチェンジまでは事業化になりました。９月２４日に中心杭打式がや

られて、具体的に整備局も動き出してくれると思っております。そういった中で、道の駅構想に

ついては、我々、まず道の駅事業とはどういうもんかところから勉強会をスタートさせておりま

す。 

 また、ちょうど議員御指摘の中央自動車道については、延岡から鹿島までの約１００キロの、

ちょうど五ヶ瀬、中間点に当たるということもあるので、八代港、細島港、そういった物流の中

心点になってくるだろうということで、トラックターミナルとか、そういったものの情報もいろ

んなことで勉強会やらせていただいています。これはもう職員も含めてです。そういった中で、

現段階で、じゃあ、ここに道をつくりましょうとかいうのは、まだまだ時期尚早だということで

考えております。 

 ただ、今後、五ヶ瀬・蘇陽間はまだ今からの事業化になってまいりますので、たびたび、今回

も年度末までに十分予算要望の機会がございます。やはりこの１つのストック効果としてのあ

り方については、さらに議論を深めていくということと、川南のパーキングエリアも国道からと

高速道路からと両方から乗り入れできる、そういう道の駅じゃありませんが、パーキングエリア

の物販所をつくるということをお聞きしていましたので、今、どんどんいろんな事業の展開が進

んでいる状況です。そういったことも含めて、当然、特産センターの、また、用地の確保で、あ

そこを、今、土捨て場をあそこに持っていってもう少し広げようという計画もしておりますので、

トータルした考えで、ワイナリーあります。そういったところで道の駅の構想、まだ構想段階で
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ございますので、やるという私の思いはありますが、各担当課にはそういうところはまだ、具体

的なところは表明していませんし、具体的な作業をやっていませんので、そういうことも思いを

含めて進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  道の駅も非常に、今後、五ヶ瀬の起爆剤としての重要な拠点にな

るかと思います。特に、中央自動車道が通るという形、また、竹田・五ヶ瀬線が道が抜けるとい

うことに当たって大きく変わるという、さま変わりするということでありますので、しっかりし

た構想は必要でありますけれども、ある程度、ここに目安がついたときには既に始めて、もう既

につくり終わっている人が何か大きく流れるときには一人でつくり終わっているという状況も

必要でありますから、その機会を逃さないようにやってもらいたいと考えております。 

 それから、観光への取り組みというのも、ここもまた私が１つ入れておりますが、五ヶ瀬には

観光地としてスキー場、そしてワイナリー、白滝、うのこの滝とあります。整備が進んでいるの

はワイナリーがありますし、スキー場についてはそれなりのお客さんは進んでおりますが、白滝

とかうのこの滝については、やっぱり道路整備がうまいぐあいにいっていないためにお客さん

が余り、すばらしい景観の場所であるのにそんなにお客さんが寄ってこないという、道路の改良

を含めてこちらもやっぱりやってもらいたい。 

 それと、今度の８月ですけれども、ワイナリーに、毎日、バスが５台から６台入ってきました。

時間帯が、大体、３時から過ぎですので、集中してそこのところに来るんですが、もうバスの置

き場所がない。どうにもこうにもならずに、通路に置くとかいう形で駐車場自体が非常に困った

わけです。８月の売り上げが、多分、ワイナリーのワイン館だけで１,０００万超えたんじゃな

いかなと聞いておりますので。 

 これが道路が通ることによって、いかにも、毎日とはいきませんけれども、非常にそういうの

がふえてくると。毎日数台減ってくるのは当たり前という時代が来ると。そのときに駐車場をつ

くるのか、今から準備するのかというところです。 

 この前も言ったように、前回の一般質問のときですけど、やはり町長、ここの場合、やるから、

もうこの場合は企画課ですかね。進めようと。こねえなったらどうすりゃ条件飲まれて、土地の

交渉もできて駐車場ができるんだというのを、号令をかけてくださいよ。そして進んでもらいた

い。それが、ほかの道路も観光用の道路もそれもやっぱりそうだと思いますよ。マイクロバスが

攻めていけるぐらいにはしておかないとやはりお客様の呼び込みができない。観光として今か

ら五ヶ瀬町を売り出しますということであればなおさらのこと、そこをしてもらいたいんです

が、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。佐藤成志議員からのワイナリーの駐車場の用地整備というこ

とでの御質問にお答えします。 

 この件につきましても、佐藤成志議員のほうから一般質問で、以前、出されておりますので、

そのときも答弁はしておりますが。その当時から、先ほど御指摘ありましたとおり、ことしの８

月は午後からでしたが、大型バスが８月だけ、８月だけについては一日マックス７台から８台、
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１０台ほど入ったかな、そういう状況を常務からお聞きしているところでございます。 

 そういった中で、今後駐車場が足りないという話がしっかり会社内部で出てくると、言われた

部分についてはやはり、当然、対応はすべきだと思っています。そういう内容で、今後の動きに

よって対応しますと答弁をさせていただいた経緯がございますが、そこについては、また、現状

をしっかり把握していきたいと思っております。 

 ただ、例の対象用地が、現在、農地であるということで、例えば、１つは、前から常務とも話

しているんですけど、農業法人化もやるという、あるよねということで、もう今耕作放棄地、ブ

ドウの工場も含めてやはり管理委託を受けながらワイナリーがやっている部分がどんどんふえ

ています。農業法人化すると、その部分もワイナリーが買い取って、自分たちでブドウをつくっ

て、それを加工するというのも考えられる。 

 また、いろんな体験農園とかもやりながら、いろんなことも展開できるというのもあるんじゃ

ないかというのを前から議論させていただいているところでございます。まだ方向性はこれと

いうのは出ておりませんが、そういうトータル的な対象の地の利活用も頭に入れながらこれま

で検討してきたつもりであります。ただ、駐車場がもう喫緊に足りないという話になってくれば、

当然、これ手を打っていくわけですので、そこ辺はまた今シーズンの状況も踏まえて、しっかり

議論していこうと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  これについては、非常に期待度が高いところでありますので、ぜ

ひ実行のほうに移してもらいたいと思います。 

 それから、この質問事項の用紙の中には入っていませんでしたけれども、実は、学校住宅の件

もあります。 

 今、学校の先生たちの貢献度というのが物すごく高いんですね。先生たち、優秀な先生たちが

いっぱい来ていまして学力の向上もしていますが、そこに一緒に家族連れで来て、子供たちが各

小学校に相当数いるんですよ。この相当する子供たちがいる先生たち呼んでいるのに、学校住宅

が古過ぎて余りにもちょっとかわいそうというようなところが、前回の甲斐政國議員のときに

もありましたように、これをやはり環境を整えてやって優秀な先生にも来てもらう、子供も一緒

に連れてきてもらう。そして、五ヶ瀬町のためにやってもらうというのも、これも１つのやはり

教育の町としての力と思うんですね。これもやはり、これどうなっているんだと、町長がやはり

教育委員会とかいろんなところにしっかりして先生たちの話を聞いて、これについてはもう、こ

ことこことここはことしやってしまえとか、そういう言葉が欲しいと教育委員会も思っている

ところと思いますので、その点についてはいかがでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。佐藤成志議員からの学校の教職員住宅の整備についての御質

問にお答えします。 

 これについても、再三、一般質問等でも出されていますし、教育長とも議論はさせていただい

ております。 

 またぶり返しますが、先日の知事との放談の中でも、公民館長会の会長さんが男坂の前、私も
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県の教育長にお願いしていました男坂の教職員住宅の五ヶ瀬町への移管、もしくは貸し付けに

ついて要望していただきました。が、知事も十分理解されているようでございましたが、なかな

か教育委員会の管財、難しいという回答でしたが、そういった町内にある、もったいないっちゅ

うか、そういったものも優先的に活用していきたいなという取り組みをしています。 

 これはまだ公表はできませんが、県の教職員住宅を、今回、数棟、町に移管するという話もあ

りやなしかと聞いております。そういうことになれば、そういった施設もまだまだ十分活用でき

ますし、私自身は新築のＧパークにあるような住宅を計画的に整備していきたいというのはも

う昔から思っているところなんですけど。当然、他の公営住宅、町の先ほどありましたとおり、

定住促進住宅も含めて、また住宅用地の造成も含めて定住促進には措置も欠かせない取り組み

をしないかんという天秤にかけて、やはりそっちを私はやりたいと思っていますので、まず住宅

整備については教育委員会、教育長ともしっかり議論し、しっかりできる範囲で整備を進めてい

きたいというのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  教職員住宅についても、整備も含めて新築も考えているという話

も町長、考えているんじゃなくて実行してください。 

 実は、ここに町長のホップステップを動かせということで、原田新平の次なる思いということ

で出ます。思いということで出ていますけれども、町民の皆さん、絶対、これ公約と思っていま

すよ。これはこれとは書いていないから、町長の町民から聞かれたときに、私、あれが思いだっ

たんですよということで切り返しされるかもしれませんけど、いや、違いますよ、これ。公約で

すよ。やはり公約と思って実行してほしい。というのは、やはりプロジェクトチームを幾つかつ

くっていらっしゃいますし、いろんなことをやっていますので、それをやはりこのプロジェクト

はもう絶対いるのは、あっという間に進めてしまえと。この部類については、もうちょっと検討

しろよという形で、１つのプロジェクトが終わったら次のプロジェクトにかかるというふうに、

次々と展開できるようにしてほしいです。この思いは本当にあるということであれば、公約とし

て実行できるというふうに思いますで、その思いを実行に変えるかどうかについてお願いしま

す。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。佐藤成志議員から、次は、町長の次なる思い１０カ条、ホッ

プステップを動かせについての御質問でございます。 

 本当４年間やって、やはりなかなか現状、この限られた、これで行く、公債比率関係なくやれ

れば、私も思いっきりやれるんでしょう。 

 ただ、やはり年間３５億という予算の中でやっていくという中で、当然、選択と集中というの

は、もう、これやむを得ない仕業でございます。ただ、その中でも、今回、１０項目、今日も何

項目か述べさせていただきましたが、そういったところをやはり着実にやるために、じゃあ、ど

っかの事業を抑えつつこの部分をやりましょうということをみんなで議論して、私がやりなさ

いというのは簡単かもしれません。ただ、それを、じゃあ、本当にやれるかというのは、これや

はりしっかりみんなで議論して、よし、それで行こうやというのがないと、やはりトップダウン
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だけで全てが進むものではないと、先ほどの答弁ですけど、そういうことで、やはりみんなで、

私はこう思うよと、こういうことからやりたいよという中で、いろんな意見を聞きながら、やは

りそれをしっかり判断しながら、じゃあ、それで行きましょうという結論を出したいと思ってお

ります。できる限り、あの１０項目はやるために作ったわけですから、飾りじゃないんですので、

そういうことを思いを持って、努力していきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  ぜひやってもらいたいと、ここの１０項目ついても取り組んでも

らいたいと考えております。 

 もう時間のほうも私の持ち時間が無くなりましたので、最後になりますが、幾つかプロジェク

トチームを立ち上げて実行していただいている中で、職員のほうが本当にそういうやつについ

て活発に動いているかどうかというのも少し疑問がありますので、そこの動いた、動いて、そし

て、町長への提言が幾つか出てきましたよということであれば、それもまたお聞かせ願えればと

思っております。 

 それと、先ほども、午前中の質問の中にも幾つかありましたが、町長の答弁の中に、スピード

感を持ってやりますということであります。 

 スピード感を持ってやりますということであれば、ある程度の期間には、こういう道筋が見え

ました。指針が見えました。結論は出せませんけど、１年後には結論が出せます。３年後には結

論が出せますということが、出てこないとスピード感と言えないじゃないかなと、私、思います。 

 職員もです。議員もです。町民もです。みんな町長が、「こうやるよ」と言ったらついていき

ますよ。それと同じようにやはりそちらのほうを向いて、まず、これを一生懸命やらないかんな

と思います。ある程度の予算が、莫大な、莫大な予算がかかったらどうしようもありませんけれ

ども、大きな予算がかかってもこれについては何が何でもやり遂げますよという、やればできる

というのは、貫原橋もそうでしょう。もうみんながあそこで何億もかかっているからほかの町道

はできませんというのをみんな我慢して待っています。あそこができ上がったら、次がうちある

んだなということで待っていますよ。それと同じように、これについてはもう何がなんでんやら

せてもらいますと。そして、もう五ヶ瀬町のためになりますよということをやはり町民に知らし

めて、そして、各課に指示をして出すということが重要だと思います。プロジェクトチームが、

以下に活躍できるかという手腕にもあるかと思いますので、最後に、このスピード感を持ってや

るということについて、絶対やりますというのを幾つも項目ありましたので、これについてはや

りますというのを断言はしてもらってもいいですが、本気度を見せてもらいたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。佐藤成志議員からありがたい質問、激励をいただいていると

ころでございます。 

 プロジェクトについては、先ほど質問がありました新庁舎建設もそうです。やはり、この中で

新庁舎本当にやれるのかというような中での結論でございます。 

 また、防災デジタル無線についてもかなり経費がかかる中で早くやれよと、３２年度負担があ

るよということで進めておりますし、それに対するプロジェクトチームをつくっております。 
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 また、今それぞれ大きなものについては、五ヶ瀬町内で、今課長さん方と町議というのを、今

やらさせていただいています。毎月２回については連絡会で、今週の出来事なり、いろんな意見

交換、情報の共有やりますが、町議については、やはりいろんな課題を議論する、みんなの意見

を出し合う会議をやっています。そん中で、私に対するいろんな批判の意見も、当然、出てきま

すし、特に、山積の問題については総務にどうするかとは大きなテーマであって、そんな議論も

町議の中でもしています。 

 また反面、今度は、会社の社長という立場もありますので、そういった中での会社としてのい

ろんなあり方についても、別の立場で議論する場もさせていただいています。 

 今回、山積に対する指針もつくらせていただきましたが、そういった意味で、やはり一歩、二

歩前進しています。大きく前進しています。そういうことも含めて、今回、佐藤成志議員から元

気が出る質問をいただきましたので、考えるだけではいけないというのは、当然、わかっている

話で、じゃあ、私がすべてやるわけじゃないので、各職員にしっかり思いが周知するのが不足す

るのであれば、どういうことをやらないかんかいうのをしっかり考えながら行政に携わってい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。はい。 

 これで一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小笠まゆみ君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 次回は９月２０日午前１０時から開会しますので、定刻までに御参集ください。御苦労さまで

した。 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。 

午後１時37分散会 

────────────────────────────── 
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４日目
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議案第５１号 

平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号）について 
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議員派遣について 
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○ 出席議員（８名） 

１ 番 甲斐 政國 議員    ２ 番 佐藤 成志 議員 

３ 番 綾  健一 議員    ４ 番 秋本 良一 議員 

６ 番 白瀧 徹哉 議員    ７ 番 甲斐 松男 議員     

８ 番 甲斐 啓裕 議員    ９ 番 小笠まゆみ 議員 

○ 欠席議員（なし）

○ 地方自治法第１２１条の規定により、事件説明のため出席を求められたものは、次のとおり

である。 

五ヶ瀬町長  原田 俊平 

教 育 長  猪野 貴一 

監 査 委 員  菊池 孝男 

○ 町長の委任を受けて説明のために出席したものは、次のとおりである。 

副 町 長  宮崎 信雄    農 林 課 長  齊家  晃 

総 務 課 長  戸髙 勝洋    建 設 課 長  田原 昭生 

企 画 課 長  小迫 幸弘    会 計 室 長  北島 隆二 

町 民 課 長  垣内 広好    教 育 次 長  甲斐津世志 

福 祉 課 長  武内 秀元    病院事務長  廣本 憲史 

○ 職務のため出席した議会事務局職員 

議会事務局長  奥村 和平
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午前９時56分開議 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。御着席ください。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいまから、本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第４１号

日程第２．議案第４２号

日程第３．議案第４３号

日程第４．議案第４４号

日程第５．議案第４５号

日程第６．議案第４６号

○議長（小笠まゆみ君）  お諮りします。日程第１、議案第４１号平成２９年度五ヶ瀬町一般会計

歳入歳出決算の認定についてから日程第６、議案第４６号平成２９年度五ヶ瀬町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの６件は、これを一括議題としたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４１号から議案第４６号まで

の６件は、これを一括議題とします。 

 本６件につきましては、去る９月６日、各常任委員会に付託しておりますので、審査の結果に

ついて、各常任委員長から報告を求めます。 

 まず、総務農林常任委員長、綾健一議員、御登壇願います。 

○総務農林常任委員長（綾  健一君）  総務農林常任委員長の綾健一でございます。 

 本定例議会において、総務農林常任委員会に付託された平成２９年度決算書のうち、議案第４

１号一般会計中、総務課、企画課、農林課、建設課、会計室、議会事務局及び監査委員事務局所

管、議案第４２号簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、審査を行いました。 

 審査については、全委員出席のもと慎重な審査の結果、付託を受けた事項については承認する

ことといたしました。 

 各課の審査内容について、委員会での審議、意見書、現地調査を含め、主な事項を報告します。 

 主に、歳出で御説明いたします。 

 まず、総務課です。 

 歳出。総務費では、行政事務連絡員報酬１,１２３万５,０００円、コンピューター管理費、委

託料１,９６６万６,０００円、使用料及び賃借料１,８３６万２,０００円が主なものでありま

す。 

 消防費、災害対策費、委託料４９６万８,０００円で、地域防災計画改定が行われ、消防施設

費、工事請負費４４２万８,０００円で、新規に防火水槽建設工事（１基）が鞍岡の春目に整備

されましたが、有蓋化の要望箇所は今なお町内に数多く存在しており、継続して対策の推進をお

願いします。 

 消防施設費、備品購入費２３３万８,０００円で、ドローン、消防ポンプ、ポール担架等が整

備されました。予防消防等での大いに活用されることを期待します。 
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 委員会での意見に対しては、ごらんのとおりでございます。 

 次に、企画課です。 

 歳出。地域振興費、報償費では、出産おめでとう祝金９２万円が２２名に支出されています。

今後も人口減少対策の一環としての効果に大いに期待しております。 

 ふるさと応援寄附事業の報償金４５７万８,０００円は返礼品経費でありますが、ふるさと納

税を新たな財源として、さらなる取り組みを期待するものであります。 

 コミュニティバス運行委託料は２,５９０万円でありますが、乗車状況は以前と余り変化があ

りませんが、利用者の利便性向上と利用者増加への取り組みを望みます。 

 商工振興費では、第３セクターへ３,０００万円が貸し付られております。内訳は、五ヶ瀬ワ

イナリー株式会社へ２,０００万円、株式会社五ヶ瀬ハイランドスキー場に１,０００万円であ

りますが、五ヶ瀬ワイナリーは資本金の原資に大幅な経営改善が行われております。また、五ヶ

瀬ハイランドスキー場も懸命な経費削減を行い、改善の成果も見られますが、依然として厳しい

経営状況に変わりはありません。今後の指定管理のあり方も含めて慎重に検討すべきとの意見

が出されております。 

 負担金補助金及び交付金では、高千穂郷ツーリズム協会へ１５０万円交付されておりますが、

現在の活動状況が五ヶ瀬にどのようなメリットがあるのか見て取れないことから、組織のあり

方について関係町村と検討する時期に来ていると思われます。 

 商工観光費では、五ヶ瀬ハイランドスキー場にムービングベルトが新たに設置されており、ゲ

レンデの安全性も高まり、利用者の評判もよく、今後の入場者増へ期待が持てるところです。 

 委員会での意見に対しては、ごらんのとおりでございます。 

 次に、農林課です。 

 歳出です。農業振興費、負担金補助及び交付金では、「みやざき茶」チャレンジ産地支援事業

において、先進技術の導入による収量増加や産地拡大の取り組みが支援され、今後さらに五ヶ瀬

のブランドづくりや新製品開発につながるよう御尽力されることを切望いたします。 

 導入された機械は、火入れ機２台、棚乾燥機１台、萎凋機１台であります。 

 次に、畜産業費の優良繁殖雌牛導入奨励事業でありますが、この事業は郡内の優良雌牛（郡共

進会出場牛及び地区品評会１等）の郡内保留に対する支援であります。年々減少する畜産農家を

支えて生産者の増加を目指した取り組みを行い、経営安定に向けて支援されているものであり

ます。また、繁殖雌牛増頭奨励事業により、増頭意欲のある畜産農家に対し、町飼養頭数の維持

や生産コスト削減に向けて推進する事業であります。さらに、繁殖センター活用促進対策事業と

して繁殖センター委託料助成などの事業もあり、生産者が病気や事故で飼育できなくなったと

きの委託の助成として支援されるものです。そのような取り組みを通じて、高齢化や担い手不足

による畜産農家の減少に歯どめがかかることを期待をします。 

 次に、中山間地域等直接支払交付金では、耕作放棄地の発生防止や農地の多目的機能増進、集

落の共同作業による生産活動や多目的機能増進活動を充実させるもので、町内全体の波及効果

もあり、地域と行政がともに協力し、この事業が継続されることを切望します。 

 林業振興費では、鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業（国庫事業）で、１,１８７万６,０００

円が交付され、鹿、イノシシを合わせて１,００７頭が捕獲されています。 
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 シイタケ生産のほうですが、出荷対策支援事業では、生産性の向上、規模拡大を進めるための

生産基盤づくりや種ゴマ購入に対しての助成を行い、今後の生産拡大や販売促進への効果を期

待します。 

 鳥獣被害防止総合支援事業補助金は、有害鳥獣対策にかかる防護柵整備への支援をし、くくり

わなや金網柵、家庭用電源電牧柵ソーラー電気柵、鹿ネット、ソーラー電牧柵などの購入支援金

であり、野生鳥獣の個体数が急激に増加する中、林産物や農産物の被害を（  ）守るとともに

狩猟者の担い手不足の解消、また生産者の意欲低下を解消し、農地等を守っていくためにも活用

できる支援事業でありますので、今後も継続されることを切望いたします。 

 委員会での意見に対しては、ごらんのとおりでございます。 

 次に、建設課です。 

 農林水産業費、農業費、農地費、工事請負費、県単独土地改良事業「土生地区農道整備工事」

が行われてコンクリート舗装及び防護柵等が整備され、地元の活性化につながるものと期待し

ております。また、中山間地域総合整備事業では、鞍岡の古賀地区３号用水路整備工事により、

稲作農家にとって安定した収穫をもたらすものと思います。その他にも、集落道整備や農道整備

が行われており、地域のさらなる発展が期待されます。 

 災害復旧費（繰越明許）では、町内２０地区で、農地・農業用施設災害復旧工事が行われてお

ります。これは２８年度の熊本地震による災害復旧事業です。 

 土木費、道路橋梁費、道路維持費で、町内一円に町道路面補修工事が行われております。町内

の町道は老朽化も多く、今後さらに補修箇所が増加すると思われます。限られた財源の中ではあ

りますが、できる限りの予算確保を切望いたします。 

 次に、会計室です。 

 財産運用収入では、宮崎銀行株を３万２１１株を保有しており、その収入が主なものでありま

す。 

 歳出では、総務管理費が主なもので、旅費・需要費・役務費となっております。各課の準公金、

通帳は会計室にて保管されており、保安上問題ないと考えられますが、引き続き管理の徹底をお

願いします。 

 次に、議会事務局です。 

 議会への主なものは、議員報酬・職員給料・共済費・旅費等であります。 

 監査委員費についても、監査委員報酬が主なものであります。 

 最後に、建設課です。 

 簡易水道事業特別会計。 

 歳出のほうです。歳出中、委託料４６４万４,０００円の内訳は、電気計装設備保守点検及び

遠方監視システム設置委託料１,５９８万４,０００円が主なものになります。 

 工事請負費では、室野簡易水道で、水源地場内整備工事が実施されております。また、五ヶ瀬

中学校では、送水管布設工事が２,４００万円で整備され、３１年に給水開始予定です。 

 町内では、簡易水道整備の要望もあり、早期の事業化を望むところです。 

 以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  次に、文教福祉常任委員長、秋本良一議員、御登壇願います。 
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○文教福祉常任委員長（秋本 良一君）  文教福祉常任委員長の秋本良一です。 

 去る９月６日、文教福祉常任委員会に付託されました平成２９年度決算書のうち、議案第４１

号一般会計中、町民課、福祉課、教育委員会所管、議案第４３号国民健康保険特別会計、議案第

４４号国民健康保険病院事業会計、議案第４５号介護保険特別会計、議案第４６号後期高齢者医

療特別会計の歳入歳出決算について、審査を行いました。 

 審査につきましては、全委員出席のもと慎重な審査の結果、付託を受けた事項につきましては

承認することといたしました。 

 各課の審査内容について、委員会での審議、現地調査を含め、主な事項を報告いたします。 

 まず、町民課であります。 

 歳入。町民税中、個人税は８,７６７万円で前年とほぼ同額でありますが、法人税は２１４万

９,０００円の減となっており、法人の決算状況の変動によるものと思われます。固定資産税が

２,９６５万８,０００円の増で、風力発電、携帯電話鉄塔施設費が主なものであります。また、

軽自動車税、入湯税は若干の増でありますが、たばこ税は喫煙者の減少が要因と思われ、１１８

万９,０００円の減となっております。全体の徴収額は対前年度２,７１２万９,０００円の増と

なっております。なお、入湯税の使途につきましては、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及

び消防活動に必要な施設並びに観光の振興に要する費用として充てられます。 

 懸念されます滞納繰越分（町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税等）は、４,０

８３万５,０００円となっております。町税等収納率向上対策委員会及び担当課の徴収努力によ

り、平成２９年度９２１万４,０００円の徴収が行われ、全体的には改善され、努力の成果が上

がっております。 

 町民負担の公平性、収入確保の観点からも、町税等収納率向上対策委員会による未収金の発生

防止と回収に期待をいたします。 

 福祉課。 

 歳入。歳入の主なものは、分担金及び負担金で、児童福祉負担金２,０７０万円は保育所児童

保育負担金、広域児童保育費負担金、一時保育負担金となっております。 

 次に、民生費国庫負担金のうち、社会福祉負担金として５,９５９万９,０００円、障がい者自

立支援給付負担金及び児童福祉費負担金が５７０万１,０００円、児童福祉手当交付金が２,６

８３万３,０００円の歳入となっております。雑入においては、中央保育所太陽光発電施設売電

料として６万１,０００円、各種検診の負担金として２３５万２,０００円がありました。 

 歳出。民生費、社会福祉費５億１,２９４万円は、給料等の人件費や備品購入費、負担金補助

等となっており、また社会福祉協議会、共生型福祉施設「ぬくもり」への運営補助や介護訓練等

給付事業、国民健康保険特別会計への操出金が主なものであります。 

 次に、補助金として、ごかせ荘建設借入金償還金１６２万円は、平成３３年度で終了となりま

す。 

 児童福祉費２億１,５０２万６,０００円は、職員手当及び賃金が主であり、前年度からすると

０.２％の増となっておりますが、児童教育など全般にわたり、その指導力が発揮されておりま

す。 

 母子福祉費９１万１,０００円は、ひとり親家庭医療費として前年比６.４％の増であります
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が、子育て環境を考えての歳出であり、事業継続を望みます。 

 保健衛生費、老人保健費２１９万９,０００円は、前年度比１５.２％の増で、マイポイント事

業賞金の増でありますが、町民みずからが健康に留意することにより、健康なまちづくりの推進

が期待できる事業であることから、継続を望みます。 

 老人福祉費の緊急通報システム委託事業は、ひとり暮らし老人及び心身障害者に対して、緊急

通報装置の設置による急病や災害等の緊急時に適切な対応を図る事業（現在６名適用、月額負担

７００円）であり、これからの高齢化社会において必要であり、町民へのさらなる周知・啓蒙を

お願いをいたします。 

 高齢者生活確認サービス委託事業は、日本郵政との協力で行っていた事業でありますが、現在

１２名が利用されており、平成２９年度で終了となりましたが、住民の生活状況を考慮し、見回

り対策の検討をお願いをいたします。 

 教育委員会であります。 

 歳入。財産収入１,４９４万７,０００円の主なものは、教職員住宅４６戸分の家賃収入であり、

前年度比１９２万円の増額となっております。教育費寄附金としまして、佐伯勝元氏より１億円

の寄附金があり、教育基金に繰り入れされました。佐伯氏の意向のもと、町の将来のために有効

に活用されることを期待をいたします。使用料及び手数料１０１万７,０００円は、体育館、公

民館、Ｇパーク等の使用料となっており、今後の合宿誘致の拡大により収入増へつながることを

期待をいたします。 

 町債の義務教育施設整備事業債１,６８０万円は、坂本小学校校舎屋根防水改修工事に充当さ

れました。県支出金、教育費県補助金２７０万２,０００円は、放課後子ども教室推進事業の補

助金等となっております。 

 歳出。教育総務費の事務局費、委託料の２４２万９,０００円は、教育ビジョン運営委員会へ

の支出で、これはＧ授業を初め、キャリア教育など豊かな体験活動や教職員の指導力の向上を目

的として研修等に生かされ、さらには「家庭教育五ヶ条」の制定や「早寝・早起き・朝大豆」を

キャッチコピーにした活動に取り組まれ、町の教育力向上に成果が出ております。また、山都町

児童生徒委託料（小学校７名・中学校７名）として３５万８,０００円が支出されておりますが、

本町においても児童生徒数の減少が危惧されており、五ヶ瀬町内学校への通学を行政あるいは

地元と協議されることを強く望みます。 

 僻地教職員住宅管理費は、修繕料に２７９万９,０００円が支払われていますが、教職員住宅

は耐用年数が既に経過しているものや老朽化等により施設整備が望まれます。また、空き地住宅

の利用等についても、引き続き検討されるよう望みます。 

 小学校管理費の中では、町内小学校４校分において４３７万８,０００円、６６カ所の修繕が

行われ、給水施設、通路、トイレ等の改善が図られました。 

 工事請負費では、（サン）坂本小学校体育館屋根ふきかえ及び防水改修工事として１,５５９万

４,０００円、町内４小学校の保健室空調施設整備が行われ、快適な保健室として利用できるよ

うになりました。 

 中学校管理費では、給食室トイレ改修やＵＤスライダー黒板の修繕、またグラウンドトイレ設

置工事として８６６万１,０００円が支出され、グラウンドを使用した活動において便利になり
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ました。 

 社会教育費、総務費、委託料として、放課後子ども教室及び家庭教育学校に９３５万円の支出

がありますが、放課後の子供の教育の一環としての支出であります。また、保護者にとりまして

も安心な子ども教室であると思います。 

 文化財保護費、負担金補助金及び交付金として、桑野内神社総代会へ１６７万４,０００円が

交付されております。伝統文化などの継承へ期待をいたします。 

 保健体育施設費として、委託料８９６万４,０００円は、Ｇパーク内芝管理委託料であります。 

 社会教育関連事業で、五ヶ瀬町青年団活動に対し、１５万円が補助金として予算計上されてお

りましたが、平成２９年度は活動実績がないため、交付されておりません。将来の五ヶ瀬町を担

う若者の活動が活発となるよう、行政の指導強化を切望いたします。 

 施設管理費、資料館管理費で、講和や読み聞かせ事業の報償費として３万５,０００円が支出

されております。現在、使用されている施設は利便性に欠けており、幼児期から成長期の読書習

慣は想像を豊かにする能力の発達に重要であり、新庁舎建設の計画に図書館機能の設置を望み

ます。 

 国民健康保険特別会計。 

 主なものとして、国民健康保険税１億３６６万３,０００円、前年度比３.２％増であり、内訳

は、一般被保険者国民健康保険税１億１５０万１,０００円、退職被保険者等国民健康保険税２

１６万１,０００円などであります。国庫支出金２億１２７万７,０００円は、前年比１６.１％

の増となっており、要因は被保険者の医療費の増減によるものです。前期高齢者交付金は１億３,

８７８万８,０００円で、前年比０.１％の増となっております。 

 歳出。総務費２,２３８万９,０００円、前年比１０.９％の増は、主に人件費、システム委託

料等となっております。後期高齢者支援金６,４８９万７,０００円は、前年比３％の減となりま

した。また、介護納付金２,８６６万２,０００円も６.９％の減となっております。 

 国の医療制度改革の中において、国民健康保険の安定した運営を図るためにも、医療費の高騰

を抑えることが重要と思われ、今後も予防事業の充実がさらに求められます。 

 なお、未収金が２,３３９万９,０００円となっておりますが、町税等収納率向上対策委員会の

努力の成果が見られ、前年からすると、おおよそ２００万円ほどの滞納金額の減となりました。

引き続き、努力が望まれます。 

 国民健康保険病院事業会計。 

 診療状況は、延べ入院患者数１万２,６８２人、前年度比２,３７９人の減、外来患者数２万３,

０６２名、前年度比７９２人の増でありました。 

 歳入。入院収益２億３,５６６万４,０００円、前年比１４.６９％の減、外来収益１億３,４６

８万３,０００円、前年比７.３３％の増、その他医業収益２,０７７万４,０００円、１.２３％

の増であります。 

 病院事業収益５億４,４２１万５,０００円から病院事業費用５億５,６７４万１,０００円と

特別損失の１９万４,０００円を差し引くと、当年度総収益は１,２７１万９,０００円のマイナ

スの計上となっております。 

 医師・薬剤師確保が大変厳しい状況でありますが、常勤医師２名と非常勤医師として熊本大学
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医学部より消化器科、小児科、循環器内科、また高千穂町国民健康保険病院から週２回の派遣診

療体制となっておりますが、医療サービスが危惧されており、引き続き医師・薬剤師確保に努力

されますことを切望いたします。 

 主な建設改良費といたしまして、心電・呼吸・ＳｐＯ２送信機、食器洗浄機、コアグチェック・

血液凝固能力測定装置、デジタルハンドレール体重計が購入され、より精密な診療が期待をされ

ます。 

 病院の滞納繰越金は、過年度を合わせますと７,３７７万８,０００円で、前年比０.０１％の

減となっておりますが、引き続き未収金の内容を個別に検討し、新たな未収金の発生防止にもさ

らなる努力を求めます。なお、高齢化社会へと進む中において、通院される方々にとってコミュ

ニティバスの利便性の向上のためにも、時刻変更も検討していただきたいと思います。 

 病院事業につきまして、現在、顧問として社会福祉法人「恩賜財団済生会みすみ病院」企画室

長、甲斐通博様に協議会に年２回ほど出席いただいておりますが、病院運営に精通されている方

であり、最低でも月に一度のアドバイスをお願いできるよう御検討いただきたいと思っており

ます。 

 介護保険特別会計。 

 歳入。主なもので、介護保険料７,９７０万８,０００円、前年比１.６％の増、国庫支出金１

億３,８２９万８,０００円、前年比１.９％の増でありますが、支払基金交付金１億１,００６万

２,０００円、１０.６％の減、県支出金も６％減の６,９０９万５,０００円となっております。 

 歳出。総務費２,２２９万９,０００円で、主なものは一般管理費であります。 

 保険給付費では、前年比１０.３％減で、居宅介護を初め、予防サービス等の諸費として３億

６,９７２万９,０００円を支出しており、高齢化社会への有効なサービス事業の取り組みの継

続を望みます。 

 後期高齢者医療特別会計。 

 歳入。後期高齢者医療保険料収入済額２,８９８万４,０００円が主な収入であり、その他一般

会計繰入金２,１４４万９,０００円、諸収入２０２万８,０００円等、総額５,２８９万２,００

０円となっております。 

 歳出。総額５億７万８,０００円は、後期高齢者医療広域連合納付金が主なものであります。

また、保健事業として１７２万３,０００円が支出されております。 

 以上で報告といたします。御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  これで、各常任委員長の審査報告が終わりました。 

 これから、各常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑がありましたらどうぞ。ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、各常任委員長に対する質疑を終結します。 

 討論を省略して、これから起立によって採決します。 

 議案第４１号平成２９年度五ヶ瀬町一般会計歳入歳出決算の認定については、委員長報告の

とおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は委員長報告のとおり認定する

ことに決定しました。 

 次に、議案第４２号平成２９年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は委員長報告のとおり認定する

ことに決定しました。 

 次に、議案第４３号平成２９年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

ては、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は委員長報告のとおり認定する

ことに決定しました。 

 次に、議案第４４号平成２９年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計決算の認定については、

委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は委員長報告のとおり認定する

ことに決定しました。 

 次に、議案第４５号平成２９年度五ヶ瀬町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、

委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は委員長報告のとおり認定する

ことに決定しました。 

 次に、議案第４６号平成２９年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いては、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は委員長報告のとおり認定する

ことに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第４７号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第７、議案第４７号五ヶ瀬町後期高齢者医療に関する条例の

一部改正についてを議題とします。 

 本件については、去る９月４日、提案理由の説明が終わっておりますので、これから質疑に入

ります。質疑がありましたらどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これにて質疑を終結します。 

 討論は省略して、これから起立によって採決します。議案第４７号五ヶ瀬町後期高齢者医療に

関する条例の一部改正については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第４８号

日程第９．議案第４９号

日程第１０．議案第５０号

日程第１１．議案第５１号

日程第１２．議案第５２号

日程第１３．議案第５３号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、お諮りします。日程第８、議案第４８号平成３０年度五ヶ瀬町一

般会計補正予算（第２号）についてから日程第１３、議案第５３号平成３０年度五ヶ瀬町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてまでの６件は、これを一括議題としたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議案第４８号から議案第５３号まで

の６件は、これを一括議題とします。 

 本６件につきましては、去る９月４日、提案理由の説明が終わっておりますので、これから質

疑に入ります。質疑をされる場合は、議案名、ページ等を示して発言してください。質疑があり

ましたらどうぞ。７番、甲斐松男議員。 

○議員（７番 甲斐 松男君）  ７番、甲斐松男です。 

 議案第４８号、１８ページ、農林水産業費の林業費の４番、造林費なんですけれども、７９７

万４,０００円が補正額として挙がっておりますけれども、この分の委託料の内容説明をよろし

くお願いします。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。甲斐松男議員の造林費、委託料７９７万４,０００

円に対する御質問であります。 

 これは町有林森林整備センター分の分収林の土地にかかわる森林整備（イワノサコ）分収林の

間伐事業と、それに伴います作業道整備事業にかかわる事業費の委託料であります。この事業費

につきましては、事業自体は森林整備センターが行うものでありますが、事業一覧（  ）また

歳入において全額こちらに入ってくるものでございますので、ほぼ増額をこの雑入として歳入

に計上しております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。──ほかにありませんか。ありませんか。１番、甲斐

政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  １番、甲斐政國です。数件ございますので、一つずつ聞きたいと

思います。 

 まず、１２ページの財産管理費でございます。ここに委託料としまして４５２万円、特産セン

ター前用地調査委託料というのが挙がっておりますけれども、これは何のための調査なのか。そ
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れから、委託先であるとか対象の面積、そういうものがありましたら、お伺いしたいというふう

に思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。甲斐政國議員の財産管理費の委託料、特産センター

前用地調査委託料についてでございます。 

 この調査委託料につきましては、九州中央道五ヶ瀬・高千穂道路の整備工事が着工した際に残

土処理場候補地として特産センター駐車場に隣接しております、市有地を確保するための調査

費用のための予算計上でございます。まだ具体的には──見積りをとっておりますが、どこに発

注するかというのは決まっておりません。財産を確保した時点で発注することになると思いま

す。その面積等については、こちらに持ってきておりますので、後で報告いたします。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  単なる測量であるとか毎木調査とかであるならば、そういうもの

かなあというふうに思うんですが、かなり高額になりますので、４５０万円という高額ですから。

そこら辺のところを、また後で教えていただけるということですね。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。内容については、また後でお示しいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  甲斐政國です。 

 ２問目に入ります。１７ページ、農業振興費の農業振興祭りの１００万円の補正でありますけ

れども、これは当初、町が２００万円、それからＪＡが５０万円、その他５０万円ということで、

ＪＡとの共同開催になるというふうに理解していたんですけれども、この協賛金というのが５

０万円、妥当なものかどうか。ほかの町あたりもいろんな祭りを協賛してやっていると思うんで

すけれども、そこら辺との兼ね合いがどうなのかなということと、具体的な事業の内容がわかれ

ば、それから日程等も教えていただきたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。甲斐政國議員の質問にお答えいたします。 

 農業振興祭りでありますけれど、当初、町が１００万円、農協が５０万円という形で１５０万

円で、その他を５０万円で総計２００万円程度で開催する計画をしておりましたが、もろもろの

経費等を積み重ねて、やはり２００万円ではちょっと厳しいということもありまして、今回１０

０万円の補正をさせていただいたところです。ＪＡの５０万円という金額が妥当かどうかとい

うのは、まだちょっと……。これからまたＪＡさんにもいろいろお願いしながら協議を進めてい

くところなんですけれど、とりあえず５０万円は確定しているということで御理解いただきた

いと思います。 

 それと開催日なんですけれど、当初、議員の皆様には１１月４日で説明させていただいていた

んですけれど、郡民スポーツ祭があるということで、ちょうど１１月４日が同日ということで、

その翌週の１１月１１日に開催するようにいたしております。これはもう確定ということで考

えてもらっていいと思います。 
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 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  じゃあ、ＪＡとはまた後日、御協議いただけるというふうに理解

させていただきます。 

 それから、ちょっと前後して申しわけありません。また１２ページに戻らせていただきます。

無線管理費の委託料なんですけれども、この防災無線のデジタル化基本計画委託料と、それから

実施計画委託料、これはマイナス計上になっているところなんですけれども、デジタル化を進め

ようという中でマイナス予算計上というのはどういうことかなとお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長です。無線管理費の防災無線デジタル化関係であります。 

 まず最初に、防災無線デジタル化基本設計委託料でありますが、これは当初予算計上したもの

を全額マイナスしております。その２つ下ですが、防災無線デジタル化基本実施計画委託料とい

うのが今回委託するものでありまして、事業費としては１,０００万円計上しておりましたが、

入札によって入札残が出ましたので、その分を減額したものであります。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  はい、わかりました。 

 今度は２４ページになります。ふるさとづくり基金費ということで、これは新得町の交換林の

売却収益分ということで、これを積み立てると６９０万円という金額なんですけれども、たしか

面積的には３ヘクタール……。４ヘクタール弱だったですかね。というふうに記憶しているんで

すけれども、五ヶ瀬町の交換林が約１.４ヘク……。１.４か１.５であったと思うんですが、そ

の五ヶ瀬町の対応はどうなるのか、そこら辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（小笠まゆみ君）  総務課長。 

○総務課長（戸高 勝洋君）  総務課長であります。五ヶ瀬町の森も交換林、当然ございますが、

平成２２年に補助事業で間伐事業入れております。国の事業を入れておりますので、全伐の制約

かかっておりまして、実際、全伐できるのは平成３２年度以降ということになっておりますので、

年度がきましたら、全伐して新得町のほうにお渡しするということになると思います。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  その場合、その金額的なことなんですけれども、これをつくった

当時、平成何年ぐらいかな、３０年前ですから、昭和ですか。そのころのヒノキの値段というの

はかなりよかったというふうに思うんですが、現在、もう半分以下になっていますので、その金

額的なことというのは、別に大丈夫なんですか。片や６９０万、恐らく五ヶ瀬町の山を切っても

３００万にいかないというふうに思うんですが、そこら辺のところは大丈夫なんでしょうか。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。新得町との交換林の五ヶ瀬町分のメインはヒノキと杉という

ことでございますが、新得町に比べると非常に面積が少ないというような状況で、売却したとき

の価格についても新得町の６９２万４,０００に比較すると、減額するでしょうという話はさせ
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ていただいます。 

 ただ、新得町も今後、今回も地震、北海道起きましたが、耐震性、非常に危ないということで、

庁舎の建設も今、検討されております。特にそのヒノキという材が北海道にはないので、五ヶ瀬

の町有林を活用した庁舎の化粧材として使えないかというのも、浜田町長話されていましたの

で、ただ単に売却だけじゃなく、まだ３２年という期間がありますので、そんなとこも踏まえて、

なんか検討していくとおもしろいのかなという話を双方ではさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  甲斐政國議員。 

○議員（１番 甲斐 政國君）  了解いたしました。 

 最後に、これ質問ではないのかもしれませんけど、同じ１２ページに、議会費のところで委託

料並びに使用料及び賃借料です。７８万８,０００円というのが計上されております。タブレッ

トの使用料ということなんですけれども、いよいよ、タブレット端末を利用してのペーパーレス

会議というのが始動するのかなというふうに思っているところであります。 

 ことしの３月の議会の一般質問のときに、私質問させていただいたんですが、そのとき町長の

答弁といたしまして、今後、職員研修などを行って、どのように利用できるのか。そしてまた、

最終的には住民サービスにどうつなげるのかというのを検討していくということで御答弁をい

ただいておりました。今回、御英断をいただいたというふうに思っているんですけれども、現在、

県内では日南市が入れているだけで、県内の町村では恐らく初めての取り組みであろうという

ふうに思っているところであります。 

 今後、事務レベルの勉強会を開催するなどいたしまして、タブレットの機能を十分に生かした、

発揮した、いわゆる事務事業の簡素化でありますとか、低炭素社会の実現に向けて、議会もしっ

かり頑張っていきたいと、本会議での導入を目指して努めていきたいというふうに思っており

ますので、そのことについて御報告させていただきます。 

○議長（小笠まゆみ君）  ほかにありませんか。２番、佐藤成志議員。 

○議員（２番 佐藤 成志君）  一般補正予算の１７ページ。先ほど、甲斐政國君議員からありま

したように、農林振興費の中の産業農業振興（  ）についてです。 

 これについては、先ほどの質問の中でも日にちの決定とか決まっておりますし、予算の計上が

されていますので。ただ、町民への周知が非常におくれているということで、特に９月、１０月

については、いっぱい町内での各地区での行事等も入っていますので、この１０月の１１日開催

とやることについて、１０月の事務連絡委員会のときに、それについては周知はなされるかと思

いますけれども、非常に町民への参加が危惧されますので、そのあたりについてはどういう考え

で動いていらっしゃるのか、お伺いいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  農林課長。 

○農林課長（齊家  晃君）  農林課長です。佐藤成志議員の質問にお答えいたします。議員もお

っしゃられますとおり、周知のほうをやらなくてはいけないんですけど、まだ今、これからなん

ですけど、行政事務連絡会を中心にしようと思ってるんですけど、ちょっとまだおくれているん

ですけど、中身も含めた検討を今、やっておりまして、その固まり次第、周知も含めたチラシ等

の配付を考えております。 
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 それと、当日はカーリング大会もちょっと重なっていて、会場の関係もありまして、そういう

のも含めた検討を今、させていただいて、周知も含めて今から、一生懸命させていただきたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（小笠まゆみ君）  よろしいですか。ほかにありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これにて質疑を終結します。 

 討論は省略して、これより起立によって採決します。 

 議案第４８号平成３０年度五ヶ瀬町一般会計補正予算（第２号）については、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第４９号平成３０年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について

は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第５０号平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について

は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第５１号平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号）につ

いては、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第５２号平成３０年度五ヶ瀬町介護保険特別会計補正予算（第２号）については、

原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第５３号平成３０年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

ては、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１４．議長発議

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第１４、議長発議五ヶ瀬町選挙管理委員会委員及び選挙管理

委委員会委員補充員の選挙についてを議題とします。 

 本件については、選挙管理委員会委員及び補充員の任期が平成３０年９月２７日をもって満

了になる旨の通知を受けましたので、地方自治法第１８２条第１項及び第２項の規定により、選

挙を行ないます。 

 お諮りします。選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推薦にした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに

決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しまし

た。 

 選挙管理委員会委員に興梠美代喜さん、周防五月さん、黒木孝次さん、西川成子さんを指名し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。従って、選挙管理委員会委員には、ただいま指名

しました興梠美代喜さん、周防五月さん、黒木孝次さん、西川成子さんが当選されました。 

 次に、選挙管理委員会委員補充員の指名を行います。選挙管理委員会委員補充員には、戸高勝

洋さん、小迫幸弘さん、齋家晃さん、武内秀元さんを指名したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、選挙管理委員会委員補充員には、た

だいま指名しました戸高勝洋さん、小迫幸弘さん、齋家晃さん、武内秀元さんが当選されました。 

 次に、補充の順序について、お諮りします。 

 補充の順序については、ただいま指名した順序にしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、補充の順序はただいま議長が指名し

た順序に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．発委第２号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第１５、発委第２号後期高齢者の医療費窓口負担について、

原則１割負担の継続を求める意見書を国に提出することについてを議題とします。 



90 

 本件について、提出者、秋本良一議員、趣旨説明を求めます。 

○文教福祉常任委員長（秋本 良一君）  文教福祉常任委員長の秋本良一です。 

 発委第２号後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継続を求める意見書の提

出について、趣旨説明を申し上げます。 

 ２０１９年から後期高齢者医療７５歳以上の医療費窓口を現行の１割から２割にする議論が

経済諮問会議や財政制度審議会で進められ、社会保障制度審議会でも進められております。厚生

労働省の後期高齢者医療制度被保険者実態調査によりますと、宮崎県の後期高齢者８２.５％が、

所得１００万円未満と厳しい生活状況にあります。後期高齢者の窓口負担の原則２割化は、年金

収入も減る中、治療が長期にわたる高齢者の生活を圧迫し、医療機関での受診を抑制することも

予測されることから、国に対して後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継続を

求めるものであります。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、趣旨説明が終わりました。これから、ただいまの趣旨説明に

対する質疑に入ります。質疑がありましたらどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  質疑がないようですから、これにて質疑を終結します。 

 討論は省略して、これから起立によって採決します。 

 発委第２号後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継続を求める意見書を国

に提出することについては、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小笠まゆみ君）  全員起立であります。したがって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議会運営委員会委員長報告を求めることについて

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第１６、議会運営委員会委員長報告を求めることについてを

議題とします。 

 議会運営委員会委員長から調査中の事件について、調査終了の旨、報告がありましたので、こ

こで委員長の報告を求めます。委員長、甲斐松男議員、御登壇願います。 

○議会運営委員長（甲斐 松男君）  議会運営委員長の甲斐松男です。 

 五ヶ瀬町議会基本条例第２２条第１項において、議会は１年ごとにこの条例の目的が達成さ

れているかどうかを議会運営委員会において検討するものと規定しております。 

 その手続につきましては、五ヶ瀬町議会基本条例の見直し手続に関する要綱に基づき、始めて

の評価作業を行いました。全ての議員により、評価の指標に示された５段階の自己評価に基づき、

平成２９年８月１日から平成３０年７月３１日の１年間の議会及び議員活動の評価検証を行い

ました。その経過につきましては、報告書の評価の経過に記載のとおりであります。評価の結果

につきましても、お手元の評価結果表をごらんください。 

 議会運営委員会での意見としましては、初めての評価作業となり、議員個々にとまどいも見ら

れ、特に評価の指標の捉え方には個人差がみられた部分も多々あり、今後、毎年評価作業を実施

していく中で、改善すべき部分の検討を行ってまいります。見直し手続に関する要綱第６条第１
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項の規定される条例の見直し判断基準となる３以下の結果となったのは、次の４つの規定であ

りました。 

 まず１点目、第７条第１項の広報広聴活動の充実でありますが、特に広聴活動に関しては広聴

会制度、参考人制度などを活用して、さらなる努力が必要であります。 

 次に、２点目、第８条第１項第２号の町長の反問権行使でありますが、これは１度も行使され

なかったために、この評価となりました。 

 次に３点目、第１６条の議会図書室の設置でありますが、これは現在の庁舎では十分な機能を

果たせておりません。地方自治法第１００条第１９号において設置しなければならないとされ

ていることから、新庁舎建設の検討の中に反映させていかなければなりません。 

 最後に４点目、第１７条第２項の政治倫理条例の制定については、達成されておりません。こ

のことにつきましては、町執行部とも協議を進めていかなければなりません。 

 以上、今回の評価の結果としましては、条例の見直しは必要なく、達成度の低かった事項につ

きまして、議会活動、議員活動のさらなる活性化を図ることが重要であります。 

 以上、委員長報告といたします。 

○議長（小笠まゆみ君）  ただいま、議会運営委員会委員長報告が終わりました。 

 お諮りします。ただいまの議会運営委員会委員長報告をもちまして、調査を終了することとし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会はただいまの委員長

報告をもって、その調査を終了することに決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．発議第３号

○議長（小笠まゆみ君）  次に、日程第１７、発議第３号議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。議員派遣につきましては、会議規則第１２２条の規定によりお手元に配付して

おりますとおり派遣することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、お手元に配付しておりますとおり議

員を派遣することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．委員会の閉会中の継続調査について

○議長（小笠まゆみ君）  お諮りします。日程第１８、委員会の閉会中の継続調査については、会

議規則第７５条の規定により、お手元に配付しておりますとおり、各常任委員会委員長、議会運

営委員会委員長、議会広報編集委員会委員長及び行財政改革特別委員会委員長から閉会中の継

続調査の申し出がありました。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小笠まゆみ君）  異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定しました。 
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 以上をもちまして、本定例会に付された議事の全部を終了しましたので、会議を閉じます。 

 議員各位におかれましては、去る９月４日の開会以来１７日間に渡り熱心に御審議をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 町長を初め、町当局の皆様には、会期の間、常に真摯な態度を持って審議に御協力いただき、

ありがとうございました。 

 ここで、町長の挨拶をお願いします。町長。 

○町長（原田 俊平君）  町長です。それでは、私のほうから本定例会終了に当たりまして、執行

部を代表し、一言御挨拶を申し上げます。 

 まずは、本定例会に御提案申し上げました全ての案件につきまして、御承認を賜り、まことに

ありがとうございました。 

 本定例会は、決算議会ということもありまして、平成２９年度の一般会計、特別会計の監査委

員の方からの決算審査意見書をもとに、それぞれの総務農林常任委員会並びに文教福祉常任委

員会からの決算審査意見書もいただいたところでございます。それぞれにいただきました指摘

事項並びに要望事項につきましては、今後、内部で十分に検討を行い、対応していく考えであり

ます。どうかよろしくお願いいたします。 

 ことしも地球温暖化の影響か、数多くの台風が接近いたしました。幸いにも直撃するケースは

逃れましたが、一般質問でも出されましたが、引き続き危機管理を徹底し、町民の皆様の防災意

識の醸成を図ってまいる覚悟でございます。 

 一方、北海道地震でも明らかなように、ここ五ヶ瀬町においても南海トラフ大地震等の大きな

地震がいつ起きてもおかしくないと言われております。今後は、地震対策としての防災訓練の実

施についても、国、県とも連携しながら検討を進めていきたいと考えております。 

 さて、霞が関ではいよいよ本日が総裁選の投開票日であります。安倍政権の継続にしろ、新政

権の誕生にしろ、私どもは国政の動きに振り回されることなく、しっかりとした町行政運営に心

がけなければならないと考えております。議員各位におかれましても、力添え切にお願いをいた

します。 

 結びになりますが、いよいよ秋分の日を迎え、本格的な実りの秋となります。北海道新得町の

姉妹町盟約３０周年を記念して、議会の皆様、行政、各種サークル等、交流がイベント等とおし

て活発に展開される予定のようでございます。議員の皆様には、それぞれに公的な活動とプライ

ベートな農作業等も非常に忙しい時期となりますが、健康等には十分御留意の上、ますます御健

勝にて御活躍をいただきますようお祈りを申し上げまして、定例会閉会にあたってのお礼の挨

拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

○議長（小笠まゆみ君）  町長には、丁重な御挨拶を賜り、ありがとうございました。議員各位か

ら述べられました意見なり要望事項につきましては、特に御配慮いただき、執行の上に十分反映

されますようお願いを申し上げます。 

 これをもちまして、平成３０年第３回五ヶ瀬町議会定例会を閉じます。 

 どうも御苦労様でした。 

○事務局長（奥村 和平君）  御起立ください。一同、礼。お疲れさまでした。 

午前11時04分閉会 
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────────────────────────────── 
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○ 平成３０年第３回定例会に議した事件のてんまつは、次のとおりである。 

報告第１４号 

報告第１５号 

議案第３８号 

議案第３９号 

議案第４０号 

議案第４１号 

議案第４２号 

議案第４３号 

議案第４４号 

議案第４５号 

議案第４６号 

議案第４７号 

議案第４８号 

議案第４９号 

議案第５０号 

議案第５１号 

議案第５２号 

議案第５３号 

議案第５４号 

議案第５５号 

議長発議 

発委第 ２号 

発議第 ３号 

五ヶ瀬町の財政健全化判断比率について     

五ヶ瀬町公営企業の資金不足比率について 

五ヶ瀬町教育長の任命同意について 

五ヶ瀬町教育委員会委員の任命同意について 

財産の処分について 

平成２９年度五ヶ瀬町一般会計歳入歳出決算の認定について 

平成２９年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

平成２９年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

平成２９年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計決算の認定につい

て 

平成２９年度五ヶ瀬町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

平成２９年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

五ヶ瀬町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

平成３０年度五ヶ瀬町一般会計補正予算（第２号）について 

平成３０年度五ヶ瀬町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

平成３０年度五ヶ瀬町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２

号）について 

平成３０年度五ヶ瀬町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

て 

平成３０年度五ヶ瀬町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

物品購入契約の締結について 

工事請負契約の締結について 

五ヶ瀬町選挙管理委員会委員及び選挙管理委委員会委員補充員の選

挙について 

後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継続を求め

る意見書を国に提出することについて 

議員派遣について 

９月 ４日 

９月 ４日 

９月 ４日 

９月 ４日 
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９月２０日 
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原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案可決 

原案同意 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

平成     年   月   日 

議  長 

署名議員 

署名議員 


